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ロングステイ論集 Vol.5，6 合併号 巻頭言 

ロングステイ観光学会の再スタートに向けて 

ロングステイ観光学会 
会長  安島 博幸 

（立教大学名誉教授） 
 

 学会設立から、10年を経過した。本学会が活動の
対象としてきたロングステイは、大きな転機を迎え

ている。 
 元々は、経済的発展を遂げて豊かになった日本の

リタイアメント層が、気候が良く生活費の安い海外

で年金生活を楽しむことを主な狙いとしてリゾート

ブームに沸く 1980 年代半ばに、当時の通商産業省
の主導で、ロングステイ観光は始まっている。しか

し、その後の日本経済の低迷やさらには最近のコロ

ナ禍によって、元々のロングステイ観光のコンセプ

ト自体が揺らいでいる。 
 学会自体の活動も低迷を続け、私が学会会長を拝

命した 2021 年は、その存廃も議論されるような状
態にも陥っていた。そのため、学会の立て直しに向

けて、臨時の理事会を毎月のようにオンラインで開

催し、理事・幹事を中心に「長期滞在型・ロングス

テイ観光学会」の持続可能なあり方について議論を

重ねてきた。 
 その結論としては、研究分野を従来の海外ロング

ステイ中心から、様々なロングステイ観光に範囲を

広げることが決まった。つまり、国内のリゾート・

観光地におけるロングステイ、都会を離れて地方へ

の移住や二地域居住、長期間滞在し、暮らすように

旅する都市観光、温泉地などにおける湯治、そして

コロナ禍で急に現実味を増したテレワークをリゾー

トにおいて行うワーケーションなどである。 
 このように考えてみると、日本のロングステイ観

光は、これまで欧米では普通に行われているのに、

日本ではほとんど進展しない状態が続き、いつか誰

かが取り組まなければならない課題が多分にあるこ

とに改めて気づいた次第である。 
 コロナ禍は、世界中の観光に非常に大きなマイナ

スの影響を及ぼしたが、一つだけ良かったと思える

ことは、インターネットの普及を背景にオンライン

の会議が簡単に行えるようになり、職場を離れて、

自宅や観光地、リゾートにおいて、仕事をすること

が可能となり、テレワークが定着する兆しが見える

ことである。IT技術の進歩の恩恵をこれほど身近に
感じたこともない。私自身もオンライン授業や会議

などをリモートで行うワーケーションを本格的に体

験し、この流れは、社会や働き方を大きく変え、観

光のあり方にも大きく自由度を与える方向で機能す

ると確信するようになった。 
 長期滞在型・ロングステイ観光学会を取り巻く社

会的・経済的な状況を背景として、今後のあり方を

めぐる議論を進めた結果、学会のあり方としては、

他に例を見ない新しい形に変わることに方向付けが

でき、会員各位の合意も概ね得られたと考えている。 
 まずは、これを機に、学会名称もシンプルに「ロ

ングステイ観光学会」に変更することにしたが、 
今回の改革において一番大きな革新は「オンライン

中心の学会」とすることである。これまでは、ロン

グステイ財団や理事の先生方の大学の教室・会議室

をお借りして、理事会、総会、研究発表会を行い、

機関誌を発行していたものをすべてオンラインに移

行するということである。 
 これによって、学会の様々な行事に国内各地はも

とより海外からの参加も自由になり、移動時間と大

きな費用を節約することができる。世界と日本の各

地でのロングステイ観光をめざす本学会に相応しい

形になったのではないかと自負している。 
 さらに、学会運営の費用も低減でき、機関誌もオ

ンライン・ジャーナルとなるので印刷費用も掛から

ないなどの利点もある。費用節減の成果は、会費の

低廉化という形で会員に還元することとした。また、

これをインセンティブとして会員を増やしていきた

い。 
 ただ、オンラインの様々な利点を最大限取り込ん

だ改革をしたが、リアルの大事さも充分理解してい

るつもりである。コロナが収束したら、会員が顔を

突き合わせて研究についての話に花を咲かせる機会

も作りたいと考えている。 ■ 
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第 回年次大会シンポジウム・パネルディスカッション抄録

日本におけるロングステイの新たな魅力と可能性

～多様な働き方と進化する 技術が可能にするロングステイ新時代～

司会

篠崎宏氏（ 総合研究所）

パネリスト

赤堀哲也氏（特定非営利活動法人 ）

丸山祐子氏（長野県産業労働部 創業・サービス産業振興室）

安島博幸氏（跡見学園女子大学）
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第 回年次大会シンポジウム・パネルディスカッション抄録

日本におけるロングステイの新たな魅力と可能性

～多様な働き方と進化する 技術が可能にするロングステイ新時代～

 
司会：篠崎宏氏（ 総合研究所）

パネリスト：赤堀哲也氏（特定非営利活動法人 ）

丸山祐子氏（長野県産業労働部 創業・サービス産業振興室）

安島博幸氏（跡見学園女子大学）

 
※パネルディスカッションはオンライン会議システム Zoomを利用して開催されました。所属はシン
ポジウム開催当時のものです。 

 
 
〇篠崎：今日は 4つの論点から議論していきま
す。1つ目は、パネリストの皆様それぞれの立場
からみたロングステイの現状と課題です。ロン

グステイという言葉はかなり古くから使われて

いる言葉ですが、この数年ワーケーションやテ

レワークといった言葉が出てきたりして、サブ

タイトルにもあるように ICTの技術によってか
なりスタイルが変わってきているのではないか

と思います。そこでそれぞれの立場から見たこ

れまでのロングステイの現状と課題についてお

話しいただきます。2 つ目は、IT 技術などを活
用した具体的な働き方の事例です。とくに、ワー

ケーションについてお話いただきたいと思いま

す。3つ目は、まさにワーケーションなんですが、
ワーケーション推進における注意点についてで

す。4つ目は、ロングステイの推進に向けた取り
組みと課題についてです。3名のパネラーのみな
さんにそれぞれの立場からお話いただきたいと

思います。 
では最初に、パネラーの皆様から自己紹介を

お願いします。 
 
〇丸山：長野県産業労働部創業・サービス産業振

興室の丸山祐子と申します。今日は「信州リゾー

トテレワーク」についてお話するのですが、その

前に私のやっていることについてお話します。

産業労働部という部署では、リゾートテレワー

クの他に IT関連の産業振興や IT人材の誘致、
創業などのサービス産業全体の振興をはかって

います。その中で、2018年からリゾートテレワ
ークの取り組みを始めています。 
長野県は、東京、首都圏からも中京圏からも近

いほぼ本州の真ん中に位置しています。移住し

たい都道府県ランキングでは 15年連続 1位で、
最近ですとクリエイティブな企業のみなさんに

も注目いただいています。このような企業が立

地するほか、あとは「信州やまほいく」ですとか、

長野県の自然を生かした様々なアクティビティ

を提供する場となっています。昨年の日経トレ

ンディの2021年ヒット予測では、長野県でテレ
ワークが9位にランキングしまして、ITを活用
したテレワークの地として注目されています。

あと、「信州 IT バレー構想」を進めておりまし
て、今日は「信州リゾートテレワーク」について

お話したいと思っています。 
 
〇篠崎：ありがとうございます。次は赤堀さんお

願いします。 
 
〇赤堀：Nature Serviceの赤堀と申します。私達
は広域の NPO 法人として自然体験をする機会
を創出する活動をしています。最近では、ワーケ
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ーション施設の企画、運営、マーケティングをや

らせてもらっています。私たちの施設は、長野県

の信濃町という新潟との県境にある北端の場所

に東京ドーム1.8個分の敷地を有しています。森
に囲まれたもともとは行政が使っていなかった

有休施設なのですが、この施設をどういうふう

に今の文脈に合わせてリノベーションして施設

として事業として成立させるのかという企画を

しています。また企業への営業活動もしながら

活動しているところです。この施設を作ったの

が 2年前で、その後コロナになってしまい注目
を集めているという状況です。今回は施設の実

践者ということで参加させてもらいました。よ

ろしくお願いします。 
 
〇篠崎：ありがとうございます。それでは安島先

生お願いします。 
 
〇安島：跡見学園女子大学の安島です。ワーケー

ションとの関わりということですが、私自身は

観光地計画を専門にしています。リゾートや別

荘の歴史的研究をしておりまして、明治、大正か

ら軽井沢の避暑地は小説家とか大学の教授が集

まって仕事をしていましたので、ある意味ワー

ケーションだったのかなと思っています。今の

ワーケーションにつながるものとしては、アル

ビン・トフラーが『第三の波』という書を1980
年に出版していて、その中で「エレクトリックコ

テージ」という概念を打ち出しています。当時は

パソコン通信だったんですが、将来は高速の回

線ができて、もっとそういうことが進むだろう

ということが予測されています。また、1980年
のリゾートブームの中で、リゾートオフィスと

いうのが誕生しましたが、リゾートブームの終

焉と共に消えてしまいました。私自身は大学に

勤めておりますので、昨年から授業がすべてオ

ンラインになりまして、伊豆の山荘から授業を

していました。そういう経験を元にお話をさせ

てもらおうと思います。 
 

〇篠崎：では 1つ目のテーマなんですが、それ
ぞれの立場から見たロングステイの現状と課題

についてです。ロングステイという言葉はかな

り前から使われてきて、海外にロングステイに

行くとかいうこともありました。ロングステイ

財団の定義によると、海外のロングステイは 2
週間が目安、国内だと 1週間が目安だというこ
とで、普及活動もやってきたが、なかなか日本人

は長く休むということに慣れていないというの

も現状です。そこで、今まで行ってきたロングス

テイについての現状や課題についてお話いただ

きたいと思います。赤堀さんからお願いします。 
 
〇赤堀：私達は、企業に営業活動をかけていく立

場としての話なんですが、当初は有休の消化率

を向上させるためにワーケーションを導入しま

せんかとか、リモートワーク制度はあるけれど

も使っていないというところにやってみません

かという提案をしていました。これはコロナに

よって大幅に伸びました。それ以外にもチーム

ビルディングやイノベーションを起こしたいと

思いながら同じ会議室で同じメンバーと同じ会

議をやっていてもなかなか起こせないというこ

とで、場所を変えましょうという提案もやって

いました。あとは、優秀な人が辞めないためには

どうしたらいいかとか、面談の場所、一つの思い

出を作る場所としてワーケーションを使ったら

いいという提案もしていました。 
結果的に最初に使っていただいたユーザーが

Appleコンピューターさんでした。そこはイノベ
ーティブな会社だからこそこの価値に気付いて

もらったし、それが当たり前のように取り入れ

ているので、ノマドワークセンターを知ったと

きにはまさにこれを日本でやりたいとおっしゃ

っていました。それはなぜかというと、Appleコ
ンピューターがアメリカに新しく建てた本社の

Apple Parkというのが、シリコンバレーの中に敢
えて森を作ったりとか、オフィスが自然との境

界を曖昧にしたりする、自然を取り入れたオフ

ィスだったので、それを日本に作っていこうと
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いうことで、我々が動いていたものをたまたま

見つけていただいて、使っていただいたところ

があります。 
このような事例をみて、他の企業さんに見学

いただくと、担当者の方には高く評価していた

だけます。しかし、担当者が気に入っても、結局

会社を説得できませんでしたという課題もあり

ました。なぜかというと、当時は制度がない、予

算がない、前例がないということで、日本の会社

はそういうことを盾になかなか意思決定をしな

いからです。私達はその壁をどう突破するかと

いうのが課題だと思って今も取り組んでいます。 
 
〇篠崎：ありがとうございます。そういう意味で

は、今回のコロナで企業の環境がかなり変わっ

てきたのではないかと感じています。次は安島

先生お願いします。 
 
〇安島：ロングステイの現状と課題ということ

ですが、ロングステイとひと言で言ってもいろ

いろあるかなと思っておりまして、いくつかに

分類できると思います。定住に近いものや、海外

とかに 1年の半分くらい行ってしまうものもあ
りますし、1～2週間の滞在を繰り返すようなパ
ターンもあります。 
実例をお見せしながら考えたいと思いますが、

これは私の伊豆の家で、ここからオンライン授

業などをやりました。タイプで言うと1～2週間
を繰り返すような形で使いました。 
次に、一昨年見たんですが、徳島県の美波町で

「波乗りオフィスへようこそ」という映画にな

りましたので、ご覧になったこともあるかもし

れません。東京では求人が難しかったんですが、

ワーケーションということをしたら人材が確保

出来たということです。これが本社の建物です。

もともと銭湯だったところを改装して、中には

番台があったりとか、下駄箱があったりとかし

ます。これが中の部屋の様子ですけど、真ん中の

部分はもともと浴槽だったそうです。ここにサ

ーフボードが置いてあります。 

次は、これも一昨年、学会が沖縄の名護であっ

たんですが、そこの 1階でコワーキングスペー
スというのがあって、よくできているなと思い

ました。1人で仕事もできるし会議もできるし、
ちょっと個室になっていて、ネットでの会議に

も参加できるのかなと思いました。コロナ以前

からこのような場所が準備されていたのは素晴

らしいと思いました 
最後にこれは、山梨県の小菅村にあるちょっ

と高級な古民家ホテルなんですが、天井を改造

したり、一人あたりの専有面積が広くしたりし

て、話ができる場所もありますし、一人で仕事が

できるようなスペースもあってここなら仕事が

捗りそうかなと思いました。 
 
〇篠崎：次は県庁で政策を推進している丸山さ

んのお話を伺いたいと思います。 
 
〇丸山：長野県庁は、「信州リゾートテレワーク」

ということで、最初のうちは企業の有給休暇を

5 日以上取らなければいけないという法改正が
あったりとか、もともと IT人材の誘致で「お試
し長野」というのをやっていたので、首都圏の企

業のみなさま向けに普段の職場から離れて信州

の自然の中で仕事をするような新しいライフス

タイルはどうでしょうかということで、人材誘

致の一つとしてワ―ケーションへの取り組みを

はじめました。 
当時、商店街振興や商業振興もサービス振興

でやっていたんですが、人を呼ぶということが

地域の活性化になるということで、地域の自治

体を使って始めてみたということです。どんな

ことをやってきたかというと、長野県の場合は

安島先生のように個人で観光の一環として行く

イメージもワーケーションにはあるかと思うん

ですが、「信州リゾートテレワーク」は企業と従

業員、受け入れる地域にとって三方良しなので

はないかということでPRしています。 
企業にとっては、イノベーションの創出や働

き方改革の推進、SDGｓの推進にもなります。
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従業員はクリエイティブな発想ができたり、モ

チベーションが向上したり、ライフスタイルの

実現が可能になります。 
そのような人たちを受け入れる長野県として

は、関係人口の創出や地域の経済の活性化、地域

の人口減少の社会において地域づくりの担い手

にもなっていただけるのではないかという効果

があるのではないかと期待して進めています。 
ロングステイ財団が発表している「ロングス

テイ希望都道府県ランキング」では、2017年に
長野県は 5位に入っています。長野県としては
県内に12のモデル地域を決めて、それぞれの自
治体と、自治体の持っているコワーキングスペ

ースやテレワーク施設を活用しています。また

民間事業団体が組むところに補助金を出して、

施設整備や受け入れる人たちの勉強会やテレワ

ーク体験会の開催を支援してきました。 
今年で 3年目になるのですが、昨年の秋には
コロナの中ではあったのですが、軽井沢にみな

さんに来ていただいて「ワーケーション EXPO
＠信州」ということで軽井沢から全国にワーケ

ーション効果や受け入れている状況を発信しま

した。赤堀さんにも出ていただきましたが、500
名くらいの方が参加いただきまして、注目して

いただきました。 
全国の自治体がワーケーションを進めていこ

うということで、令和元年7月18日に長野県知
事と和歌山県知事が呼びかけをして自治体の協

議会を作ろうという動きがありました。その年

の 11月に発足しまして、当時は 65団体だった
のですが、今年 3月には 172団体まで自治体の
加盟が増えて、受け入れる自治体としてはかな

り盛り上がっている状況です。市町村が 151入
っているんですが、長野県はこのうち32くらい
となります。 
課題ですが、コロナもありまして地方回帰の

流れやワーケーションの注目度は大幅にアップ

して、受け入れる自治体側は盛り上がっていま

す。65から172になるくらい、盛り上がりが出
ているんですが、では実際に企業の方がワーケ

ーションを導入するのかというと、認知度も含

めてまだまだだと思っています。 
 
〇篠崎：この 1年間コロナもあってかなり状況
が変わりつつあるのかなと思います。以前だと

ロングステイを推進するにあたっての課題は、

そんなに長く休みを取れないというところでし

た。またロングステイの内容自体も、完全にオ

フ、休暇としてのロングステイというところか

ら、みなさんの話を聞いていると、境目がなくな

ってきているのかなという印象を受けます。 
仕事の環境もどこでもできるようになってき

ましたし、そういう意味ではこれから変わって

いくのかなと思います。ただし、安島先生の話を

聞いていると、実はかなり昔からそういう動き

はあって、IT技術の進化によって方向性が定ま
ってきたのかなという感じがしました。次のテ

ーマは、IT技術を活用した具体的な働き方の事
例ということで、ワーケーションに限らず、それ

に似たようなものがあればお話いただきたいと

思います。まずは安島先生からお願いします。 
 
〇安島：今回、オンラインで授業ができるという

のは、インターネットがどこでも使いやすくな

ったということが重要です。ただ、ほとんど問題

ないかと思うんですけど、Wi-Fiが不安定になっ
たりして、何回かヒヤッとしたこともあります。

また大学教員の場合は、本や資料を持っていく

ので、クラウドの有効活用など、利用者のリテラ

シーが必要とされる感じがします。 
また、私のところは山の中で光回線が来てな

いんです。普通の無線ルーターだと一週間に 7
つくらいの講義をして、教授会などの会議をす

ると、だいたい50ギガくらい使います。そうし
ますと、費用がかかるので、無制限のプランなど

を使いました。いずれにせよ、Wi-Fiが安定する
のは非常に大事かと思います。 
一方で、ワーケーションならではの楽しみも

たくさんあります。私の趣味は音楽を聞くこと

ですが、いくら大きい音で音楽をかけても大丈
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夫です。大きいスピーカーで聴くと迫力も違い

ます。食事は毎日旅館の料理を食べるわけには

いかないので、自炊をします。そのため、レスト

ランやスーパー、コンビニに行くためには、交通

手段が必要になるかなというのが昨年の経験を

通じて思いました。 
 
〇篠崎：次は丸山さんお願いします。 
 
〇丸山：私からは県内でワーケーションに取り

組んだ事例について報告させていただきます。

長野県の蓼科町という、新幹線の佐久平から 1
時間弱くらいにあるところなんですが、町を挙

げてワーケーションの受け入れをしていまして、

首都圏の IT企業の方が11泊12日で泊まった事
例があります。その時は、自炊ができるキッチン

がついた部屋を用意しまして、そこで仕事をし

てもらいました。プライベートを過ごしていた

だく施設をまるごと借りていただきまして、IT
企業のコーティングの追い込みとチームマネジ

メントに使っていただいた事例です。通信環境

はホテル側で全部整えておりますので、企業の

方はその心配はなく来られます。あと、役場や観

光協会で Wi-Fi のルーターやパソコン、ホワイ
トボードなども全部無料で貸し出しをするとい

うプランを作っています。その結果約 1年の間
に220組714名が使用した実績を持っています。 
もう一つ、長野県の南部に駒ヶ根市というと

ころがあるのですが、光回線完備のコワーキン

グスペースを持っていまして、こちらの整備に

長野県の補助金を使ったりしています。コワー

キングスペースでお仕事をしたり、町中の商業

施設の体験、地元のお店の方とお話をするとか、

懇談会を開くということを町中でして、2日目は
中央アルプスの駒ケ岳のロープウェーに乗って

2600ｍのところで Wi-Fi を使ってテレワーク体
験をしてもらいます。このような取り組みを行

う中で駒ヶ根に来てもらって農業体験もしても

らいながら地域との関係を作ってもらうという

ツアーを3泊4日でやっています。 

千曲市というところでも、民間が市と一緒に

なってワーケーションをやっています。コワー

キングスペースを持たないのですが、地域の人

とつながる場所、食事、テレワークはどこでもで

きる地域になります。ポケット Wi-Fi を持って
動いていますので、旅館の中はもちろん、サイク

リングをして河原に行ってそこでテレワークを

することもできます。お寺で座禅を組んだ後に

テレワークをするということもやっていまして、

朝は瞑想して、お昼から午後はアイディアソン

をやりましょうというようなことを組み合わせ

て2泊3日でやったりしています。 
もう一つ事例を紹介します。飯綱町というと

ころでは、小学校の廃校を利用した施設があり

まして、コワーキングスペースになっています。

そこでお仕事をしながら農業体験や施設内の交

流会などをセットにして 1泊 2日の体験会をや
っています。こういうところにも、県の支援をし

て費用の一部を負担したりしています。参加し

た方々からはかなり好評でまた行きたいという

声をいただいています。 
 
〇篠崎：かなり多岐にわたる、企業から個人まで

事例が広がっていると思いました。次に赤堀さ

んお願いします。 
 
〇赤堀：私達は自然を取り入れるという行動を

国民に広げていく広域NPOです。今回のリゾー
トテレワーク、リモートワークと関連して、IT技
術を活用した簡易脳波測定器を使って、自然の

中で働くとどうなるんだろうという実証実験を

コロナの前にやっていたんです。東京の富士通

グループの会社の協力をいただきながら、東京

で従来通り仕事をする人と、長野県に来て同じ

仕事をする人ではどのような変化があるのかと

いうのをやりました。 
詳細はサイトをみていただきたいのですが、

自然の中で仕事をしたほうが、良いという結果

になりました。基本的には心の穏やかさが保た

れ、興味関心を持って物事に取り組むことがで
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き、快適だなと感じながらリラックスして仕事

をすることができます。その結果、知的労働生産

性があがり、いいアイディアが出たり、ポジティ

ブに人と会えたり、といった側面が高まるとい

うことがわかってきました。企業が予算化して

いくときには何らかの裏付けが必要となります。

そこで、自然の中に社員を行かせる必要がある

のかを客観的に科学的に見ていきたいというの

が信濃町さんと一緒にやった取り組みです。 
セールスフォースという会社の例なんですが、

ノマドワークセンターに来て仕事をしてもらい

ました。セールスフォースさんは白浜にも独自

のすごいおしゃれなオフィスがあります。そこ

で従業員が仕事をするんですが、電話での商談

数の件数が20％向上したという結果が残ってい
ます。おそらく生産効率は、電話の発話数かなと

思うんですが、電話を断られて切られた後でも、

自然を見て心をリセットして、もう一回やり直

してポジティブになれば発話数が増えていくの

ではないでしょうか。さらにすごいのは、契約金

額が31％伸びているんですよね。白浜は海がき
れいなところで、海を見ながら仕事をするんで

すけれども、そういう場所で仕事をすると成果

が上がるということがわかってきたところです。 
これはアメリカのインターフェイスというカ

ーペットとかのデザインをしている会社の事例

です。自然を取り入れたオフィスで、幸福度が

15％アップしたりとか、生産性が6％、クリエイ
ティビティー、いいデザインをするとか、いいア

イディアで製品を考えるというのが15％ずつア
ップしていったりという結果が出ています。 
自然の中で働くということがなぜいいのかと

いうことを我々は脳波測定器を使って測定しま

したけれども、そういうツールを用いてうまく

企業に興味を持ってもらってもらえたらなと思

っています。 
 
〇篠崎：すごいデータですよね。企業が何か新し

いことをやるにあたって生産性というのは欠か

せないことだと思います。通勤時間だけでもロ

スしていたので、私だと片道 1 時間半で往復 3
時間、毎日通勤すると15時間、週5日働くのに
2 日分の労働時間を失っていたような感じだっ
たんですよね。それだけ取ってもすごい生産性

が上がると思うんですけど、今の話だと、やはり

環境を変えただけで 3割もアップするというこ
とになりますので、これはすごいデータだと思

います。次に、ワーケーションを推進するにあた

っての注意点をお伺いしたいと思います。まず

は丸山さんからお願いします。 
 
〇丸山：私からは自治体が受け入れるときの注

意点や課題についてお話します。長野県の場合、

受け入れ側はどうしても自治体が中心になりま

す。ただ自治体だけとか、宿泊施設だけでは地域

としての受け入れができないのではないかと思

います。受け入れ環境の整備というと言葉が堅

いですが、どうやって受け入れていくかという

のには必ず地域内の連携が必要になります。 
次にワーケーションを誘致する自治体も増え

ていますし、民間の観光事業者でもワーケーシ

ョンをキーワードに様々なプランを出していま

すが、選ばれるプランづくりというのが必要か

なと思っています。都市圏の企業の方を呼び込

むのが中心になるかと思うのですが、そこへの

情報発信も課題です。ただ自然がいいですよ、温

泉がありますよ、だけではもう呼べないと思う

んですね。実際に実施した場合のメリットをど

うわかっていただくかが重要になります。先ほ

どの赤堀さんのお話にあったように生産性が上

がるというのをエビデンスとして見せるのも一

つのあり方です。 
長野県がワーケーション誘致を始めた頃には

コロナというのはまったくなかったのですが、

コロナ禍を経て、地方回帰が高まって全国的な

誘致合戦がかなり加熱気味です。どうしても感

染があるので県外との移動制約や、三密を中心

とした感染症対策というのがどうしても求めら

れるようになります。これがしっかりしていな

いと企業から求められる地域にはなれないのか

11



なと考えています。 
また報道等によりますと、テレワークはした

いけどコミュニケーションが希薄になるとか、

社内の人のメンタルを含めたケアが課題になっ

ているというのを聞くので、このような点の解

決にワーケーションが役に立つということがう

まくPRできればなというのは思っています。 
 
〇篠崎：では次は赤堀さん、お願いします。 
 
〇赤堀：私達の方で注意しているのは、企業が導

入したときのメリットをどう感じさせるかだと

思っています。リピート利用してもらわなけれ

ばいけないと思っていますので、ノマドワーク

センターは基本的には 2週間の滞在を想定して
作られた施設です。 
今は 1ヶ月貸し切りとかも出てきているんで
すけれども、この月曜日に来て、ちゃんと仕事が

できるかというのを月曜日に体験してもらって、

その後火曜日と木曜日は仕事の間にネイチャー

ガイドが迎えに来て、カヤックをするとか黒姫

山でトレッキングをするとか、体を動かすアク

ティビティを入れるんです。結果的に、これを入

れると何が良くなるかというと、睡眠の質が良

くなります。東京にいるとなかなか寝られなか

った人たちが、この施設では久々に爆睡できた

ということを言っていただけたりするんです。

すると、従業員たちの評判が、その後会社がヒア

リングした時に、生活リズムをリセットできた

というようなことになると、企業としても連れ

て行ってよかったなという話になる。 
あとはメンタルの問題でも睡眠の質ってとて

も重要ですよね。うつ病だとか、適応障害とかメ

ンタルヘルスの問題が経営的にはとても重要に

なると思うのですが、ここに行くと 1回リズム
を直せるというのも一つのソリューションにな

ってくると思っています。 
それ以外も地域との関係で、農家さんを月曜

日にお呼びして、ディスカッションしてその時

に出てきた課題をいかに自社の商品で解決する

かというケーススタディにして、金曜日に農家

さんと省庁に来てもらってきっちりとプレゼン

するみたいなことをセッティングできたりとか、

さまざまな引き出しを持てるということが、実

施する時に企業を呼ぶときの重要な注意点かと

思っています。 
最後に、一番重要なのは Wi-Fi のクオリティ
だと思います。ネットが繋がらないというスト

レスは、どんなにいい思い出もかき消すくらい

のすごいインパクトがあります。そのため、Wi-
Fi アンテナが近くにあるからいいでしょうでは
なく、ルーターがどうなってるのか、Wi-Fiアン
テナが何本を相手にできるのか、だいたい何人

が一つのアンテナでついて、この部屋に何クラ

イアントまで置けますかとか、どれくらいのス

ピードが出ていますかというのが聞かれますの

で、我々はインターネットスピードテストとい

うのをやっています。 
ノマドワークセンターの中でも Wi-Fi のアン
テナが30個くらい立っているというのと、外に
向かっても Wi-Fi のアンテナが飛んでいます。
森の中や草原の中にも Wi-Fi が飛んでいるんで
すね。私の背景の画像もノマドワークセンター

の森の画像なんです。こういう森に囲まれたと

ころで焚き火をしながら会議もできる環境とい

うのは、圧倒的な非日常ですし、東京では焚き火

をしたら怒られるでしょうし、そういう意味で

も企業さんが関心を持ってくれるようなことを

どれだけできるのかをしっかり説明できるかが、

非常に重要なのかなと思っています。 
 
〇篠崎：今のお話はとても重要だと思います。私

も出張が多いのですが、会社が用意した通信機

器の上限が 10 ギガなので足りなくて困ったこ
ともあります。では安島先生お願いします。 
 
〇安島：全国でさまざまな自治体が補助制度を

持っていて、それによって整備が行われていま

す。最近では、旅館とかホテルを支援する意味も

あってワーケーションに関する取り組みもいろ
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いろ行われていますが、実態を見るとなかなか

厳しいところもあると思います。 
去年比較的高級なリゾートホテルに泊まりま

したが、テーブルもあって Wi-Fi も飛んでいる
ものの仕事をする環境ではありませんでした。

シティホテルも同じで、ただ連泊の料金とかを

決めたり、割引料金を設定するだけでは、難しい

かなと思います。長野県は進んでいるので、専用

施設などがあって素晴らしいと思います。しか

しそうではない場所も少なくないと思います。 
また旅館などでは、ワーケーションでもバケ

ーションのほうのサービスが過多になっている

こともあります。1人 23,000円だとおそらく豪
華な料理が出ると思いますが、毎日ごちそうを

食べているとちょっと健康を害してしまいます

よね。そのあたりは受け入れ側が研究していか

なければいけないなと思いました。 
 
〇篠崎：課題のど真ん中を突いていると思いま

す。Wi-Fiが飛んでいればいい、机と椅子があれ
ばいいというように、急ごしらえで呼び込もう

という施設も多くあります。しかし仕事は集中

してやりたいので、それができる環境の整備が

重要になります。施設を整備するにあたって、実

体験をされずに導入されているような印象を受

けるところも多いです。その意味で赤堀さんの

ところには、視察が来るのではないでしょう

か？ 
 
〇赤堀：そうですね。視察は結構関心をお持ちい

ただけるところがあります。また、ウェブサイト

でバーチャルツアーができるので、わざわざお

越しいただかなくてもノマドワークセンターが

どういう感じなのか見ていただけます。私達が

こだわったのは、公民館みたいなところにわざ

わざ企業は行きませんよ、ということをしっか

り行政に伝えました。 
私達の競合相手は東京でいうとWeWorkのよ
うなところで、行ったら快適に仕事ができて美

味しいコーヒーが飲めてインスタグラムで自慢

したいという人が来るところです。そういう人

たちは、ただの公民館で仕事をするかというと

しないはずです。何が必要なのかわからない人

が作ってもだめで、私は自分自身がノマドワー

カーとして昔からやっていたというのがあるか

らこそ、勘所のいい設定ができているのかなと

思います。 
 
〇篠崎：それでは最後のテーマになりますが、ワ

ーケーションの話からさらに広げて、ロングス

テイの拡大に向けた方向性と課題についてお話

しください。もちろんワーケーションもその中

の一つになりますのでそこで話していただいて

も大丈夫です。では赤堀さんからお願いします。 
 
〇赤堀：以前、今は環境大臣になっている小泉さ

んと対談する機会をいただきまして、何が今の

ワーケーションに足りないのかという話をしま

した。私達が考える足りないものとしては、エビ

デンスとマーケティング、プラットフォームの

3つだと思います。 
エビデンスが足りない問題は、企業がお金を

使って従業員の大切な労働時間をワーケーショ

ンという場所に連れて行くためには、何らかの

裏付けが必要だということです。逆に裏付けを

客観的なデータでしっかり示せるようになれば、

企業の中で推進している人が責任を取らされる

こともなくなりますし、熱意がある人がリスク

を取って会社を説得する必要もなくなります。 
次は、マーケティングがされていない問題で

すね。「ワーケーションて要するに遊んでるんで

しょ」という感覚で見られてしまうのは、そこへ

行く意義や地域への貢献が知られていないとい

うことです。しっかりとしたマーケティングを

して、日本全体でもしっかりと知ってもらう。あ

とは逆の意味でのマーケティング、何が求めら

れているのかをちゃんと調査してプロダクトマ

ーケティングをする必要が強くあると思います。

環境省にも、以前やっていたチームマイナス6％
とか、クールビズとかと同じように、もう 1回
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ワーケーションのキャンペーンをやってくださ

いという話をさせてもらいました。 
最後に、プラットフォームが必要だというこ

とです。ポータルサイトみたいな企業が運営し

ているところだと、広告出稿料が高いところが

目立つだけということになるので、やはり公平

に情報を発信して、企業と地域がうまくマッチ

ングできる仕組みが必要だと考えています。 
 
〇篠崎：わかりやすい整理をありがとうござい

ました。次に安島先生お願いします。 
 
〇安島：これまでも言われていたことですが、企

業の制度とともに、ロングステイについては国

の制度を直していかないといけませんよね。連

続休暇を義務化するような部分では、日本はヨ

ーロッパの国のようにはなっていなくて、休暇

が細切れになってしまいます。 
企業の制度の方は、今回のコロナがきっかけ

となって一度これが定着すると、この流れは長

く続くんじゃないかなというふうに思います。

私も通勤時間が減って、自分のペースで仕事が

できたりして、学生と会う機会がなくて非常に

残念ではありましたけれども、その他の面では

いいことのほうが多かったかなと思っています。 
歴史的に考えてみれば、毎日会社に通勤をす

る人が多数となった時代はごく最近のことです。

明治時代にはサラリーマンはそれまでになかっ

た新しい仕事だったんですね。そういう意味で、

もう一度働き方自体を考え直すいい機会じゃな

いかなと思います。 
 
〇篠崎：今のお話で面白いなと思ったのが、サラ

リーマンって私達が当たり前だと思っているけ

れども、改めて考えてみると東京なんかだと町

の真ん中に沢山の人を集めて、効率のいい働き

方をさせながら、実は電車に乗っている時間の

しわ寄せが全部個人に行ってしまっているわけ

です。これが今回の流れで大きく変わるんじゃ

ないかなという気がしました。では丸山さん、お

願いします。 
 
〇丸山：今のお二人の話に通じるところがある

んですが、自治体としては、コロナ禍で大きくな

った地方回帰の流れを生かしていきたいと考え

ています。IT技術が進化してテレワークがこれ
だけ注目されていますけれども、テレワークは

あくまで手段であって、それが豊かなライフス

タイルにつながる、その人に合った働き方にな

る、もちろんロングステイしていただくのはい

いんですけれども、働くということと生活は割

と一体になっています。長野県としては都市圏

の新たな人や企業の流れを呼び込もうとしてい

るのです。大きく言うと関係人口、つながり人口

を増やすともいえますが、そのためには、副業を

認めるなどの制度も必要になってきます。副業

を認めていただければ、お仕事としてロングス

テイをしていただける。休暇としても、長野県は

耕作放棄地とか、農地の問題がけっこうありま

して、週末だけでも農業をやってみる、農ある暮

らしというのもあります。東京に銀座NAGANO
というアンテナショップ的な施設があるのです

が、そこでこういったことを案内するスペース

を来年度は 6月から新しくオープンしようとし
ています。 
 
〇篠崎：これからは、いろんな方を長野県につな

げていくことがビジネスという観点で見ても重

要なことかと思います。私はコンサルティング

の仕事をしているのですが、調査の入力作業な

どの事務作業がどうしても発生します。実は、こ

のような作業は、10年以上前から北海道の方に
お願いしています。東京で完結していたビジネ

スのバックヤードや企画が、地域と連動するこ

ともあるのではないでしょうか。そのようなネ

ットワークが重要になってくると思います。 
本日は大変貴重なお話をどうも有難うござい

ました。 
■ 
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一一時時帰帰国国等等のの利利便便性性向向上上にによよるる海海外外ロロンンググスステテイイ促促進進にに関関すするる研研究究（（２２）） 

Longstay Promotion by Convenience Improvement of Temporal Return (2) 
 

花井友美＊、野口洋平＊＊、金振晩＊ 
HANAI, Tomomi, NOGUCHI, Yohei, KIM, Jinman 

 
新型コロナウイルス感染症の世界的大流行が発生し、海外ロングステイヤーの取り巻く環境も大きく変化して

いる。そこで、日本における海外ロングステイ先の第１位であるマレーシアを取り上げ、新型コロナウイルス感

染症の流行下における MM2H ビザに関するマレーシア政府の方針およびロングステイヤーの再入国・出国手続

きの概要を整理した。それを踏まえ、マレーシア現地サプライヤーへのヒアリングを通じ、新型コロナウイルス

感染症の流行が、海外ロングステイヤーの生活にどのような影響を及ぼしているか実態を把握した。その結果、

ロングステイ先の政府の危機管理体制およびロングステイヤー間での情報ネットワークの重要性が確認された。 
 

キーワード：マレーシア、ロングステイ、新型コロナウイルス感染症、MM2H 

 

１１．． 目目的的

海外ロングステイヤーの生活の基盤は日本にあり、

彼らはロングステイ先と日本との間を頻繁に往復する。

ロングステイ先と日本との往復にあたっては、渡航の

目的、距離・時間に関係なく、共通してほぼ同じよう

な手続きや書類が必要であり、その上でロングステイ

先の国・地域ごとの対応が求められる。海外ロングス

テイヤーの往来においては、これらの手間やリスクが

一定の制限や制約を与える可能性がある。 
2019 年度の分科会研究において、日本からのロング

ステイヤーが多いマレーシアにおける現地ヒアリング

調査とアンケート調査を通じ、マレーシアに滞在する

日本人ロングステイヤーがどのような旅行障壁を認識

しているかを分析した。その結果、旅慣れた海外ロン

グステイヤーであっても、煩わしさを多少なりとも感

じていることが明らかになった（花井・野口・金，2020）。
本分科会は、2019 年度の研究成果を踏まえ、海外ロン

グステイの推進に必要な諸条件を整理し、関連課題を

提示することを目標とする。 
2020 年に入り、新型コロナウイルス感染症（COVID-

19）の世界規模の大流行が発生し、海外ロングステイ

ヤーを取り巻く環境も目まぐるしく変化している。第

一に、ロングステイ先と日本とのあいだの往復が禁止・

制限されている。第二に、ロングステイ先の国・地域

の法令や条例に従い、新たな生活様式で過ごすことが

余儀なくされている。そこで、海外ロングステイの推

進に必要な諸条件を整理するという分科会の目標と照

らし合わせ、①新型コロナウイルス感染症の流行下に

おける MM2H（マレーシア・マイ・セカンドホーム）

ビザに関するマレーシア政府の方針およびロングステ

イヤーの再入国・出国手続きの概要を整理する。そし

て、②新型コロナウイルス感染症の流行が、海外ロン

グステイヤーの生活にどのような影響を及ぼし、海外

ロングステイヤーがどのような不安や懸念を感じてい

るのかを明らかにする。以上を踏まえ、新型コロナウ

イルス感染症のような危機的な状況下で求められるロ

ングステイ先の基盤や仕組みについて考察する。 
 

２２．． 全全体体のの方方法法

対象地として、日本からのロングステイヤーが多い

マレーシアを取り上げる。第一に、マレーシア政府の

新型コロナウイルス感染症への対策を整理する。特に、

マレーシアと日本の往来やMM2Hビザの取得に関し、

マレーシア政府がどのような対応をしているのか実態

を調査する。第二に、それらを踏まえ、マレーシアの

現地サプライヤーへのヒアリング調査を通じ、マレー

シアの日本人ロングステイヤーがどのような不安や懸

念を彼らが感じているのかの把握を試みる。その結果

に基づき、感染症拡大防止を踏まえた、海外ロングス

テイの推進に必要な諸条件を整理する。 

＊帝京大学経済学部 ＊＊杏林大学外国語学部 
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テイの推進に必要な諸条件を整理する。 

＊帝京大学経済学部 ＊＊杏林大学外国語学部 

３３．． ママレレーーシシアア政政府府のの新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症へへ

のの対対策策

図 1 はマレーシア国内の新型コロナウイルス感染症

新規感染者数の推移、表 1 はマレーシア政府の新型コ

ロナウイルス感染症への対策一覧をそれぞれ示してい

る。2020 年 3 月 16 日、マレーシアのムヒディン首相

はロックダウンを発表した。同月 18 日には「活動制限

令（Movement Control Order，MCO）」が発令され、罰

則を伴う厳しい外出規制がされ、軍隊も出動した。そ

の結果、新型コロナウイルス感染症の抑え込みに成功

した。5 月には、政府の定める規制内容（SOP）のもと、

各州で「条件付き活動制限令（Conditional Movement 
Control Order; CMCO）」が施行され、多くの経済活動・

社会活動が許可されるようになった。6 月になると、

CMCO は「回復のための活動制限令（Recovery 
movement control order ; RMCO）」に置き換わり、SOP
に従うことを条件に、ほぼすべての社会・経済活動が

許可されるようになった。 
しかし、9 月末にサバ州で選挙が行われ、それに伴

う外出・移動により感染者数急増した。10 月 7 日には

サバ州の 3 地区（コタキナバル、プナンパン、プタタ

ン）を対象に再度 CMCO が施行され、同月 10 日から

はサバ州サンダカン、パパル、トゥアラン及びスラン

ゴール州クランでも CMCO が施行された。感染者数

の急増は半島にも飛び火し、新型コロナウイルスの新

規感染者が再び急増した。 
2021 年 1 月 12 日、ムヒディン首相は特別声明で、

憲法第 150 条第 1 項に基づく全国を対象とする非常事

態宣言の発出提案に関し、国王が合意したことを発表

した（本措置は 2021 年 1 月 11 日から 8 月 1 日まで）。

また、同月 13 日には首都圏を中心にMCO が再度発令

された。本MCO は 3 月 4 日まで続く予定である（2021
年 2 月 25 日時点）。MCO を経て、新規感染者数の増

加はピークを越えた様子である。 
表 1 新型コロナウイルス感染症対策一覧 

2020/3/17 マレーシアで初めてコロナウイルスに

よる死亡者が確認される。 

2020/3/18 1988 年感染症予防管理法並びに 1967
年警察法にもとづき、3 月 18 日から 3
月 31 日までマレーシア全土に「活動制

限令（Movement Control Order; MCO）」

が発令される。 

2020/3/25 MCO が 4 月 14 日まで延長されること

が発表される。 

2020/3/27 3 月 27日から 4月 9 日までジョホール

州の一部地域を対象に「強化された活

動制限令（Enhanced Movement Control 
Order, EMCO）」が発令される。 

2020/4/1 MCO の強化が発表される。 

2020/4/10 MCO が 2020 年 4 月 28 日まで延長さ

れることが発表される。 

2020/4/23 MCO が 5 月 12 日まで延期されること

が発表される。一方で、国際貿易産業

省は、活動制限期間における操業可能

な条件の緩和を発表。 

2020/5/4 各 州 で 「 条 件 付 き 活 動 制 限 令

（Conditional Movement Control Order; 
CMCO）」が施行される。政府が定めた

図 1 マレーシア国内の新型コロナウイルス感染症新規感染者数の推移 
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規制内容（SOP）のもと、多くの経済活

動・社会活動が許可される。 

2020/6/7 CMCO が 6月 10 日から 8月 31日まで

「回復のための活動制限令（Recovery 
movement control order ; RMCO）」に置

き換わることが発表される。SOP に従

うことを条件に、ほぼ全ての社会・経

済活動が許可される。 

2020/10/7 サバ州の 3 地区を対象に、CMCO が施

行。 

2021/1/11 憲法第 150 条第 1 項にもとづき、1 月

11 日から 8 月 1 日までマレーシア全土

に非常事態宣言が発令される。 

2021/1/13 1 月 13 日から 1 月 26 日までペナン、

スランゴール、クアラルンプール、プ

トラジャヤ、ラブアン、マラッカ、ジ

ョホール、サバを対象に、MCO が発令

される。 

2021/2/2 サラワク州の一部を除き 2 月 18 日ま

でMCO の延長が発表される。 

2021/2/16 スランゴール州、ジョホール州、ペナ

ン州及びクアラルンプールの MCO を

3 月 4 日まで延長することが発表され

る。 

※在マレーシア日本国大使館のウェブページ

（https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html）
を基に作成 
 
４４．． ビビザザにに関関連連すするる施施策策

表 2 では、MM2H ビザを中心とするマレーシア国外

から、また国内への移動に関するマレーシア政府の施

策を整理する。 
表 2 MM2H ビザに関連する施策 

2020/3/16 MCO の発令に伴い、4 月 30 日まで

MM2H センターのカウンターが閉鎖

される。 

2020/3/20 マレーシア首相官邸ホームページに

MCO 施行に伴うマレーシア出入国管

理局での対応ガイドラインが掲載され

る。 
＜主な内容＞ 
(1) マレーシア国内に滞在中である

MM2H ビザの滞在期限が了した外国

人について、 
a) 自国に帰国する場合には、現在有し

ている上記パスを更新することなく、

出国することを認める。 
b) 現在有している上記パスの滞在期

限を延長する場合には、MCO の実施期

間終了後、14 日以内に同更新手続きを

行わなければならない。 
(2) マレーシア国外に滞在中である

MM2H ビザの滞在期限が了した外国

人について、 
a) MCO の実施期間中、原則、入国する

ことが認められてはいない上記パスを

有する外国人が、マレーシア国外で同

パスの滞在期限を了した場合には、

MCO の実施期間終了後、3 か月以内で

あれば、マレーシアに入国することを

認めるが、入国日より 30 日以内に本件

更新手続きを行わなければならない。 

2020/4/19 マレーシア外務省が、MM2H ビザ保有

者の入国を認める。 
※一時就労バス、就労パス（駐在者パ

ス）、学生パス、及び（長期滞在パス保

有者の）扶養家族パス、保有者を含む

外国人の入国は不可。 
※MM2H ビザ保有者が入国可能にな

ったのは 2020/5/17 から。 
入国した際は、健康診断及び 14 日間の

隔離を行う必要がある。隔離措置を実

施する場所は、入国の際にマレーシア

当局が指定するホテル等。その際一日

あたり最低 150 リンギットを自己負担

することが求められる。  

2020/5/17 MM2H ビザ保有者のマレーシア入国

が許可。 

2020/6/1 マレーシアに入国する全ての渡航者

（マレーシア人、永住者及びマレーシ

ア人の配偶者等の外国人を含む）に対

して、以下の事項を制約した所定用紙

Letter of Undertaking and Indemnity 
Person under Surveillance の提出が義務

付けられる。 
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規制内容（SOP）のもと、多くの経済活

動・社会活動が許可される。 

2020/6/7 CMCO が 6月 10 日から 8月 31日まで

「回復のための活動制限令（Recovery 
movement control order ; RMCO）」に置

き換わることが発表される。SOP に従

うことを条件に、ほぼ全ての社会・経

済活動が許可される。 

2020/10/7 サバ州の 3 地区を対象に、CMCO が施

行。 

2021/1/11 憲法第 150 条第 1 項にもとづき、1 月

11 日から 8 月 1 日までマレーシア全土

に非常事態宣言が発令される。 

2021/1/13 1 月 13 日から 1 月 26 日までペナン、

スランゴール、クアラルンプール、プ

トラジャヤ、ラブアン、マラッカ、ジ

ョホール、サバを対象に、MCO が発令

される。 

2021/2/2 サラワク州の一部を除き 2 月 18 日ま

でMCO の延長が発表される。 

2021/2/16 スランゴール州、ジョホール州、ペナ

ン州及びクアラルンプールの MCO を

3 月 4 日まで延長することが発表され

る。 

※在マレーシア日本国大使館のウェブページ

（https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html）
を基に作成 
 
４４．． ビビザザにに関関連連すするる施施策策

表 2 では、MM2H ビザを中心とするマレーシア国外

から、また国内への移動に関するマレーシア政府の施

策を整理する。 
表 2 MM2H ビザに関連する施策 

2020/3/16 MCO の発令に伴い、4 月 30 日まで

MM2H センターのカウンターが閉鎖

される。 

2020/3/20 マレーシア首相官邸ホームページに

MCO 施行に伴うマレーシア出入国管

理局での対応ガイドラインが掲載され

る。 
＜主な内容＞ 
(1) マレーシア国内に滞在中である

MM2H ビザの滞在期限が了した外国

人について、 
a) 自国に帰国する場合には、現在有し

ている上記パスを更新することなく、

出国することを認める。 
b) 現在有している上記パスの滞在期

限を延長する場合には、MCO の実施期

間終了後、14 日以内に同更新手続きを

行わなければならない。 
(2) マレーシア国外に滞在中である

MM2H ビザの滞在期限が了した外国

人について、 
a) MCO の実施期間中、原則、入国する

ことが認められてはいない上記パスを

有する外国人が、マレーシア国外で同

パスの滞在期限を了した場合には、

MCO の実施期間終了後、3 か月以内で

あれば、マレーシアに入国することを

認めるが、入国日より 30 日以内に本件

更新手続きを行わなければならない。 

2020/4/19 マレーシア外務省が、MM2H ビザ保有

者の入国を認める。 
※一時就労バス、就労パス（駐在者パ

ス）、学生パス、及び（長期滞在パス保

有者の）扶養家族パス、保有者を含む

外国人の入国は不可。 
※MM2H ビザ保有者が入国可能にな

ったのは 2020/5/17 から。 
入国した際は、健康診断及び 14 日間の

隔離を行う必要がある。隔離措置を実

施する場所は、入国の際にマレーシア

当局が指定するホテル等。その際一日

あたり最低 150 リンギットを自己負担

することが求められる。  

2020/5/17 MM2H ビザ保有者のマレーシア入国

が許可。 

2020/6/1 マレーシアに入国する全ての渡航者

（マレーシア人、永住者及びマレーシ

ア人の配偶者等の外国人を含む）に対

して、以下の事項を制約した所定用紙

Letter of Undertaking and Indemnity 
Person under Surveillance の提出が義務

付けられる。 

2020/6/11 マレーシア観光・芸術・文化省

（MOTAC）より、マレーシア国外で足

止めされている MM2H ビザ保有者の

再入国に係る改訂版ガイドラインが発

表される。 
＜主な内容（2020/6/15 より有効）＞ 
(1) マレーシア入国の 14日前までに受

ける必要があったスワブ検査が入国の

3 日以内に変更。 
(2)マレーシア保健省が利用者の健康

状態を把握ができ、必要なる医療措置

を迅速に行え得るアプリである

「MySejahtera」のインストールの義務

付け。 
(3) Letter of Undertaking and Indemnity 
Person under Surveillance の提出の不要。 

2020/6/29 MOTAC は、MM2H センターが 6 月 30
日を以て閉鎖し、MM2H ユニットとし

て 7 月 6 日よりマレーシア入国管理局

に機能を移転することを発表。それに

伴い、7 月 1 日よりMM2H ビザの申請

の一時的停止を発表。 
さらに、2019 年後半以降に受理した申

請書が 6 月 25 日以降、ほぼ拒否され始

める。 

2020/7/2 観光大臣が会見で「MM2H ビザはマレ

ーシアにとって大変重要でメリットの

多いシステムなので、廃止はしない。

プログラム内容と審査プロセスの改善

のため、一時的に申請受付を停止し、

今年の 12 月までには再開する方針で

ある」と発表。 

2020/7/16 MM2H 事業は入国管理局に移管され

たが、有効なMM2H ビザ保有者の再入

国許可手続については、引き続き 6 月

15日付けのMOTACのガイドラインが

有効とのアナウンス。 

2020/7/24 MOTAC より、マレーシア国外で足止

めされている MM2H ビザ保有者の再

入国に係る改訂版ガイドラインが発表

される。 
＜主な内容＞ 
・従来の手続きに加え、出発前の

MOTAC への登録、MOTAC からの再

入国許可メールの入手が必要。 

2020/8/4 MM2H ビザに対する正式見解をマレ

ーシア政府が発表。 
＜主な内容＞ 
(1) MOTAC と関連機関による MM2H
プログラムの見直しのため、新型コロ

ナウイルス拡大防止で外国人の入国規

制と同時に当プログラムを一時停止す

る。 
(2) 見直しにあたり、申請者条件、イン

センティブ、他国にある同じようなプ

ログラム、例えば「Citizenship by 
Investment (CBI) 」や「 Residence by 
Investment（RBI）」等との比較などを重

視する。 
(3) 当プログラム一時停止中、MOTAC
や関連政府機関が影響を受けるため、

新規申請、提出済申請の処理を行わな

い。 
(4) 提出済の申請者は、当プログラム

が再開してから再申請をすることが可

能。ただし、新しい条件での申請とな

る。 
(5) MOTACは今回の見直しは今の時代

に相応しいもので、全ての希望者に対

してメリットのあるプログラムである

ことを保証する。 

2020/9/23 MOTAC は、MCO 期間中に有効期限切

れとなった MM2H 仮承認レターの有

効期限を 3 ヶ月間延長することを発

表。 

2020/10/5 MOTACはRMCO期間中におけるマレ

ーシア国外で足止めされている

MM2H ビザ保有者の滞在パスの終了

手続き及び再入国手続きの変更を変

更。 
＜主な内容＞ 
・再入国許可はMOTAC（2020 年 3 月

18 日以降にマレーシアを一時出国し

た後で再入国する場合には、MOTAC
とマレーシア入国管理局の双方）に申
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請する必要があったが、2020 年 10 月 5
日以降は、マレーシアからの出国時期

にかかわらず、マレーシア入国管理局

への申請のみ必要となる。 

2021/1/1 MCO 前後のオーバーステイ及び滞在

許可失効に際する特例措置が終了。 
＜主な内容＞ 
(1) MCO 前後のオーバーステイ及び滞

在許可失効に際する特例措置が 2020
年 12 月 31 日で終了し、2021 年 1 月 1
日から、これらの特例措置の対象者に

対し、マレーシアの出入国関係法及び

関係手続に基づく通常の出入国管理手

続が行われる。 
(2) 2020 年 1 月 1 日から、特例措置実

施期間終了の 14 営業日後までの間に

オーバーステイしている場合、 
a) 自国への帰国便のチケットを所持

し、特例措置実施期間終了後 14 営業日

以内にマレーシアから出国すれば、ブ

ラックリストへの掲載や反則金の請求

を受けることはなく、また出国までの

間に特別パス（Special Pass、何らかの

特別な事情により滞在を延長する必要

が生じた場合に申請するパス）を申請

する必要もない。 
b) 特例措置実施期間終了後 14 営業日

以内に出国しない場合は、出国できな

い正当な理由を証明する書類を取得

し、特例措置対象期間終了後 30 営業日

以内に最寄りの入国管理事務所に提出

する必要があり、それができなければ

法的措置を受けブラックリストに掲載

されることとなる。 

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う、マレーシ

ア政府のMM2Hビザに関連する施策の動向について、

「再入国」、「出国（MM2H ビザの滞在期限の終了）」、

「新規申請」の 3 つの観点から整理する。まず、「再入

国」については、2020 年 4 月 19 日、マレーシア外務

省は MM2H ビザ保有者の入国を認める旨をアナウン

スし、5 月 17 日より入国が許可された。2020 年 6 月

11 日に、マレーシア観光・芸術・文化省（MOTAC）
は、MM2H ビザ保有者の入国についてのガイドライン

（2020 年 6 月 15 日から有効）を発表した。その後、

MOTAC の MM2H センターが 2020 年 6 月 30 日を以

て閉鎖し、MM2H ユニットとして 2020 年 7 月 6 日よ

り入国管理局に機能を移転したものの、入国許可につ

いては引き続き MOTAC が管轄することとなった。

2020 年 10 月 5 日以降、再入国許可は MOTAC への申

請から入国管理局への申請へと手続きが変更した。こ

れらの一連の情報は、在マレーシア日本大使館や仲介

業者のウェブページなどで発信された。 
MM2H ビザの滞在期限の終了に伴う「出国」に関し

ては、2020 年 3 月 20 日に MCO 施行に伴うガイドラ

インが発表された。マレーシア国内に滞在中にMM2H
ビザの滞在期限が終了し、自国に帰国する場合の出国

が許可された。また、MCO 前後のオーバーステイおよ

び滞在許可の失効については、特例措置が 2020 年 12
月 31 日まで認められた（2021 年 1 月 1 日以降は、マ

レーシアの出入国関係法及び関係手続に基づく通常の

出入国管理手続が行われる）。 
MM2H ビザの「新規申請」については、MM2H 事業

のマレーシア入国管理局への移管に伴い、MM2H の申

請の一時停止が発表された。また、2019 年後半以降に

受理された申請書の受付がほぼ拒否されるという事態

が発生した。その後、2020 年 8 月 4 日にマレーシア政

府は MM2H ビザに対する正式見解として、MM2H の

プログラムの条件の見直しを行うこと、それに伴い新

規申請および提出済み申請の処理の停止を発表した。 
 
５５．．ママレレーーシシアアのの現現地地ササププラライイヤヤーーへへののヒヒアアリリンンググ調調

査査

概概要要

新型コロナウイルス感染症の流行が、海外ロングス

テイヤーの生活にどのような影響を及ぼし、どのよう

な不安や懸念を海外ロングステイヤーが感じているの

かを明らかにする。 
方方法法

実施日：2021 年 2 月 25 日 
ヒアリング対象：トロピカルリゾートライフスタイル

株式会社 代表取締役 石原彰太郎氏 
結結果果

現現在在ののママレレーーシシアアのの状状況況

2021 年 3 月 4 日まで続くMCO 下では、州を越えて

の移動や集会は不可だが、政府機関、企業、スーパー

マーケット、レストラン（テイクアウトのみ）等は通
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請する必要があったが、2020 年 10 月 5
日以降は、マレーシアからの出国時期

にかかわらず、マレーシア入国管理局

への申請のみ必要となる。 

2021/1/1 MCO 前後のオーバーステイ及び滞在

許可失効に際する特例措置が終了。 
＜主な内容＞ 
(1) MCO 前後のオーバーステイ及び滞

在許可失効に際する特例措置が 2020
年 12 月 31 日で終了し、2021 年 1 月 1
日から、これらの特例措置の対象者に

対し、マレーシアの出入国関係法及び

関係手続に基づく通常の出入国管理手

続が行われる。 
(2) 2020 年 1 月 1 日から、特例措置実

施期間終了の 14 営業日後までの間に

オーバーステイしている場合、 
a) 自国への帰国便のチケットを所持

し、特例措置実施期間終了後 14 営業日

以内にマレーシアから出国すれば、ブ

ラックリストへの掲載や反則金の請求

を受けることはなく、また出国までの

間に特別パス（Special Pass、何らかの

特別な事情により滞在を延長する必要

が生じた場合に申請するパス）を申請

する必要もない。 
b) 特例措置実施期間終了後 14 営業日

以内に出国しない場合は、出国できな

い正当な理由を証明する書類を取得

し、特例措置対象期間終了後 30 営業日

以内に最寄りの入国管理事務所に提出

する必要があり、それができなければ

法的措置を受けブラックリストに掲載

されることとなる。 

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う、マレーシ

ア政府のMM2Hビザに関連する施策の動向について、

「再入国」、「出国（MM2H ビザの滞在期限の終了）」、

「新規申請」の 3 つの観点から整理する。まず、「再入

国」については、2020 年 4 月 19 日、マレーシア外務

省は MM2H ビザ保有者の入国を認める旨をアナウン

スし、5 月 17 日より入国が許可された。2020 年 6 月

11 日に、マレーシア観光・芸術・文化省（MOTAC）
は、MM2H ビザ保有者の入国についてのガイドライン

（2020 年 6 月 15 日から有効）を発表した。その後、

MOTAC の MM2H センターが 2020 年 6 月 30 日を以

て閉鎖し、MM2H ユニットとして 2020 年 7 月 6 日よ

り入国管理局に機能を移転したものの、入国許可につ

いては引き続き MOTAC が管轄することとなった。

2020 年 10 月 5 日以降、再入国許可は MOTAC への申

請から入国管理局への申請へと手続きが変更した。こ

れらの一連の情報は、在マレーシア日本大使館や仲介

業者のウェブページなどで発信された。 
MM2H ビザの滞在期限の終了に伴う「出国」に関し

ては、2020 年 3 月 20 日に MCO 施行に伴うガイドラ

インが発表された。マレーシア国内に滞在中にMM2H
ビザの滞在期限が終了し、自国に帰国する場合の出国

が許可された。また、MCO 前後のオーバーステイおよ

び滞在許可の失効については、特例措置が 2020 年 12
月 31 日まで認められた（2021 年 1 月 1 日以降は、マ

レーシアの出入国関係法及び関係手続に基づく通常の

出入国管理手続が行われる）。 
MM2H ビザの「新規申請」については、MM2H 事業

のマレーシア入国管理局への移管に伴い、MM2H の申

請の一時停止が発表された。また、2019 年後半以降に

受理された申請書の受付がほぼ拒否されるという事態

が発生した。その後、2020 年 8 月 4 日にマレーシア政

府は MM2H ビザに対する正式見解として、MM2H の

プログラムの条件の見直しを行うこと、それに伴い新

規申請および提出済み申請の処理の停止を発表した。 
 
５５．．ママレレーーシシアアのの現現地地ササププラライイヤヤーーへへののヒヒアアリリンンググ調調

査査

概概要要

新型コロナウイルス感染症の流行が、海外ロングス

テイヤーの生活にどのような影響を及ぼし、どのよう

な不安や懸念を海外ロングステイヤーが感じているの

かを明らかにする。 
方方法法

実施日：2021 年 2 月 25 日 
ヒアリング対象：トロピカルリゾートライフスタイル

株式会社 代表取締役 石原彰太郎氏 
結結果果

現現在在ののママレレーーシシアアのの状状況況

2021 年 3 月 4 日まで続くMCO 下では、州を越えて

の移動や集会は不可だが、政府機関、企業、スーパー

マーケット、レストラン（テイクアウトのみ）等は通

常営業しており、現地での生活に不自由はない様子。
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グラムの有用性を認識しており、新しい条件で MM2H
プログラムを再開する方針ということであるが、その

具体的な内容については不透明な状態である。

そのため、MM2H ビザを申請済みで承認待ちの場合
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図 2 MySejahtera のアプリケーション
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ク州は、ボルネオ島にあるマレーシアの西側 3 分の 2
を占める州であり、州都はクチンである。MM2H ビザ

は、サラワク州以外のマレーシア国内に滞在可能であ

るが、S-MM2H ビザではマレーシア国内であればどこ

でも滞在が可能である。S-MM2H ビザの申請資格は、

年齢によって条件が異なる。経済的証明の基準は

MM2H ビザよりも緩やかであるものの、50 歳未満の

場合、経済的証明のほかにサラワクでの特別な滞在理

由（子どもがサラワクの学校に通う、または長期間サ

ラワクで治療を受けなければならない）やサラワクへ

の投資条件が求められる。また、サラワク州に年間 15
日以上の滞在義務がある。 
 
６６．．総総合合考考察察

新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症のの流流行行下下ににおおけけるる

ビビザザにに関関すするるママレレーーシシアア政政府府のの方方針針及及びびロロンンググ

スステテイイヤヤーーのの再再入入国国・・出出国国手手続続きき

MM2H ビザの運用は、これまでマレーシア観光・芸

術・文化省（MOTAC）のMM2H センターが管轄であ

ったものの、2020 年月 30 日にMM2H センターが閉鎖

され、新たに 7 月 6 日より MM2H ユニットとして入

国管理局に機能が移転された。本移転に伴い、MM2H
ビザの申請が停止するという事態になった。マレーシ

ア政府の見解としては、MM2H プログラムの有用性を

認識しており、新しい条件で MM2H プログラムを再

開する方針ということであるが、依然状況は不透明で

ある。 
MM2H ビザ保有者のマレーシアへの出入国につい

ては、比較的早い段階から許可されており、実際にマ

レーシアに戻ってきたロングステイヤーもいる。しか

し、マレーシア入国後の隔離生活を嫌がり戻らないと

いうケースや移動のリスクから戻れないというケース

もある。中には、MM2H ビザの解約を検討するケース

もある。 
新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症のの流流行行下下ににおおけけるるロロ

ンンググスステテイイヤヤーーのの生生活活のの状状況況

マレーシア滞在中のロングステイヤーは比較的安定

した生活を過ごしているようである。マレーシアでは、

強い政府主導のもと、2020 年 3 月にロックダウン宣言

および MCO が発令された。マレーシアの MCO は、

罰則を伴う厳しい外出規制であり、その結果、早期の

抑え込みに成功した。5 月になると、SOP に従うこと

を条件に、多くの経済活動・社会活動が許可されるよ

うになった（CMCO）。州をまたぐ移動は困難なことか

ら観光はできないものの、食事についてはデリバリー

サービス等が充実しており、買い物もスーパーマーケ

ットなどで行うことができ、オンラインショッピング

も可能なため、不便さはあまりない様子である。 
また、マレーシアでは日本人ロングステイヤー間

のネットワークが充実しており、生活に必要なさまざ

まな情報が日本人会や大使館、商工会議所から伝わる

ことが、ロングステイヤーの安心感につながっている

ことが見受けられる。 
今今後後ののロロンンググスステテイイ促促進進へへのの示示唆唆

新型コロナウイルス感染症拡大という未曽有の危機

に直面する中、マレーシアは政府主導で新型コロナウ

イルスの抑え込みが上手くいっており、それに対する

人びとの支持が高い。また、従来から医療制度が充実

していることが、マレーシアに滞在するロングステイ

ヤーの生活に良い影響を与えていることが示唆される。 
また、情報の伝達という面でも、日本人会をはじめ

とした情報ネットワークが機能しており、それが大き

な混乱なく生活することができていることにつながっ

ているだろう。 
マレーシアの事例は、今後求められるロングステイ

先を考える上で、その国の危機管理体制および情報の

入手しやすさの重要性を示していると言えるだろう。 
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＊池袋さくらクリニック ＊＊JCHO 新宿メディカルセンター 

海海外外ででのの美美容容医医療療（（見見たた目目ののアアンンチチエエイイジジンンググ医医療療））ににおおけけるる  
問問題題点点とと注注意意点点のの研研究究  

海外（東南アジア圏）での美容医療における問題に関する研究会 
 

倉田大輔*、溝尾朗** 
KURATA, Daisuke, MIZOO,Akira 

 
近年、「メディカル・ツーリズム」や「ヘルス・ツーリズム、国際医療観光」として海外での医療を受療する人々

がいる。東南アジア特にタイでは、日本からも海外赴任中や観光旅行を利用し現地医療機関を受診し、気軽さや

低価格から美容医療（見た目のアンチエイジング医療）を受ける人もいる。「美容医療」は通常の疾病医療と異

なる面があるが、「言語の障壁、インフォームドコンセントの重要性」は共通する。「海外（東南アジア圏）での

美容医療における問題に関する研究会」は海外で安全な美容医療（見た目のアンチエイジング医療）を受ける際

の注意点を調査研究することを目的としているが、新型コロナウィルス感染症問題により様々な渡航制約があ

り制約が発生している。感染症問題が顕在化する中で行った事前調査訪タイを含めた報告を行う。

 
キーワード： 
美容医療（見た目のアンチエイジング医療）、タイ、日本、新型コロナウィルス 

 
１ タイにおける美容医療機関の状況

タイでは医療機関が株式会社による経営が行

われるなど日本と異なる点もあるが、美容医療が

疾病治療への健康保険の適応外である共通点は

ある。 
日本貿易振興機構（JETRO）バンコク事務所が、

2011 年に発表した「タイにおけるサービス産業基

礎調査」によれば、2009 年に医療機関の免許を有

し、入院設備を持たない（無床）の美容クリニッ

クは、約 396 社程度と発表している。 
バンコク市内の繁華街で、約 100m に 1 件程度

は美容医療クリニックがあること、デパートやシ

ョッピングセンターといった商業施設内に数～

10 件程度の美容医療クリニックが存在している

現状を鑑みると、実数はさらに多いと推測する。

タイにおける、美容医療クリニックの正確な数字

は不明である。 
タイは日本と比べ食料品・日用品・タクシーな

ど交通機関の運賃が安く、物価は日本の約 1/3 程

度とされている。 
一方、美容医療に関する料金は、日本ではプチ

整形と呼ばれる比較的侵襲が少なく、数万円の施

術（シミに対するレーザー治療、シワに対するヒ

アルロン酸注入治療）に関しては、ほぼ同額かタ

イの方が高額のこともある。 

年末年始やクリスマスなどのシーズン時に販売

促進キャンペーンとして低料金設定をする医療

機関もあるが、筆者はタイの美容医療料金は低価

格ではない印象がある。 
ただし、全身麻酔を使用する侵襲の高い手術（脂

肪吸引や骨切り術など）といった日本でも数十万

円～百万円の費用がかかるものに関しては、入院

病室や宿泊の費用が抑えられる分、タイの方が数

万円～数十万円安いことがある。日本においても

自由診療である美容医療料金は医療機関ごとに

異なるが、一定の料金相場は存在していることが

多い。 
低料金でも患者にとって満足のいく結果が伴わ

ないこともある。直接生命に関わることが少ない

美容医療でも身体に対するリスクが皆無ではな

い。美容医療に関わる医師の技術が最も重要であ

ることに変わりはない。 
価格優位性という面では日本とタイはほぼ同

様と考えている。 
 
２ 日本人対応の美容医療機関への調査

バンコクでは無料のフリーペーパーや WEB サ

イトなどで日本人対応が可能な美容医療機関を

探すことは容易である。 
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日本からの赴任者や家族が多く住み、旅行者も

多い高級コンドミニアムや高級ホテル、高級デパ

ートを擁するスクンビットエリアなどでは診療

料金などを日本語で表記している医療機関も数

多い。 
著者は 2018 年に訪タイし、複数の医療機関を

訪問し、聞き取り調査を行った。 
・日本語の案内を宣伝用として掲示している

が、実際には日本語対応出来る通訳がいない医

療機関もある点 
・日本人の受診者は多いが、タイ人の肌を基準

とした治療方法で、必ずしも日本人の肌に適し

ているのか不明な点 
・帰国後のフォローを想定していない点 
・インフォームドコンセントを軽視し、売り上

げなど商業的な側面を重視している 
など医療機関によって対応能力に差が大きい点

があることが判明した。 
現在では医療全般で、「インフォームドコン

セント」が非常に重要である。これは美容医

療においても変わらず、「治療結果」だけでな

く、「患者の職業（人前での仕事か否か）」、

「メリットとデメリット・注意点」、「必要と

なる費用」などを患者側と相談した上で、実

際の治療にとりかかる必要がある。 
筆者は、価格の安さや言語通訳の有無だけ

ではなく、医療機関の診療姿勢や経営方針を

理解し、受診や治療を受ける医療機関を選択

することが理想的と考えている。 
ただし、日本とは異なる外国の地で患者側

がその選択を行うことは現実的にはなかなか

難しいと言える。 
 
３ 世界中から患者が集まる性転換手術を行う有

名医療機関

タイは「性同一性障害」に対して社会的に寛

容で理解があるとされ、就職時などにも障壁が

少ないとされる。実際に差別が皆無かは 
不明であるが、銀行や航空会社・百貨店などに

も就職していることから、社会進出は進んでい

ると考えられる。 
「性同一性障害」により「男性から女性へ、

女性から男性へ」変化する「性転換手術の技術

水準が高く、諸外国から手術を受ける為に南米

などアジア圏以外からタイの医療機関で治療を

受ける人もいる。 

筆者はバンコクで性同一性障害に対する性転

換手術を行う世界的に有名な『PREECHA 
AESTHETIC INSTITUTE（通称:P.A.I）』という医

療機関があり、直接訪問し自身も性転換手術経

験者であるマネージャーに聞き取り調査した。

院長であるPREECHA 氏がアメリカなどで医療

技術を学び、アジア圏だけでなく、南米はじめ

世界中から手術を受けに患者が来院する。 
全身麻酔が必要な大きい手術（性器除去や性

器形成手術など）は連携している病院の手術室

や病室を使い手術を行うオープンホスピタル形

式を採用している。性転換手術の一環として行

われることがある「隆鼻手術」など局所麻酔で

可能な手術は自院手術室を使う。無床クリニッ

クであるため、患者は近隣のホテルに宿泊し翌

日診察をする。 
問い合わせをして来た患者には自国にいる手

術前からメール等を使い、「手術の説明やリスク

の説明」などを事前に行なっている。 
外国人患者がタイ入国後に改めて受診し手術

に臨むことになるが、「患者自身、性別が変化す

ることに決心がつかない」場合は医療機関側か

ら手術を断ることもあるなど、丁寧なインフォ

ームドコンセントを心がけていると言う。性転

換手術は性器のみならず、精巣や卵巣除去とい

った内臓手術を受ける患者もおり、一度の手術

ではなく複数回に分けることもある。「性別を変

える」という目的は同一であっても患者ごとに

手術は異なる。一度変更した性別を元に戻すこ

とは困難を伴なうためP.A.I では精神的ケアや心

理的ケアも重視している。各手術に関する詳細

な料金を調査することは出来なかったが、他院

に比べると高価格設定を行っている。 
手術を受ける患者が世界中から来る一方、手

術方法の説明やリスク・注意点を聞いた後、さ

らに低価格の別な医療機関を探し手術を受ける

患者がいることが悩みの種ではあるという。 
 

４．分科会研究の事前調査としての

訪タイで生じた諸問題や課題の報告 
筆者は 2020 年度の分科会研究の事前調査と現

地協力者（通訳含む）と打合せを行う為に 2020
年 2 月下旬に訪タイした。 
日本国内では豪華客船「ダイヤモンドプリン

セス号」の船内で新型コロナウィルス感染症対
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応、タイにおいては非常事態宣言発令を目前に

控えた時期であった。 
日本人が東南アジア特にタイで美容医療を受

療する場合、「治療費用が安価と思われているこ

と、日本からの航空便数が豊富であること、現

地在住者や日本語を解する人が多いこと」など

も選ぶ要因となっている。 
 
新型コロナウィルス感染症拡大の初期段階を

タイで過ごしたことは今後の研究に寄与するも

のと捉え問題点及び課題を提示する。 

国際線の運休・スケジュール変更の問題

当初、「バンコクから中国・北京経由で帰国す

る」予定であった。ところが日本からの出国直

前、航空便運休により「韓国・ソウル経由」に

変更となった。経由地変更により結果的にバン

コクで延泊することを余儀なくされた。 
筆者は計 10 回以上訪タイ経験があり、航空券

や宿泊施設の予約はツアーではなく個人予約で

行っていたため、大きな問題は無かった。 
バンコク市内には宿泊施設が豊富であること

に加え、アジア圏や欧米圏外国人観光客がタイ

出国を急ぐ時期であったことから宿泊施設の確

保は比較的容易と考える。ただし、治療や手術

を主目的とする渡航であった場合、日本での仕

事や休暇調整などに支障が発生する可能性が高

い。 
 

（２）現地の治安や安全に関する情報収集面

平常時であればバンコクは日本人が滞在しや

すい都市であり、多くの困難は伴わない。現地

語であるタイ語を解さずとも簡単な英語が出来

れば事足りる点もある。ただし現在のタイは軍

事政権下であり、新型コロナウィルス感染症拡

大を含めた非常事態状態では日本とは異なり、

行政組織が外国人旅行者に対しても厳しい対応

（行動制限など）を行う可能性がある。さら

に、新型コロナウィルス感染症が疾病問題だけ

でなく、雇用など経済面などへの悪影響に及ぶ

場合、社会不安から犯罪増加・治安低下などに

つながる事態も起こり得る。 
筆者自身は前回の訪タイ時に現地案内兼通訳

を依頼した現地在住日本人と連絡を密にし、情

報収集に務めたため大きな問題は生じなかっ

た。非常時において行政が発信する情報や交通

機関情報は、英語や日本語ではなく、タイ語で

まず発信される可能性が高い。 
外務省海外安全ホームページや海外安全情報

配信サービス「たびレジ」の活用が重要であ

る。 
（３）現地医療機関の閉院や休診問題 
バンコク市内にはショッピングモールや路面

などに多数の美容医療機関が存在し筆者自身も

何度か足を運んできた。新型コロナウィルス感

染症問題が大きな問題となりつつあった 年

月の訪問時、複数の医療機関が閉院や休診とな

っていた。 サイト上では通常診療と記載され

ていたが、詳細については不明である。緊急時

ではあるが、治療中や帰国後のアフターケアの

面では大きな不安が残る。 
また、海外で受療した治療を日本で継続出来

るのかという問題もある。 
 
５．まとめ

「美容医療」は通常の医療と異なる独特の性質

を持っている。外国人へのメディカル・ツーリ

ズムや美容医療に力を入れるタイの状況、性同

一性障害に対する性転換手術を行う医療機関に

調査を行った。美容医療だけではなく筆者自身

が海外での渡航時に起こり得る問題点を報告し

た。 
現在、新型コロナウィルス感染症問題が存在

しているが、引き続き現地医療機関や各種組織

などの協力を得て、日本人が海外で美容医療だ

けでなくくめ医療を受療する際の注意点や課題

を引き続き調査研究したい。 
 
謝謝辞辞：：本研究は長期滞在型・ロングステイ観光

学会研究分科会の助成を受けて行われた。また

調査においては、ロングステイ財団に多大なる

ご協力をいただいた。記して謝意を表したい。 
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国国際際引引退退移移住住ににおおけけるる自自己己責責任任とと公公的的支支援援ののせせめめぎぎ合合いい 
―Covid-19 感感染染拡拡大大下下のの在在チチェェンンママイイ邦邦人人 IRM のの対対応応― 

The Conflict between Individual Responsibility and Public Support System for International 
Retirement Migration 

 
西村 菜穂子＊ 

NiISHIMURA nahoko 

 
本稿では Covid-19 感染症拡大下の在チェンマイ日本人国際引退移住者(IRM)に焦点を当て、彼らが日本帰国また

はタイ残留の選択で課される自己責任範囲と、日タイ政府支援制度の妥当性を検証した。移動の自由は必ずしも

常時保障されたものではなく、感染症やテロ、病気、事故に左右されることがあり、IRM は常に何処を本拠にし

てこれらのリスクに対応するか考慮すべきである。タイ政府特例措置により外国人に一定期間の滞在が保障さ

れているが、感染防止や治安悪化に対する注意が必要である。帰国の際には PCR 検査や自己負担による 14 日間

自主隔離が要請されているが、タイ再入国の難しさが IRM の帰国阻害要因となっている。 
 

キーワード：国際引退移住(略称 IRM)、自己責任、滞在許可、外出自粛要請、帰国阻害要因、 

 

１１．． ははじじめめにに

（（１１））国国際際引引退退移移住住ととはは

国際引退移住（International Retirement Migration 以下、

IRM と記す）とは、引退を重要な契機とする人口移動

であり、特に引退移動が国境を超えるものを指す。西

欧諸国の IRM は、生活の質向上を目的とする移動であ

り、高齢者の国際移住は人口移動の一形態へと成長し

た。日本の IRM は、通商産業省（現：経済産業省）に

よる「シルバー・コロンビア計画”92”－豊かな第二の

人生を海外で過ごすための海外移住支援事業」(1986)
より、「海外滞在型余暇研究会」並びに「海外滞在型余

暇フォーラム」(1987)、 余暇開発センター(経済協力型

ロングステイ) 海外滞在型余暇協議会(1988~1992)が
国際引退移住政策を推進し、現在は一般財団法人ロン

グステイ財団(1992~)が IRM の普及・啓発活動に取り

組んでいる。日本の IRM は、引退後の新たなライフス

タイルの一つとなり、特に 2000 年代に入ってからは

移住者が増加傾向にある。一方で、彼らに関連する問

題が顕在するようになってきた。とりわけ、日本人集

住地域では、移住者の介護問題や孤独死対応に際し、

現地の在留邦人担当行政である外務省や邦人社会の喫

緊課題となっている。何故 IRM 関連問題が発生するよ

うになったのだろうか。IRM 関連問題は、自由に海外

移住を選択した結果であり自己責任である、と単純に

評価できるのだろうか。また、海外移住に特化した問

題であり、海外移住しなければ発生しなかった、と言

えるのだろうか。自己責任とは、自らの選択に対する

結果を引き受けるものであり、前提として①自由な選

択が可能であること②その選択と結果に因果関係が成

立すること、が条件である（橋本 2019:56-62）。IRM の

介護貧窮問題が、自由に海外移住を選択した結果であ

り自己責任であるのならば、移住選択と IRM 関連問題

に因果関係が成立するかの検証と、彼らが海外移住で

担うべき自己責任範囲を明らかにする必要がある。し

かし、彼らが自己責任を全うすることで、IRM が直面

する全ての不安やリスクを網羅できるものではない。

突発的な病気や事故、テロ、新興感染症など、自己責

任を負っている人でもリスクはある。よって在留邦人

への支援体制を制度的に整える必要がある。 
（（ ））本本稿稿のの目目的的とと研研究究方方法法

グローバル化に伴い人や物の移動範囲は地球規模

となり、新興感染症である新型コロナ感染症（以下、

Covid-19 と記す）拡大範囲やスピードは、一国のみで

は抑えきれない状況となった。現在様々な国で入国者

に対する検疫強化や入国制限、行動制限措置が敷かれ

ている。2020 年 3 月 31 日日本政府は 49 か国・地域に
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本稿では Covid-19 感染症拡大下の在チェンマイ日本人国際引退移住者(IRM)に焦点を当て、彼らが日本帰国また

はタイ残留の選択で課される自己責任範囲と、日タイ政府支援制度の妥当性を検証した。移動の自由は必ずしも

常時保障されたものではなく、感染症やテロ、病気、事故に左右されることがあり、IRM は常に何処を本拠にし

てこれらのリスクに対応するか考慮すべきである。タイ政府特例措置により外国人に一定期間の滞在が保障さ

れているが、感染防止や治安悪化に対する注意が必要である。帰国の際には PCR 検査や自己負担による 14 日間

自主隔離が要請されているが、タイ再入国の難しさが IRM の帰国阻害要因となっている。 
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１１．． ははじじめめにに

（（１１））国国際際引引退退移移住住ととはは

国際引退移住（International Retirement Migration 以下、

IRM と記す）とは、引退を重要な契機とする人口移動

であり、特に引退移動が国境を超えるものを指す。西

欧諸国の IRM は、生活の質向上を目的とする移動であ

り、高齢者の国際移住は人口移動の一形態へと成長し

た。日本の IRM は、通商産業省（現：経済産業省）に

よる「シルバー・コロンビア計画”92”－豊かな第二の

人生を海外で過ごすための海外移住支援事業」(1986)
より、「海外滞在型余暇研究会」並びに「海外滞在型余

暇フォーラム」(1987)、 余暇開発センター(経済協力型

ロングステイ) 海外滞在型余暇協議会(1988~1992)が
国際引退移住政策を推進し、現在は一般財団法人ロン

グステイ財団(1992~)が IRM の普及・啓発活動に取り

組んでいる。日本の IRM は、引退後の新たなライフス

タイルの一つとなり、特に 2000 年代に入ってからは

移住者が増加傾向にある。一方で、彼らに関連する問

題が顕在するようになってきた。とりわけ、日本人集

住地域では、移住者の介護問題や孤独死対応に際し、

現地の在留邦人担当行政である外務省や邦人社会の喫

緊課題となっている。何故 IRM 関連問題が発生するよ

うになったのだろうか。IRM 関連問題は、自由に海外

移住を選択した結果であり自己責任である、と単純に

評価できるのだろうか。また、海外移住に特化した問

題であり、海外移住しなければ発生しなかった、と言

えるのだろうか。自己責任とは、自らの選択に対する

結果を引き受けるものであり、前提として①自由な選

択が可能であること②その選択と結果に因果関係が成

立すること、が条件である（橋本 2019:56-62）。IRM の

介護貧窮問題が、自由に海外移住を選択した結果であ

り自己責任であるのならば、移住選択と IRM 関連問題

に因果関係が成立するかの検証と、彼らが海外移住で

担うべき自己責任範囲を明らかにする必要がある。し

かし、彼らが自己責任を全うすることで、IRM が直面

する全ての不安やリスクを網羅できるものではない。

突発的な病気や事故、テロ、新興感染症など、自己責

任を負っている人でもリスクはある。よって在留邦人

への支援体制を制度的に整える必要がある。 
（（ ））本本稿稿のの目目的的とと研研究究方方法法
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に対する検疫強化や入国制限、行動制限措置が敷かれ

ている。2020 年 3 月 31 日日本政府は 49 か国・地域に
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対して感染症危険レベルを 3 に引き上げた。この渡航

中止勧告は、日本や第三国から諸外国への渡航中止を

主な目的としたものであり、在留邦人にすべからく直

ちに日本に帰国することを意図したものでは必ずしも

なく、日本への帰国はそれぞれの事情に基づいて、個

別に判断するものである（茂木外務大臣会見より）。日

本人 IRM は滞在国に残るか、日本に帰国するかの選択

に直面した。彼らの選択背景にはどのような対策が敷

かれており、帰国あるいは残留する場合、それぞれに

対してどのような自己責任が課されるのだろうか。ま

た、新興感染症下での在留邦人に対する日本と滞在国

政府によるそれぞれの支援制度は妥当であると言える

のだろうか。 
日本人 IRM の移住先として東南アジアのマレーシ

ア、フィリピン、タイなどがある。本研究の対象とし

てタイ王国在チェンマイ日本人 IRM を抽出する理由

は、在チェンマイ邦人総数 3221 人に対する 60 歳以上

のチェンマイ在留邦人の割合が44.7％(1,441人)であり

在外公館年齢別在留邦人数の中で最も高く、職業別構

成「その他」の割合は 62.8%(2,022 人)であることから、

チェンマイは高齢者と非就労者が確実に集住している

からである。また、IRM 当事者による会員数 100 人以

上の団体が 2 つ形成されていることから日本人 IRM
の高齢化が個人のみならず地域で顕在化している。つ

まり本稿の問題関心である「自ら選択した移住生活」

の中でコロナ禍の在留邦人に対する制度が妥当に整備

されているのか、彼らが担うべき自己責任は何なのか

を検証することに合致し、かつ日本人 IRM 集合体とし

ての共助の有無や親睦団体活動の果たす役割が考察で

きる。本稿ではまず、タイ感染症法に基づく Covid-19
対策での在留外国人に対する対応を政府資料や現地の

報道、2 月 27 日より 3 月 23 日まで実施した現地調査

で入手した資料から時間軸に沿って整理する。次に在

外公館より公布された在タイ邦人に対する情報提供や、

在外邦人に対する対応と照合する。これら日タイ政府

の対応下で、在タイ邦人と現地のタイ人はどのような

社会的行動をとっているのか、ここからどのように感

染症拡大下の居住国を選択したのかを現地での聞き取

り調査と照合しながら、彼らの自己責任と公的支援範

囲を明らかにする。 
先先行行研研究究かからら考考察察すするる のの感感染染症症対対策策

ICT(Information &Communication Technology)の視点

では、初診時の海外渡航歴の有無聴収の必要性や、海

外には日本と異なる感染症リスクがあること、海外入

院歴は、耐性菌保菌のリスク因子であることがあり、

渡航時に行うべきポイントとして①海外渡航関連感染

症の知識習得②海外で感染症に罹らないための対策③

海外渡航歴を徴収できる System の構築④海外渡航関

連感染に対して行う感染対策の確認等が推奨される

（杦木・的野 2016:31-33）。検疫所側の視点からは海外

渡航前の①その準備②知っておきたいこと③渡航中病

気になった時④帰国後に体調不良になった時について

調べ準備しておく必要性がある（實吉 2016:733-736）。 
2003 年中国に端を発した SARS は飛行機などによっ

て急速に世界に伝播され社会的・経済的に大きな影響

をもたらした。呼吸器感染症が交通機関の発達により

新たな地域に持ち込まれる可能性が否めず、国内外の

交通遮断が流行拡大に対する有効な手段となる(三舟

2006:53-60)。交通機関遮断が生じる際に、在留邦人は

日本に帰国するか、あるいはそのまま滞在国に留まる

か、そのためにどのような移動手段を獲得するかの選

択をすることになる。在チェンマイ日本人 IRM が

Covid-19 感染拡大下でチェンマイに留まることを選択

した場合、滞在中に病気になった際の医療制度はどの

ようなものだろうか。タイには医療機関は 1,448（公的

医療機関 1,073、民間医療機関 375）あり、Bloomberg
社が平均寿命や医療費等から算出した国別医療制度効

率性によると、タイは 29 位となり、ポルトガルやルー

マニアと同水準であることが報告されている（日本は

4 位）。タイ政府は 2004 年に「アジアメディカルハブ」

構想を打ち出し、保健省を中心とした様々な関係政府

機関が連携を取りながら医療観光を促進していること

から、JCI 認定病院(1)では外国語が話せる医師や通訳が

勤務している。これらを利用するためには、海外での

医療費がカバーされる保険加入が有効となる。感染症

拡大下のタイ人の社会的行動に特徴はあるのだろうか。

タイ人の社会的行動についての研究は西洋の文化人類

学者によって始められた。Embree(1950)は、タイ人の社

会構造の特徴として、日本、中国、ベトナムとは対照

的に、社会における個人行動の多様性が容認された

「loosely structured（ゆるい構造）」をもつ社会であると

説明した。Komin(1990)は、西洋人研究者によるタイ人

論は個人的な観察に基づくものであり実証性がないと

考え、タイ人の価値観に関する大規模な調査研究を行

い、タイ人の国民性を表すと考えられる 9 の価値群①

エゴ志向②報恩的関係志向③円滑な人間関係志向④融
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通性と適応志向⑤宗教・霊志向⑥教育と能力志向⑦相

互依存志向⑧楽しさと喜び志向⑨達成・任務志向を見

出した。Bauman(2001)は、コミュニティを「温かく、

信用と安全があり、互いの善意が期待できる場所であ

るというファンタジーの世界」と、「現実のコミュニテ

ィ」の差異を挙げている。「コミュニティの一員である」

という特権には支払うべき対価があり、対価は自由と

いう通貨で支払われる。一方で、コミュニティを失う

ことは安心を失うことを意味し、「現実のコミュニティ」

の製造法では、安心と自由の間の矛盾が目に余るほど

大きくなって、修復困難になる。これら先行研究から

筆者は感染予防（日常行動の一部自粛）と移動制限（交

通手段の制約）、タイにおける日本人 IRM コミュニテ

ィが得る安心・安全感の 3 つに着目し、これらの行動

が政治的側面から生じる感染症対策やタイ人が持つ自

己抑制とどのように絡み合い、在チェンマイ邦人の帰

国選択にどのような影響を及ぼすのかに配慮しながら

考察する。 
２２、、タタイイ感感染染症症対対策策とと感感染染拡拡大大下下のの在在留留邦邦人人

（（ ））在在タタイイ邦邦人人ととタタイイ 感感染染者者数数推推移移

タイの日本人出入国者数は、2020年3月より激減し、

4 月の日本人入国者数は 646 人、出国者数は 2,488 人

であった。タイ出入国管理国統計を考察すると、邦人

入国者のうち約84％はVISA免状制度を利用した滞在

期間 30 日以内の旅行者や観光VISA 等による、帰国日

を予め想定した入国者であり、観光外目的以外のVISA
で入国した日本人は Covid-19 感染拡大前の 2019 年は

月平均約 23,000 人である。2020（令和元）年時点に在

外公館へ在留届を提出した邦人数は 79,123 人であり、

邦人出入国状況から考察すると一定数の在タイ邦人が

Covid-19 感染拡大下のタイにいることがわかる。2021
年 2 月 26 日全世界の Covid-19 感染者総数は

112,554,301 人、死者総数は 2,297,488 人である。タイ

では 2020 年 1 月 13 日-2021 年 2 月 25 日に延べ 25,764
人の感染者、83 人の死亡者が確認されている。日本は

2020 年 1 月 16 日-2021 年 2 月 25 日までの感染者総数

は 429,453 人、死者総数は 7,746 人であり、タイの感染

者総数は日本の約 6%である。2021 年 2 月 25 日時点タ

イのCovid-19 スクリーニング実施総数 8,332,202 件(空
港検査 4,870,079、港湾検査 214,329、地上検査 2,783,493、
Chaeng Wattana 新規パスポート発給時 464,301)である。

2021 年 2 月 24 日時点日本の PCR 検査実施数は

7,568,464 件であり、タイの検査総数と比較すると約

90%の実施数である。タイは中国国外での感染者を最

初に確認した国であり、2020 年 2 月中旬までは中国に

次いで感染者は多かったが、ASEAN(東南アジア諸国

連合)で最も早く国民に対して感染拡大国への渡航自

粛を求めた。3 月 22 日バンコク首都圏都市封鎖にはじ

まり 26 日非常事態宣言が発出された環境下で、新規

感染者数の推移から考察すると、感染症対策に一定の

効果が見られる。1997 年のアジア通貨危機や 2006 年

クーデター、2010 年反政府デモ弾圧、2011 年大洪水、

2014 年再度のクーデターと、これまで非常事態や都市

封鎖に直面してきた経験知が、多少なりとも感染症対

策下の国民行動に反映した成果とも言える。 

図図－－１１ タタイイ王王国国ににおおけけるる日日本本人人出出入入国国者者数数 
（（単単位位：：人人）） 

出出典典：：Immigration Bureau สถติกิารเดนิทางเขา้ - ออก 
จ าแนกตามสญัชาตแิละประเภทการตรวจลงตรา (タタイイ王王国国出出入入国国

管管理理局局統統計計)資資料料をを基基にに筆筆者者作作成成  

図図２２ 在在タタイイ邦邦人人数数統統計計

出出典典:外外務務省省海海外外在在留留邦邦人人数数調調査査統統計計をを基基にに筆筆者者作作成成 
タタイイ政政府府のの感感染染症症対対策策

タイは 2020 年 1 月 30 日に中国人に対する Visa on 
Arrival 発給を停止し、早い段階で中国人入国者に対す

る一定の措置を実施した。しかし、オンラインによる
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90%の実施数である。タイは中国国外での感染者を最

初に確認した国であり、2020 年 2 月中旬までは中国に

次いで感染者は多かったが、ASEAN(東南アジア諸国

連合)で最も早く国民に対して感染拡大国への渡航自

粛を求めた。3 月 22 日バンコク首都圏都市封鎖にはじ

まり 26 日非常事態宣言が発出された環境下で、新規

感染者数の推移から考察すると、感染症対策に一定の

効果が見られる。1997 年のアジア通貨危機や 2006 年

クーデター、2010 年反政府デモ弾圧、2011 年大洪水、

2014 年再度のクーデターと、これまで非常事態や都市

封鎖に直面してきた経験知が、多少なりとも感染症対

策下の国民行動に反映した成果とも言える。 

図図－－１１ タタイイ王王国国ににおおけけるる日日本本人人出出入入国国者者数数 
（（単単位位：：人人）） 

出出典典：：Immigration Bureau สถติกิารเดนิทางเขา้ - ออก 
จ าแนกตามสญัชาตแิละประเภทการตรวจลงตรา (タタイイ王王国国出出入入国国

管管理理局局統統計計)資資料料をを基基にに筆筆者者作作成成  

図図２２ 在在タタイイ邦邦人人数数統統計計

出出典典:外外務務省省海海外外在在留留邦邦人人数数調調査査統統計計をを基基にに筆筆者者作作成成 
タタイイ政政府府のの感感染染症症対対策策

タイは 2020 年 1 月 30 日に中国人に対する Visa on 
Arrival 発給を停止し、早い段階で中国人入国者に対す

る一定の措置を実施した。しかし、オンラインによる
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1月 30 日以前の登録者やVISA 所持者中国人のタイ入

国は 3 月 20 日まで続いた。2 月 1 日に中国パスポート

所持者と中国大陸に滞在した外国人（シンガポール永

住権や長期滞在 VISA 所持者を除く）の入国拒否を敷

いたシンガポールの入国制限措と比較すると、当時の

タイ水際政策はゆるい措置である。2020 年 1 月時点の

タイ政府 Covid-19 対策は中国に限定され、中国からの

渡航者との接触注意に留まっていた。 
2 月 3 日横浜に帰港したダイヤモンドプリンセス号

にタイ人 25 人（乗員 23 人乗客 2 人）が乗船していた

ことから、タイでは日本の Covid-19 対策に注目が集ま

った。2 月初旬の日タイ感染者数は近似していたが 2
月 13 日に日本がタイの感染者数を超え、2 月 17 日時

点は日本の感染者数がタイの倍近くになった。2 月 17
日タイ保健省は中国・マカオ・香港・台湾に加えて、

日本・シンガポールの渡航者及び過去 14 日以内にこ

れらの地域に滞在した渡航者に対して、空港スクリー

ニング対象者とすることを決定した。2 月 20 日ダイヤ

モンドプリンセス号タイ人乗客 1 人乗員 2 人の感染が

確認された。同日タイ政府はバンコクスワンナプーム

空港ドンムアン空港での日本人の検疫レベルを中国人

と同レベルに引き上げた。2 月 27 日タイ保健省は新規

感染者タイ人 3 人を発表したが、このうち 2 人は北海

道からの渡航帰りであり、1 人は最初の診療時に渡航

歴を申告せずスーパースプレッダーになった可能性が

あった。同省は患者が渡航歴を申告していなかったこ

とを非難した。翌日タイ政府はこの感染者が搭乗した

航空機の全搭乗者に対し 14 日間の自宅待機を要請し

た。 
3 月 1 日チェンマイ幼稚園で、北海道帰りのツアー

ガイドの子どもである園児の感染が確認された。日本

渡航者に対する警戒が増す中で、韓国政府が 6 月末ま

でに出頭帰国するタイ人不法就労者に罰金再入国禁止

免除恩赦措置を発表し、在韓不法就労タイ人約 5,000
人が帰国意思を表明した。タイでは彼らを「ผีน้อย（phee 
noi 小さなお化け）」と称し、彼らの感染を疑い警戒

を強め、一部地域では食料やマスクの買い占め行動が

始まった。3月4日韓国から帰国したタイ人女性が様々

な観光地を巡っている写真を FB にアップしたことに

対して批判が殺到し、彼女が訪れたパブは臨時休業し

て消毒作業に追われた。3 月 5 日タイ保健省はタイ感

染症法に基づき韓国・中国（含マカオ・香港）・イタ

リア・イランを危険感染症地域に指定した。この時点

で日本は含まれていない。3 月 7 日タイ保健省は韓国

からの帰国者 200 人余りのうち 70~80 人が 14 日間隔

離施設経過観察期間を逃れて行方不明であることを発

表し、韓国からの帰国者に対する警戒が増した。3 月

11 日 WHO の Covid-19 パンデミック宣言を受けタイ

保 健 省 は  The Centre for Covid-19 Situation 
Administration(タイ感染症法に基づく Covid-19 対策。

略称 CCSA)を発表した。WTTC(2)統計によると観光立

国タイは、観光関連 GDP のうち外国人観光客による

消費が占める割合が約 71％を占め国際インバウンド

観光の存在感が世界で最も巨大である。空海路のみな

らず隣国と陸路国境を接するタイの移動手段は何らか

の形で制限しなければ感染者増加を辿る危険が伴う。

3 月 18 日タイ教育相省は学校閉鎖を決定し、バンコク

都知事によるバンコク内娯楽施設営業が禁止された。

バンコクで働くタイ地方出身者は慌てて故郷を目指し

て地方出身者集団移動が始まり、感染拡大を防ぐため

に営業施設を閉鎖したものの、かえって地方への人の

移動が生じる事態となった。タイ民間航空局は「渡航

者に対する措置（第 1 号）」を発令した。本措置によ

り 3 月 19 日から感染拡大地域からの渡航者について

出発時から 72 時間以内に医師により発行された

Covid-19 非感染証明書と、COvid-19 に関わる医療費 10
万米ドル相当以上保証健康保険の提示がなければ、航

空各社は航空券を発行せず搭乗拒否することとなった。

翌 3 月 19 日「渡航者に対する措置（第 2 号）」では、

対象者を感染地域等に関わらず全ての外国人渡航者に

拡大し、3 月 21 日午前 0 時から適用することとした。

3 月 25 日タイ政府は「仏歴 2548 年非常事態における

統治に関する勅令（第 1 号）」を発表し、3 月 26 日午

前 0 時より非常事態が敷かれることとなった。本勅令

第 3 項では、外交使節団や労働許可証を有するもの等

を除く外国人の入国を禁止している。このことにより、

労働以外の目的で在タイ中の IRM や駐在員の家族、留

学生等が、日本帰国を選択した場合はいつタイに戻れ

るかわからない状態となった。3 月のタイは感染警戒

対象が日本渡航者のみならず韓国からの帰国者に拡大

したことや、タイ再入国のための航空機搭乗券発券時

に一定条件が課されたこと、このことにより日本へ戻

ったら自由にタイ再入国することが選択できなくなり、

非常事態宣言第 3 項により、労働許可証を持たない外

国人のタイ入国は不可能となった。一方で、タイに留

まることを選択しても、外国人はそれぞれ入国時に
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VISA や制度によって許可された滞在期限がある。在

タイ外国人は、タイに居たくても滞在期限までには出

国手段を確保しなければならない不安が残された。 
4 月に入ると Air Asia を皮切りに航空各社やタイ国

鉄,長距離バス会社が次々に国内線の運休を発表した。

陸路で県を跨いだ移動には交通要所に検問が敷かれ、

国内移動も困難となった。4 月 1 日タイ外務省は残留

する外国人に関わる非常事態宣言の詳細を明示し、

VISA や滞在許可期限を過ぎても罰金を免除すること

を明言し、非常事態宣言下の在タイ外国人滞在が認め

られた。一方で、日本政府は国家安全保障会議におい

て、新たな水際対策（検疫の強化及び査証の制限等）

が決定され、4 月 3 日以降海外からの帰国者は、PCR
検査実施対象となった。本対策では、検疫所長の指定

する場所で経費自己負担にて 14 日間待機し、国内公

共交通機関を使用しないことが要請されている。空港

から離れた地に日本の拠点を持つ帰国者にとっては、

帰国に関わる負担増となった。4 月 3 日日本からのタ

イ人帰国者 100 人余りが帰国後 14 日間検疫隔離に抗

議する事態が発生した。タイ政府は隔離に応じず帰宅

した乗客の氏名、年齢、パスポート番号をインターネ

ット上に公開し、速やかな連絡と隔離を命じた。4 月 8
日内務省から「王国内の一部外国人の滞在に関する特

例措置」が公示された。これにより非常事態宣言発令

後に滞在許可期限が到来する全ての外国人について査

証の有無を問わず（査証免除による入国者を含む）3 月

26 日から 4 月 30 日まで滞在期限を自動延長すること

となり、入国管理局での 90 日毎の居住報告も同期間

一時的免除となった。4 月 9 日バンコク都知事公示第

6 号が発表され、バンコクの飲食店や販売店の営業時

間が修正され、4 月 10 日から 20 日まで酒類販売が禁

止された。酒類販売禁止命令は、ウイルスの感染防止

のために人が集まる事を防止するために実施する。酒

類販売禁止はバンコクのみならず他県も追従した。4
月 12 日タイ外務省は「緊急事態令 9 条に基づく決定

事項（第一号）第三項（5）」で定める「タイ国籍を有

していないが労働許可証を有する者、もしくはタイ当

局からタイ国内で働くことを認められたもの」につい

て、出発国のタイ大使館又は総領事館が発行する「タ

イ入国許可証（Certificate of Entry the Kingdom of 
Thailand.以下、COE と記す。）」の提示を求める旨を

発表した。このことにより労働許可証を所持する外国

人就労者にとってもタイへの入国は厳しくなった。4

月 24 日内務省は「王室内の一部外国人の滞在に関す

る特例（第 2 号）」を発令し、4 月 30 日までの滞在許

可を自動的に 7 月 31 日まで延長することを決定した。

4 月 27 日タイ民間航空局は「航空機のタイ向け飛行の

一時的な禁止（第 4 号）」を発表し、タイに向けた航

空機飛行禁止措置を 5 月 31 日まで再延長した。4 月 28
日プラユット首相は非常事態令及び夜間外出禁止令を

5 月 31 日まで延長することを発表した。4 月 30 日

CCSAのTaweesin報道官は会見で各種規制継続と4段
階に分けた緩和措置を 14 日毎に状況評価し、その結

果によって次の 14 日間の措置を決定することや、評

価は保健観点を第一に考慮し、経済・社会面は参考と

すること、酒類については継続して販売禁止を発表し

た。4 月は在タイ外国人にとって滞在許可自動延長に

よりタイ継続滞在は認められたが、国内移動が規制さ

れたために地方在住外国人はバンコクへの移動が不可

能となり、結果として帰国することのハードルがより

高くなった。また、酒類販売禁止を含む日常生活は、

細部に渡り規制された中で過ごすこととなった。 
5 月 3 日以降タイ全土で規制緩和の第 1 段階が始ま

り、5 月 13 日にタイは新規感染者が初めて 0 人となっ

た。5 月 15 日には夜間外出禁止時間が短縮されたが、

「航空機のタイ向け飛行の一時的な禁止（第 5 号）」

が発令され、タイ向け飛行禁止は 6 月 30 日まで延長

された。5 月 17 日より入店情報登録用プラットフォー

ムアプリ「ไทยชนะ（タイチャナ タイは勝つの意味）」

が導入された。規制緩和で再開した商業施設に入退店

するときは、入り口にある QR コードを読み取り、ア

プリに登録する。5 月 26 日には非常事態宣言の 6 月 30
日まで延長が発表された。5 月以降のタイは、県境を

またいだ移動や日常生活維持に重要な各種施設に関す

る追加緩和が認められた一方で、入店登録アプリ導入

など新しい日常が始まった。 
6 月 1 日より夜間外出禁止時間は 23:00~03:00 に短

縮され、県境を跨ぐ移動に関する制限緩和や日常生活

の維持に重要な各種施設に関する追加緩和が認めらた。

6月15日以降は日常生活に関わるほぼ全ての施設や活

動が、各種感染予防措置を実施するとの条件下で再開

を認められた。一方で、Covid-19 の影響による困窮者

や、規制緩和による人出の増加を受けて窃盗グループ

の活動活発化か顕在し始めた。バンコク治安当局は各

国の対在外公館等に情報提供して、安全対策を促した。  
6 月 30 日タイ政府は非常事態宣言の 7 月 31 日まで
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VISA や制度によって許可された滞在期限がある。在
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鉄,長距離バス会社が次々に国内線の運休を発表した。

陸路で県を跨いだ移動には交通要所に検問が敷かれ、

国内移動も困難となった。4 月 1 日タイ外務省は残留

する外国人に関わる非常事態宣言の詳細を明示し、

VISA や滞在許可期限を過ぎても罰金を免除すること

を明言し、非常事態宣言下の在タイ外国人滞在が認め

られた。一方で、日本政府は国家安全保障会議におい

て、新たな水際対策（検疫の強化及び査証の制限等）

が決定され、4 月 3 日以降海外からの帰国者は、PCR
検査実施対象となった。本対策では、検疫所長の指定
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から離れた地に日本の拠点を持つ帰国者にとっては、

帰国に関わる負担増となった。4 月 3 日日本からのタ

イ人帰国者 100 人余りが帰国後 14 日間検疫隔離に抗
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ット上に公開し、速やかな連絡と隔離を命じた。4 月 8
日内務省から「王国内の一部外国人の滞在に関する特

例措置」が公示された。これにより非常事態宣言発令

後に滞在許可期限が到来する全ての外国人について査

証の有無を問わず（査証免除による入国者を含む）3 月

26 日から 4 月 30 日まで滞在期限を自動延長すること
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止された。酒類販売禁止命令は、ウイルスの感染防止

のために人が集まる事を防止するために実施する。酒
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イ入国許可証（Certificate of Entry the Kingdom of 
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発表した。このことにより労働許可証を所持する外国

人就労者にとってもタイへの入国は厳しくなった。4

月 24 日内務省は「王室内の一部外国人の滞在に関す

る特例（第 2 号）」を発令し、4 月 30 日までの滞在許

可を自動的に 7 月 31 日まで延長することを決定した。

4 月 27 日タイ民間航空局は「航空機のタイ向け飛行の

一時的な禁止（第 4 号）」を発表し、タイに向けた航

空機飛行禁止措置を 5 月 31 日まで再延長した。4 月 28
日プラユット首相は非常事態令及び夜間外出禁止令を

5 月 31 日まで延長することを発表した。4 月 30 日

CCSAのTaweesin報道官は会見で各種規制継続と4段
階に分けた緩和措置を 14 日毎に状況評価し、その結

果によって次の 14 日間の措置を決定することや、評

価は保健観点を第一に考慮し、経済・社会面は参考と

すること、酒類については継続して販売禁止を発表し

た。4 月は在タイ外国人にとって滞在許可自動延長に

よりタイ継続滞在は認められたが、国内移動が規制さ

れたために地方在住外国人はバンコクへの移動が不可

能となり、結果として帰国することのハードルがより

高くなった。また、酒類販売禁止を含む日常生活は、

細部に渡り規制された中で過ごすこととなった。 
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が発令され、タイ向け飛行禁止は 6 月 30 日まで延長

された。5 月 17 日より入店情報登録用プラットフォー

ムアプリ「ไทยชนะ（タイチャナ タイは勝つの意味）」

が導入された。規制緩和で再開した商業施設に入退店

するときは、入り口にある QR コードを読み取り、ア

プリに登録する。5 月 26 日には非常事態宣言の 6 月 30
日まで延長が発表された。5 月以降のタイは、県境を

またいだ移動や日常生活維持に重要な各種施設に関す

る追加緩和が認められた一方で、入店登録アプリ導入

など新しい日常が始まった。 
6 月 1 日より夜間外出禁止時間は 23:00~03:00 に短

縮され、県境を跨ぐ移動に関する制限緩和や日常生活

の維持に重要な各種施設に関する追加緩和が認めらた。

6月15日以降は日常生活に関わるほぼ全ての施設や活

動が、各種感染予防措置を実施するとの条件下で再開

を認められた。一方で、Covid-19 の影響による困窮者

や、規制緩和による人出の増加を受けて窃盗グループ

の活動活発化か顕在し始めた。バンコク治安当局は各

国の対在外公館等に情報提供して、安全対策を促した。  
6 月 30 日タイ政府は非常事態宣言の 7 月 31 日まで

の再延長や、学校と一部施設の営業再開等「国際的な

人の移動に関する決定事項」を発表した。このことに

より、入国できる外国人の範囲が①タイ国籍者の配偶

者、両親もしくは子息②有効な王国の居住証明書もし

くは王国に居住許可を得ているもの③有効な労働許可

を保持している、または法令によって王国での労働が

許可されている者、またこれらの配偶者や子息 ④タイ

当局から認定されているタイ国内の教育機関に通学す

る生徒および学生、またこれらの両親もしくは保護者

⑤タイ国内で医療を受ける必要のある者および付き添

いの者(Covid-19 治療は該当しない) ⑥外国との特別

な合意事項（special arrangement）に則して王国へ入国

することが許可された者まで拡大されたが、所定の証

明書や COE 申請可能な一部の外国人に留まるもので

あり、旅行者や IRM は対象外である。 
7 月 23 日タイ内務省公示では、タイに滞在する外国

人の滞在許可期間を 7 月 31 日から 9 月 26 日まで延長

するとともに、入国管理局が指定する期間内に入国法

に基づく滞在許可延長等の手続きをとることが掲載さ

れた。このことにより、無査証や短期滞在 VISA 保有

者は、やむを得ない事情がある者を除き 9 月 26 日ま

でに出国準備することや、長期滞在 VISA 保有者は 9
月 26 日までに延長申請を行うことが義務付けられた。

7 月 31 日タイ政府は非常事態宣言を 8 月 31 日まで延

長することを発表し、8 月 28 日には更に 9 月 30 日ま

での再延長が発表した。在タイ外国人は 9 月 26 日ま

での滞在は許可されているものの、特別な事情のない

無査証または短期滞在 VISA 保有者は 9 月 26 日まで

にタイを出国し、長期VISA 保有者は 9 月 26 日を期限

とする滞在許可自動延長撤廃された。タイ中央銀行は、

外国人観光客が入国できない状況が来年も続いた場合

のタイ経済全体に与える影響の大きさを危惧し、タイ

政府が観光産業促進とコロナ感染阻止のバランスを取

りながら政策運営すべきであることを論じている。 
2021年2月26日時点は10回目の非常事態宣言延長

が 2021 年 3 月 31 日まで敷かれている。一方で 2020 年

10 月 1 日より低リスク国/地域からタイに渡航する外

国人観光客向けの特別観光ビザ（Special Tourist Visa -
STV）発給や、2020 年 10 月 9 日からは低リスク国/地
域からタイに渡航する外国人観光客向けの観光ビザ

（Tourist Visa -TR）の保有者もCOE申請が可能となり、

入国制限緩和が進められた。また、2020 年 12 月 23 日

より、日本を含む VISA 免除対象国籍者の VISA 無し

入国が可能となったが、COE 取得や 1000 米ドル以上

の Covid-19 感染時の治療までカバーした保険加入、タ

イ政府の認可した 14 日間隔離施設予約証明書が必要

である。また、航空機搭乗時-72 時間前以内にされた

PCR 検査陰性証明書がタイ日本両国での搭乗前に提

示が必要である 
チチェェンンママイイのの 関関連連情情報報とと邦邦人人親親睦睦団団体体

のの活活動動

タイ入国管理局統計によると、2020 年 1-10 月の外

国人入国者は 609,3759 人であり、そのうち日本国籍者

は 243,904 人である。タイ非常事態宣言下 4-10 月間の

日本人入国者は僅か 9.814 人であり、2019 年同月間の

日本人入国者数 1,047,045 人と比較すると、1%に満た

ない。国籍別に 2020 年 10 月入国者数を比較すると、

マレーシア（13,084人）を筆頭に、フィリピン(5,596人)、
中国（3,958 人）と続き、日本は 4 番目である。日本人

タイ出入国者数は 2020 年 3 月に急減し、4 月からは出

国者数が入国者数を抜いている。入国制限が緩和され

始めた 7 月以降も「国際的な人の移動に関連する決定

事項」で定められた者のみに入国が限定されているた

め、これまでの入国者数には遠く及ばない。 

表表 ．． 年年 月月日日本本人人タタイイ出出入入国国者者数数

月 入国 出国 

1 月 116828 116030 

2 月 98983 99805 

3 月 18279 27601 

4 月 645 2473 

5 月 620 1180 

6 月 713 1232 

7 月 1044 1721 

8 月 1647 1535 

9 月 2665 1724 

10 月 2480 1928 

1-10 月合計 243904 255229 

出出 典典 タタ イイ 出出 入入 国国 管管 理理 สถิติการเดินทางเข้า

ออกราชอาณาจกัร จ าแนกตามสญัชาติวนัท่ี มกราคม

ตุลาคม をを基基にに筆筆者者作作成成

タイ入国制限下でも日本帰国は可能であることか

ら、在タイ邦人は、一定数帰国している一方で、2019
年 10 月時点の在タイ邦人数 75,647 人に対して、2020
年 3 月－10 月間邦人出国者延べ数 39,394 人であるこ

とから、タイに残っている邦人も一定数いる。 
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感染者は 69 名（うち 23 名退院自宅療養中）である。

2020年4月8日以降11月26日まではチェンマイ県新

規市中感染者が確認されておらず、5 月 14 日に確認さ

れた新規感染者はプーケット県からの帰郷者であった。

11 月 26 日に確認された感染者はミャンマーからの帰

国者である。2021 年 1 月 2 日新規感染者 2 名は他県で

感染した後チェンマイに戻っていることから市中感染

は見られないことから、これまでのチェンマイ県感染

拡大防止策は一定の効果が見られる。在チェンマイ邦

人が帰国を選択しない要素に、自分の日本国内拠点地

域との感染者数比較があるとすれば、チェンマイでの

感染者が少ないことが考えられる。チェンマイ県の邦

人親睦団体である Chiangmai Longstay Life Club や在住

者クラブ、日本人会等各団体は 2 月の定例会を最後に

全ての行事を休止していたが、順次 8 月、9 月より定

例会再開の動きがあったが、11 月末の県内新規感染者

に対する 326 件の大規模追跡調査を鑑み、再び行事開

催を中止している。これら各団体の代表と在チェンマ

イ日本領事で構成される「北部日系団体連絡協議会」

で共有された情報は、各会員にメールを配信すること

で共情報有が行われている。更に日本大使館やチェン

マイ総領事館が、在留届提出済みの人と「たびレジ」

登録者に対して随時お知らせメールを配信している

（Covid-19 関連情報配信回数は 1 月 7 回、2 月 4 回、

非常事態宣言が発令された 3 月は 28 回に渡り情報配

信された）。感染症拡大下で情報を共有するためには、

「たびレジ」登録や在留届提出、邦人親睦団体加入が

有効である。しかし、ここで共有される主な情報はタ

イ政府や日本の外務省によるものである。また、日本

語翻訳にかかる時間があることからオンタイムとは限

らない。タイ政府情報や民間情報を瞬時に入手するた

めには、タイ語や、日本語翻訳より早く情報配信され

る英訳配信される英語が使用できることが有効である。 
感感染染拡拡大大下下のの在在チチェェンンママイイ邦邦人人

2020 年 2-3 月現地調査では 20 人 19 組の聞き取りを

行った。自粛制限下での現地調査であったことから、

対面での聞き取りは 6 組であり、他の 13 組は電話や

Line 等の通信を媒介した聞き取りである。筆者からの

主たる質問は①外出しているか②帰国するかしないか

③なぜ帰国する（帰国しない）のか、の 3 点である。

19 事例の各国籍は日本人 12 例、スイス人 2 例、タイ

人 5 例である。居住形態は、タイ人配偶者または友人

と同居している人は 10 例、日本人配偶者と同居して

いる人は 1 例、単身 8 例である。また、就労者は 5 例

（タイ人 3、日本人 2）、非就労者は 14 例（日本人 11、
タイ人 1、スイス人 2）である。 

表表 聞聞きき取取りり調調査査概概要要

NO. 氏

名 
年代 
年齢 

居 住

形態 
性

別 
国籍 在 住

県 

1 A 61 同居 男 タイ CNX 

2 B 46 同居 女 タイ CNX 

3 C 51 単身 女 タイ BKK 

4 D 60 代 単身 女 日本 CNX 

5 E 60 代 単身 女 日本 CNX 

6 F 70 代 単身 男 日本 CNX 

7 G 70 代 同居 男 日本 CNX 

8 H 70 代 同居 男 日本 CNX 

9 I 60 代 同居 男 スイス CNX 

10 J 30 代 同居 男 スイス CNX 

11 K 50 代 同居 女 タイ CNX 

12 L 50 代 同居 女 タイ CNX 

13 M 60 代 単身 女 日本 CNX 

 
14 

 
N 

夫70代 夫婦 
同居 

男 日本 CNX 

妻60代 女 日本 CNX 

15 O 60 代 同居 女 日本 CNX 

16 P 70 代 単身 男 日本 CNX 

17 Q 60 代 単身 女 日本 CNX 

18 R 70 代 単身 男 日本 CNX 

19 S 50 代 同居 女 日本 BKK 

筆筆者者作作成成

質問①外出しているか、に関する回答では、通勤 
外出が就労者の 5 例であるが、就労しながらも 2 月末

前後からなるべく外出を控えている人が No11、就労者

で非常事態宣言発令まで感染対策しながらも通常通り

外出していた人がNo3 であった。非常事態宣言発令ま

で就労者は通勤していたが、非常事態宣言発令前より

タイではフェイスシールドの着用者が見られた。乳幼

児用のフェイスシールドも販売されている。托鉢する

僧侶も着用している。タイ人の善悪の判断基準に宗教

がかなりの重みが置かれている（中島 2012:34-35）。

日タイの相違点として、政教分離を厳格に適用する日

本の行政と公的宗教たる上座仏教の相違や、氏子や檀
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感染者は 69 名（うち 23 名退院自宅療養中）である。

2020年4月8日以降11月26日まではチェンマイ県新

規市中感染者が確認されておらず、5 月 14 日に確認さ

れた新規感染者はプーケット県からの帰郷者であった。

11 月 26 日に確認された感染者はミャンマーからの帰

国者である。2021 年 1 月 2 日新規感染者 2 名は他県で

感染した後チェンマイに戻っていることから市中感染

は見られないことから、これまでのチェンマイ県感染

拡大防止策は一定の効果が見られる。在チェンマイ邦

人が帰国を選択しない要素に、自分の日本国内拠点地

域との感染者数比較があるとすれば、チェンマイでの

感染者が少ないことが考えられる。チェンマイ県の邦

人親睦団体である Chiangmai Longstay Life Club や在住

者クラブ、日本人会等各団体は 2 月の定例会を最後に

全ての行事を休止していたが、順次 8 月、9 月より定

例会再開の動きがあったが、11 月末の県内新規感染者

に対する 326 件の大規模追跡調査を鑑み、再び行事開

催を中止している。これら各団体の代表と在チェンマ

イ日本領事で構成される「北部日系団体連絡協議会」

で共有された情報は、各会員にメールを配信すること

で共情報有が行われている。更に日本大使館やチェン

マイ総領事館が、在留届提出済みの人と「たびレジ」

登録者に対して随時お知らせメールを配信している

（Covid-19 関連情報配信回数は 1 月 7 回、2 月 4 回、

非常事態宣言が発令された 3 月は 28 回に渡り情報配

信された）。感染症拡大下で情報を共有するためには、

「たびレジ」登録や在留届提出、邦人親睦団体加入が

有効である。しかし、ここで共有される主な情報はタ

イ政府や日本の外務省によるものである。また、日本

語翻訳にかかる時間があることからオンタイムとは限

らない。タイ政府情報や民間情報を瞬時に入手するた

めには、タイ語や、日本語翻訳より早く情報配信され

る英訳配信される英語が使用できることが有効である。 
感感染染拡拡大大下下のの在在チチェェンンママイイ邦邦人人

2020 年 2-3 月現地調査では 20 人 19 組の聞き取りを

行った。自粛制限下での現地調査であったことから、

対面での聞き取りは 6 組であり、他の 13 組は電話や

Line 等の通信を媒介した聞き取りである。筆者からの

主たる質問は①外出しているか②帰国するかしないか

③なぜ帰国する（帰国しない）のか、の 3 点である。

19 事例の各国籍は日本人 12 例、スイス人 2 例、タイ

人 5 例である。居住形態は、タイ人配偶者または友人

と同居している人は 10 例、日本人配偶者と同居して

いる人は 1 例、単身 8 例である。また、就労者は 5 例

（タイ人 3、日本人 2）、非就労者は 14 例（日本人 11、
タイ人 1、スイス人 2）である。 

表表 聞聞きき取取りり調調査査概概要要

NO. 氏

名 
年代 
年齢 

居 住

形態 
性

別 
国籍 在 住

県 

1 A 61 同居 男 タイ CNX 

2 B 46 同居 女 タイ CNX 

3 C 51 単身 女 タイ BKK 

4 D 60 代 単身 女 日本 CNX 

5 E 60 代 単身 女 日本 CNX 

6 F 70 代 単身 男 日本 CNX 

7 G 70 代 同居 男 日本 CNX 

8 H 70 代 同居 男 日本 CNX 

9 I 60 代 同居 男 スイス CNX 

10 J 30 代 同居 男 スイス CNX 

11 K 50 代 同居 女 タイ CNX 

12 L 50 代 同居 女 タイ CNX 

13 M 60 代 単身 女 日本 CNX 

 
14 

 
N 

夫70代 夫婦 
同居 

男 日本 CNX 

妻60代 女 日本 CNX 

15 O 60 代 同居 女 日本 CNX 

16 P 70 代 単身 男 日本 CNX 

17 Q 60 代 単身 女 日本 CNX 

18 R 70 代 単身 男 日本 CNX 

19 S 50 代 同居 女 日本 BKK 

筆筆者者作作成成

質問①外出しているか、に関する回答では、通勤 
外出が就労者の 5 例であるが、就労しながらも 2 月末

前後からなるべく外出を控えている人が No11、就労者

で非常事態宣言発令まで感染対策しながらも通常通り

外出していた人がNo3 であった。非常事態宣言発令ま

で就労者は通勤していたが、非常事態宣言発令前より

タイではフェイスシールドの着用者が見られた。乳幼

児用のフェイスシールドも販売されている。托鉢する

僧侶も着用している。タイ人の善悪の判断基準に宗教

がかなりの重みが置かれている（中島 2012:34-35）。

日タイの相違点として、政教分離を厳格に適用する日

本の行政と公的宗教たる上座仏教の相違や、氏子や檀

家により維持された神社や寺院に他地域・他宗教・一

般市民からの支援がない日本に対してタイの寺は地域

に根差しつつも信徒組織に閉じられていないことがあ

る。タイも法治国家であり、法律に遵守した生活を営

むが、模範とするものは、幼少時から祖父母や僧侶に

教わってきた仏教の教えである。フェイスシールドの

効力は定かではないが、自分が感染防止に努めている

程度が可視化されることから、そこに住む外国人にも

感染防止の重要性を発信しているとも取れる。今回聞

き取り調査を実施した非就労者の日本人 11 例は全て

外出自粛を実践していた。このうち 2 月以降タイに帰

国した人は 2 例(3 人)である。他の在タイ邦人は国を跨

いだ移動をしていないことから、渡航後 14 日間外出

自粛要請に該当しない人たちである。なぜ彼らは自ら

外出を自粛したのだろうか。チェンマイでは 3 月暑気

に入るとHAZE (3)が発生する。例年チェンマイでは、

この時期 DS1 や N95 などの PM2.5 対策用マスクを着

用し、不要な外出は控えるようする。渡航帰りである

なしに関わらず、この時期の外出は控える習慣があっ

たことも外出自粛要因の一つと言える。日頃から呼吸

器系疾患に対する警戒や対策をタイ人同様に在チェン

マイ邦人も習慣化していたことは、外出自粛に少なか

らずとも影響しているのではないだろうか。No14 のN
夫婦は、2011 年の大洪水や 2006、2014 年のクーデタ

ー、2010 年のデモを引き合いに出し、「洪水では電気

水道も使えなかった。クーデターでは街に戦車が並ん

だ。それに比べれば、コロナで外出自粛するのは電気

も使えるし、戦車もないから物騒ではない」と語った。

在タイ生活の長い邦人は、これまで体験したことの積

み重ねによる経験知が今回の外出自粛に影響したこと

もあるだろう。No7.のG さんは日本からタイに帰国後

外出していたが、タイ人配偶者を通じて居住地の村長

や、群病院関係者、近隣から注意を受け、隣人が用意

した自粛告知看板を玄関に掛け自粛生活に入った。ま
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安心・安全感を共有するために、この外国人住民が対

価として自由を支払ったとも言える。 
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問に驚きながらも何度か検温に協力し、ボランティア
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健省によると、2020 年タイのデング熱感染者数は
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海外渡航歴はない。外出自粛しない理由に、タイ政府

から強制されていないことを述べている。3 月 26 日以

前のタイ政府は、外出自粛をタイへの渡航者に要請し

ている段階であり、No9,10,11 の 3 例は自粛要請対象で

はない。外出する自由や利益は守られている。外出自

粛を容認するものとしないものにどのような特徴があ

るのだろうか。本調査被対象者のうちNo9,10 の在タイ

歴は日本人被対象者より短く、当 2 例は一連の大洪水
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に生じる文化学習と行動適応のプロセスを文化変容と

捉え、文化変容を①統合②同化③隔離・分離④失文化

に類型化した。李原・佐野(2009)は、文化変容は複雑な

プロセスであり影響する要因も多く、これまでの研究

で頻繁に引用された要素として①年齢要因②移住目的、

血縁関係、信仰宗教と職業技能③世代状況④経済状況

と教育レベル⑤出身地⑦滞在年数⑧メンタルヘルスの

8 群を挙げている。No9.10 の 2 例を出身地（国）と滞

在年数のみ抽出して判断はできない。また、外出自粛

した行為のみで、より大きな社会（この場合タイ社会）

との友好関係は価値があり、 求められるべきと判断し

た、とは言い難いが、本調査では外出自粛をするしな

いの選択に、出身国と滞在年数の影響が見られた。 
タイ人以外の被質問者 14 例に対する質問②の回答
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では、帰国した（する）人が 3 例であり、帰国選択要

因は依前から帰国を決めていた 2 例と、VISA 期限切

れの 1 例である。感染拡大を理由とした帰国はなかっ

た。帰国しない 11 例の選択理由のうち、帰国に対する

阻害要因は①帰国したらタイに再入国できない②日本

の方がタイより危ない③帰国後隔離生活したくない④

帰国便が欠航になった⑤ペットがいるから帰国できな

い、等が挙がった。帰国しない選択をしたものは①元々

帰国を予定していない②家族もタイにいるから帰国し

ない 2 例③ここが生活の拠点だから帰国しないの 3 つ

の理由が抽出された。本調査においては、感染症拡大

を理由に帰国を選択した人はいなかったが、日タイの

安全性を比較検討した上で、タイの方が安全と判断し

て帰国しないことを選択した人がいる。換言すれば、

タイにいる限り安心安全を獲得できるが、日本への帰

国は危ない、との不安が帰国を阻害している。仮に日

本へ帰国した場合は①健康状態に異常のない者も含め

て検疫所長の指定する場所（自宅など）で入国の次の

日から起算して 14 日間待機し、空港等からの移動も

含め公共交通機関を使用しない②入国前に、入国者自

らが入国後に待機する滞在先と、空港等からその滞在

先まで移動する手段（公共交通機関以外）を確保する

こと③入国の際に、検疫官によって、入国後に待機す

る滞在先と、空港等から移動する手段について検疫所

に登録することが要請されている。また、入国制限対

象地域に滞在歴のある者には PCR 検査が課され、結果

が出るまで空港内のスペース又は検疫所が指定した施

設等での待機が要請される。陰性であっても、入国翌

日から起算して 14 日間は自宅や施設等で不要不急の

外出を避け待機することが要請されるとともに、保健

所等による健康確認の対象となる。このような帰国に

関わる一連の隔離や検査、宿泊施設の自費負担なども

帰国を阻害する要因になっている。No14のN夫婦は、

帰国しない理由にペットの存在を挙げた。また、チェ

ンマイに家財道具や車を揃えた生活があり、日タイ両

方に直ぐ帰れる家があるわけではないことによる帰国

の難しさも語っている。感染拡大が収まったら、車や

家財道具を処分して帰国を考える人も出るかもしれな

いことを推測しながらも、現時点の移動は難しい捉え

ている。どこにいても自粛生活を課されるのであれば、

日本より広い住環境でメイドの家事介助を受けながら

のタイ生活を選択するという。タイに再入国する場合

は、タイ大使館もしくは総領事館にCOE 申請する。そ

の際には①パスポートと生体（顔写真）頁のコピー②

パスポート内の VISA もしくは再入国許可証印がある

ページ③航空券もしくは予約確認書④Declaration Form
⑤滞在期間中の 10 万米ドル以上もしくはそれに相当

する治療補償額の英文医療保険証⑥医療行為を受ける

目的で渡航する者以外は、14日間隔離施設（. Alternative 
State Quarantine.以下、ASQ と記す。）の予約確認書⑦

入国理由を示した書類が必要である。これらの申請書

類はタイ大使館・総領事館からタイ外務省に転送され

る。これらの書類が承認されると、タイ大使館・総領

事館から COE が発給される。更に出国に当たり航空

会社のカウンターでは①COE②大使館・総領事館で入

手した宣誓書（署名済みのもの）③出発前 72 時間以内

に出された健康証明書（Fit-to-Fly）④10 万ドル以上の

旅行保険を提出し、航空券の発券を受けることになる。

タイ入国後は、全ての外国人は政府の指定したASQや

指定ホテルにて自己負担で 14 日間の検疫措置を受け

る。一旦出国するとタイ再入国のハードルは非常に高

い。このように、タイ再入国の難しさが、日本への帰

国をためらう要因となっている。 
結結論論

本稿では、Covid-19 感染症対策下のタイで、在タイ

IRM 邦人が日本に帰国するか、あるいはタイに残るか

を選択する背景にはどのような支援対策が敷かれてお

り、帰国あるいは残留それぞれの選択に課される自己

責任はどのようなものか、在外邦人に対する支援は妥

当なものであるのか探ることを目的とした。そのため

に、2.にてタイの感染症対策を概観し、Covid-19 拡大

下の在チェンマイ邦人の対応と日タイ出入国に関わる

制限や規制の推移を照合した。その結果、下記 3 点が

明らかになった。第一に、日本国籍を持つものは、タ

イ非常事態宣言下においても帰国選択は可能であるが、

4 月 3 日以降の帰国に際し、経費自己負担による政府

指定施設での 14 日間の自己隔離が必要となり、帰国

に課される負担が大きくなったことが挙げられる。移

動の自由は必ずしも常時保障されたものではないこと

が、今回の感染症拡大下で浮き彫りになった。次に、

在タイ外国人に対するタイ政府の特例措置が挙げられ

る。タイ政府は「王国内の一部外国人の滞在に関する

特例措置」を交付したことから、非常事態宣言発令以

降に王国での滞在許可の期間が終了する者に対して現

在 9 月 25 日まで滞在許可を延長し、居住報告等の義

務を免除している。このことから、帰国せずタイに残
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る。一旦出国するとタイ再入国のハードルは非常に高

い。このように、タイ再入国の難しさが、日本への帰

国をためらう要因となっている。 
結結論論

本稿では、Covid-19 感染症対策下のタイで、在タイ

IRM 邦人が日本に帰国するか、あるいはタイに残るか

を選択する背景にはどのような支援対策が敷かれてお

り、帰国あるいは残留それぞれの選択に課される自己

責任はどのようなものか、在外邦人に対する支援は妥

当なものであるのか探ることを目的とした。そのため

に、2.にてタイの感染症対策を概観し、Covid-19 拡大

下の在チェンマイ邦人の対応と日タイ出入国に関わる

制限や規制の推移を照合した。その結果、下記 3 点が

明らかになった。第一に、日本国籍を持つものは、タ

イ非常事態宣言下においても帰国選択は可能であるが、

4 月 3 日以降の帰国に際し、経費自己負担による政府

指定施設での 14 日間の自己隔離が必要となり、帰国

に課される負担が大きくなったことが挙げられる。移

動の自由は必ずしも常時保障されたものではないこと

が、今回の感染症拡大下で浮き彫りになった。次に、

在タイ外国人に対するタイ政府の特例措置が挙げられ

る。タイ政府は「王国内の一部外国人の滞在に関する

特例措置」を交付したことから、非常事態宣言発令以

降に王国での滞在許可の期間が終了する者に対して現

在 9 月 25 日まで滞在許可を延長し、居住報告等の義

務を免除している。このことから、帰国せずタイに残

ることを選択する自由も保障されているが、一方で、

非常事態宣言下の外出自粛や行動制限が課されている。

また、Covid-19 の影響が労働環境に及び失業者や困窮

者による犯罪グループ活発化などの治安悪化がある。

感染防止のみならず、安全対策にも注意を払う必要が

ある。最後に、治安悪化が懸念される中で新しい日常

に対応しながらタイに留まるものと、日本帰国者の先

の見えないタイ再入国がある。現地タイ人は、法と共

に仏教に所以する善悪判断基準を基に生活を営む。在

タイ日本人は彼らの行動様式や、これまでの洪水、ク

ーデターから学んだ経験知や郷に入っては郷に従う精

神で非常事態下の新しい生活に対応している。一方で、

帰国した後にタイへ再入国が認められる外国人は、「国

際的な人の移動に関する決定事項」で認められたもの

に限定され、航空機搭乗 72 時間以内に医師により作

成された Covid-19 陰性証明書と Covid-19 罹患時に保

障される 10 万米ドル相当の保険加入証や、在日本タ

イ大使館により発行された COE を保持することが前

提である。一度タイを出国したら、いつ再びタイに入

国するできるかは不透明である。生活の本拠地（国）

の設定には、移動が困難となる場合を含めて熟考する

必要性がここにある。在タイ邦人が帰国するかタイに

留まるかの選択においては、タイが居住地である、帰

国の必要がない、家族もタイに居る、など様々な理由

によりタイに留まる人がいる一方で、帰国を考えなが

らも帰国後の不自由さや不安、タイでの生活や同居す

るペットの世話など、帰国を躊躇う要因をもつ人もい

る。それぞれの事情に基づき個別に判断した結果に課

される責任を熟考し、海外に住むことに対するリスク

に備えることは喫緊の課題である。 
本稿では、在タイ邦人 IRM を事例に彼らの移動意思

決定を焦点に考察した。今後は、ワクチン接種に当た

り、在チェンマイ IRM 邦人はどこで接種するのかすべ

きなのか、タイ政府は在留外国人に対する摂取基準を

どのように判断するのか、ワクチン接種が進む中での、

在チェンマイ邦人のあるべき姿と自己責任範囲の再考

を課題として本稿の結びとしたい。 
 

【【補補注注】】

(1) Joint Commission International の略称。米国の病院評価機構

（JC：The Joint Commission）で認定された医療機関。タイは  

61 施設認定されている。 

(2) World Travel &Tourism Council の略称 

(3) 目に見えない乾いた微粒子(PM10・PM2.5)の浮遊による

煙霧（スモッグ）。野焼きやディーゼルガソリン車両の排気

ガスが主な原因。2007 年から問題視されているが、悪化を

辿る。 
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｢｢長長期期滞滞在在型型国国内内旅旅行行｣｣推推進進事事業業のの経経緯緯とと今今後後へへのの意意義義

― 実務者の視点から ―

The Past Case of “Domestic Long Stay Tourism” Promotion Project and Its Significance for Future Reference.

松山 豊浩＊

MATSUYAMA, Toyohiro

「観光(ツーリズム)は 21 世紀のリーディング産業」とされて久しいが、2001 年以降も日本人の国内宿泊旅行は

低迷し、消費額、国民一人当たりの年間旅行回数・宿泊数とも減少もしくは横ばいが続いている。その打開策と

して、国内旅行の多様な効用を訴えて国民生活における旅行の優先度を高め、1. 旅行人数を増やす 2. 旅行回数

を増やす 3. 旅行滞在日数を増やす(＝「長期滞在型旅行」の促進) の 3 点を目的とした取組の必要性が叫ばれる

とともに、2010 年前後に我が国唯一の｢休暇改革｣および「長期滞在型国内旅行｣推進事業がツーリズム業界団体

を中心に実践され、一定度の進捗成果を得た経緯がある。筆者は 2010～13 年にかけて当該事業の実務推進者を

務めたが、現下の Covid-19(新型コロナウィルス)感染拡大による観光業界また国民の観光全体の未曽有の危機を

身近に感じ、あらためて当該事業の経緯･実績が”after Corona”の「観光立国」への国内観光の再興とより豊かな

国民生活を実現する｢新しい観光行動｣の確立に向けた意義を有するものと考え、事例を振り返る。

キーワード：観光、ツーリズム、日本人国内宿泊旅行、長期滞在型国内旅行、１ウィークバカンス、

ディスカバケーション、休暇改革、ロングステイ、ワーケーション

１１．．「「長長期期滞滞在在型型国国内内旅旅行行」」推推進進のの背背景景

21 世紀を目前とした 2000 年 10 月、経団連の「21 世

紀のわが国観光のあり方に関する提言」において、「観

光は 21 世紀の成長産業」として明確に位置付けられ、

続いて、観光関連企業・団体が協力してツーリズム産

業の大きな可能性の実現を目指し、観光産業の横断的

課題の取組を強化するとともに民間の活力を生かした

実践的な活動を行っていくために、2001 年 11 月、㈳

日本ツーリズム産業団体連合会 (略称：TIJ、以下 TIJ
と称す。) が設立された。この TIJ は、1. 国際理解の

推進のための訪日外客数を大幅に増加させること。2. 
日本経済を牽引するために経済波及効果を測定しツー

リズム産業の重要性をアピールする。3. ゆとりある人

生を過ごすために休暇のとり方を改革し長期休暇を実

現させること の 3 本柱の事業目標を中心に 2011 年 3
月末日まで約 10 年精力的に活動した。

続く 2011 年 4 月、㈳日本観光協会との合体により

㈳日本観光振興協会(略称：JTTA、以下 JTTA と称す。) 
(現在の(公社)日本観光振興協会) が発足し、TIJ 事業を

継承する事務局が設けられ、休暇改革、ツーウェイツ

ーリズム、産学連携、広報啓発の TIJ の 4 つのコア事

業は、名称変更のうえ JTTA 事業として引き継ぐこと

により全国の観光地域への拡大を目指して活動を継続

することとなった。

このTIJ から JTTA に至る流れにおいて、「長期滞在

型国内旅行」推進の取組は休暇改革事業の中心的課題

として、訪日外国人旅行者(以下、インバウンドと称

す。) の急速な拡大が進んだ 2015 年度に JTTA が当該

事業の旗を降ろすまでの間、様々な形で積極的かつ実

践的に実施された。

現下のCovid-19 (以下、新型コロナと称す。) の世界

的パンデミックによるツーリズム界全体の過去に経験

のない甚大な危機から今後再興への舵を切るにあたり、

Go To トラベルのような緊急避難的な観光救済政策の

実行や未だ目途のない中で再びインバウンドの復活に

期待を寄せて準備を進めることは極めて重要である。

しかし筆者は、それとは異なる視点から、我が国の

観光におけるより根本的な命題として今も残されたま

まとなっている日本人旅行者を対象とした「長期滞在

型国内旅行」推進への産官学を貫いた理解と連携によ

る新たな取組の実践が、今こそ喫緊の課題として再認

識し、本事例報告を記すこととする。

＊正会員 
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＊正会員 

２２．．「「長長期期滞滞在在型型国国内内旅旅行行」」推推進進事事業業のの取取組組事事例例 
筆者は前述の TIJ と㈳日本観光協会の合体期から新

生 JTTA としての事業継承期にあたる 2010～13 年度

に、会員であるツーリズム関連企業からの人材出向に

より休暇改革事業の責任者として職務を遂行した。 
TIJ 時代から継承した政策提言および国民向け啓蒙

活動である「1 ウィークバカンスキャンペーン」をは

じめ、観光関連団体および民間企業の協力に加え、

JTTA にて初めて可能となる地域への展開にも取り組

み、JTTA・地域・民間企業の連携と協働による新機軸

の「長期滞在型国内旅行商品」の企画開発と造成を進

め、「ディスカバケーション」 (英語の”Discover”
と”Vacation”の二つの意味を掛け合わせた造語)という

共通商品ブランドで共通ロゴを使用した旅行商品化と

販売 PR 等をとおして、有給休暇取得促進による「長

期滞在型国内旅行」の国民旅行者への推奨とともに地

域での長期滞在旅行者の受け入れ体制および各地域な

らではの「ニューツーリズム」を促進する観光コンテ

ンツや体験プログラム等の整備を行い、2012～13 年度

には一定度の成果を得た。 

図 1 「ディスカバケーション」推進の基本構想 

その一例として、以下に奥能登地方(珠洲地域)にお

ける「長期滞在型旅行商品」の新規造成事例に触れる。

当時 JTTA 内で運営されていた「国内旅行需要創造委

員会」(※ TIJ の「休暇改革委員会」を継承する委員会) 
(以下、委員会と称す)では、その主要事業課題として、

1. 休暇改革の啓蒙と促進 2. 長期滞在型国内旅行商

品の創造 を推進しており、2011 年 3 月に発生した東

日本大震災から約 1 年を経た 2012 年 5～6 月にかけて

全国都道府県の観光主管部署に管下の観光地域におけ

る「長期滞在型旅行の受入推進事例等に関する照会ア

ンケート」を実施・集約し、前出「ディスカバケーシ

ョン」ブランドの「長期滞在型国内旅行商品」新規造

成候補地域を、①長野県 飯山市および白馬村地域 ②

石川県 珠洲市周辺地域 ③北海道 富良野市および美

瑛町地域の 3 地域に絞り込んだ。この 3 地域を候補と

した理由は、全国都道府県の観光主管部署からのアン

ケート記載内容の対象地域において、1. 地域主体にお

いて長期滞在型旅行の意義と効果が理解されているこ

と 2. 地域主体による滞在旅行企画や受け入れ体制

および滞在時の体験プログラムやプレジャーコンテン

ツの調査や検討が一定度実施されていること 3. 旅
行企業が協力することにより短期間で魅力ある長期滞

在型商品企画～造成が期待できること 等を委員会事

務局が精査し、委員会に提案のうえ正式に承認を得た

地域であるというものであった。 
この 3 候補地域の中で、JTTA 委員会が推進調整役

を担い、地域と旅行企業の協働により最初に商品造成

が実現して販売に至ったのが ②の石川県 珠洲市周辺

地域である。ここでは地域主体の珠洲市観光主管課が

予てから当時県が主催していた「ヘルスツーリズム研

究会」に参画し、第 3 セクター運営のリゾート型ホテ

ルを拠点とした「健康と食」をテーマとした新規旅行

商品企画を模索していたところであった。 
委員会では委員メンバーに名を連ねる旅行各社に

候補地域周辺の観光周遊ポイントや滞在プログラム等

のポテンシャルをはじめ商品企画の実現性評価を求め、

前出 3 候補地域のうち各社として評価が高いいずれか

1 つの地域での商品造成を進めるという挙手型の事業

推進を実践した。各候補地域について、地域主体の観

光企画担当者と企業の商品造成担当者および委員会事

務局が結集し、数回にわたる現地視察や協議を重ね、

その結果、奥能登珠洲地域では地域主体と航空系旅行

会社の積極的な協力と円滑な商品造成の具体化が進み、

「ヘルス」をテーマとした WEB 商品『能登 癒しの

休日』として、お試し型の「1 泊 2 日」と長期滞在型

およびリピーター向けの「6 泊 7 日」の 2 コースを企

画、造成した。 
2 日間コースではリゾートホテルでの「エステと健

康」および「オープンエア・フィットネスプログラム」

を、7 日間滞在コースではそれに加えて里山活動施設

での「各種野外体験型着地プログラム」を設定し、旅

行シーズンの初夏を控え 2013 年 5 月に発売開始に至

った。時期・コース別の集客数実績等は非公開のため

正確に把握できなかったが、委員会では発売後同年夏

期までの予約実績として 20 名程度との報告があった。 
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図 2 「ディスカバケーション」旅行商品Web パンフ

3. 地地域域主主体体とと旅旅行行会会社社のの協協働働にによよるる商商品品化化のの意意義義

この事例は、2000 年のハッピーマンデーの施行を契機

に、観光庁発足以前から国内旅行活性化と観光地域振

興の重要な課題として 2002 年の「秋休みキャンペー

ン」を端緒として長年取り組まれてきた TIJ の「1 ウ

ィークバカンスキャンペーン」(※ 国民旅行者に年に

1 度の長期休暇取得とそれを活用した長期旅行を推奨

する啓蒙キャンペーン事業) をはじめとする「休暇改

革」推進運動や東日本大震災発生で中断された「休暇

分散化」トライアルの主旨も踏まえた、地域を含む業

界横断的な新たな活動であり、また、国民勤労者の長

年の課題である「有給休暇取得率向上」および「長期

休暇取得促進」と「長期滞在型国内旅行」への積極的

参加を結びつけることにより、旅行をとおしたより豊

かな国民生活の実現を目指す重要な一歩であった。

2013 年度はさらに「ディスカバケーション」を新規

旅行商品化モデル事業に進化させ、ポテンシャルと意

欲が備わった地域での魅力ある商品造成を加速するこ

とを目指し、委員会として地域からの公募を前提とし

たスキームを提案して議論を進めた。あらためて、1.
有給休暇取得率向上・休暇制度改革等の「休暇改革」

の推進 2. 地域が有する観光資源を活用した魅力あ

る「ニューツーリズム」の促進 3. 国内観光旅行一人

当り宿泊数 2.5 泊（旅行消費額 30 兆円）の目標達成

を明確な目標に掲げ、「観光立国」実現に向けた幅広い

課題の相乗効果的な推進とモデル事業化を実践するス

キーム案とした。

しかしながら、2020 年オリンピック・パラリンピッ

ク東京大会の誘致決定とともにインバウンドの受入拡

大に観光政策の舵が切られた 2013～14 年以降、「休暇

改革」を目指す国民運動、業界団体を中心に観光地域

と旅行会社の協働による「長期滞在型国内旅行」の商

品化拡大を目指す持続的な事業推進の動きは急速に勢

いを失い、インバウンド実績が急伸する一方で 2015 年

までの僅か 1～2 年の間に影を潜めて行った。

筆者は、この経緯の中に、わずか約 1 年前の 2020 年

初頭まで絶好調であったインバウンドの姿が完全に消

滅した現下の新型コロナ感染拡大による観光地域およ

び業界全体の未曽有の危機から、近い将来の ”after 
Corona” 時代を想起して可能な限り早期に我が国のツ

ーリズム再興の実現に向けて再始動するための極めて

重要なカギが隠されていると確信している。

図 3 「ディスカバケーション」モデル事業化(案)

4. 今今後後のの観観光光再再興興とと「「観観光光立立国国」」実実現現へへののヒヒンントト

2020 年初春以降、日本は世界と同時に新型コロナの

パンデミックに襲われ、国境を越える人の移動が厳し

く制約を受け、2020 年 4,000 万人の政府目標に向けて

急増を続け全国各地の観光地域にも足を運ぶようにな

ったインバウンドがビジネスやMICE渡航者を含め瞬

く間に姿を消し、また 2019 年には 2,000 万人を超える

過去最多を記録した日本人海外旅行者(アウトバウン

ド)もほぼ皆無となるという、まさに新たな感染症のイ

ベントリスクによってツーリズム産業全般の存続自体

が困難な危機的状況のみならず、医療や介護をはじめ

国民の健康と安全が保障される社会生活、飲食業や小

売業を代表とする大半の経済活動に甚大な影響が及び、

未だ収束の目途も見通せない「国難」にある。

一方で、インバウンドのさらなる拡大を中心に展開
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パンデミックに襲われ、国境を越える人の移動が厳し

く制約を受け、2020 年 4,000 万人の政府目標に向けて

急増を続け全国各地の観光地域にも足を運ぶようにな

ったインバウンドがビジネスやMICE渡航者を含め瞬

く間に姿を消し、また 2019 年には 2,000 万人を超える

過去最多を記録した日本人海外旅行者(アウトバウン

ド)もほぼ皆無となるという、まさに新たな感染症のイ

ベントリスクによってツーリズム産業全般の存続自体

が困難な危機的状況のみならず、医療や介護をはじめ

国民の健康と安全が保障される社会生活、飲食業や小

売業を代表とする大半の経済活動に甚大な影響が及び、

未だ収束の目途も見通せない「国難」にある。

一方で、インバウンドのさらなる拡大を中心に展開

され、大きな成果を示してきた近年の観光諸政策の傍

らで、「休暇改革」やそれと連動する「長期滞在型国内

旅行」の促進を目的とした自国民の国内旅行活動の利

益拡大に向けた観光政策や国民運動的な地道な取組が

注目を失ってきたことは否めず、その結果、関連数値

指標も好ましい顕著な向上や改善は表れていない。(1.
日本人国内宿泊旅行消費額：2008 年 15.6 兆円 2013
年 15.4兆円 2018年15.8兆円 2019年17.2兆円 2. 
国内宿泊旅行一人当たり宿泊数：2008 年 2.37 泊 2013
年 2.35 泊 2018 年 2.14 泊 2019 年 2.31 泊 3. 日本

人有給休暇取得日数･取得率：2008 年 8.5 日･47.4% 
2013 年 9.0 日・48.8% 2018 年 9.4 日・52.4% ※政

府の有給休暇取得率目標：2020 年までに 70%)。

表 1 労働者１人平均の年次有給休暇の推移

筆者は、現下の先の見えない「国難」の渦中にあっ

て急遽当たり前となったリモートワークで PC に向か

い「日本の観光の将来」に思いを巡らす中、本学会に

おける多くの研究者の先生方による「長期滞在型・ロ

ングステイ観光」に関する各種テーマの学際的な研究

活動が極めて重要であることに加え、本報告にて取り

上げた地域と旅行業界の協働による過去の「長期滞在

型国内旅行」推進への具体的な商品造成や持続的な事

業化に類する取組が非常に大きな意義を持つものと考

えるに至った。

諸外国が先行する「ワクチンパスポート」の開発お

よび国際的認証と運用が日本でも開始され、インバウ

ンドの安全な入国が再開して再び増加に転じるまでの

間、日本のツーリズム産業と観光地域の再興は、国民

全体へのワクチン接種実施とともに順次再開されて行

くであろう「日本人国内旅行」の拡大に頼らざるを得

ず、それには当面Go To トラベルのような一過性の緊

急避難的な観光支援政策が重要であることに変わりな

いが、それらは財源的にも期間的にも限度があり、一

方で昨今は「マイクロツーリズム」、「お一人様(ソロ)ツ

ーリズム」、「ワーケーション」等に特化した政策支援

や事業推進の必要性が叫ばれている。

そのような中、旅の根源的かつ最も大きな効果とも

いえる「旅行をとおした国民のより豊かな社会生活」

の実現 (=筆者が考える、本来の意味の「観光立国」の

実現) のために、再びツーリズム産業界が業界団体等

をとおして主体的に「休暇改革」の促進と「長期滞在

型国内旅行」の推進の旗を高く掲げ、”New Norma” 時

代の新しい旅行行動様式を効果的に提案・促進するサ

スティナブルかつ先進的な観光政策の実行を提言する

とともに、疲弊する観光地域が希望を持って自ら復活

を目指すためにも旅行会社や業界団体との新たな協働

事業が今の時期だからこそあらためて求められるもの

と思料する。

筆者は、従来の「二地点居住」および「国内ロング

ステイ」、そして新たな生活と働き方を両立する「ワー

ケーション」は、まさしくこれまで長い経緯を持つ「休

暇改革」と「長期滞在型国内旅行」にかかわる未達成

課題の延長線にあることから、新型コロナ感染拡大の

経験とイベントリスク管理の反省とともに、これら可

能性に溢れた新旧の諸課題を日本人と日本社会の変革

テーマとして再構築した上でプラスに活かしていくこ

とが、”after Corona” における国内旅行および観光の本

格的な再興への最短の道筋であり、さらには「長期滞

在型国内旅行」は「滞在」すればするほど観光分野の

みならず地域経済全体により大きな効果をもたらし、

これは日本人旅行者とインバウンドの両者に共通する

特徴であることから、全国の観光地域における「長期

滞在型国内旅行」プログラムと受入体制の積極的拡充

はインバウンド本格再開時の誘致訴求の決定打にもな

り得る重要なヒントであると考える。

以上

謝謝辞辞：：本報告は個人として調査および記述したものである

が、 ～ 年にかけて筆者とともに目標を共有し、困難

な環境の中でも事業推進に果敢に取り組み尽力した全ての

関係者にあらためて尊敬の念と謝意を表したい。また、今
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会および事務局各位に衷心より深謝申し上げたい。
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【【補補注注】】 
(1) 図 1 および図 3：事業関連記録より筆者作成。 

(2) 図 2：商品造成販売旅行会社Web ページ(2013)より引

用。 

(3) 表 1：下記参考文献の (一社) 日本旅行業協会(2020) 

「数字が語る旅行業 2020」69P より引用。（注）1.  

2008 年から「常用労働者が 30 人以上の民営企業」に範

囲を拡大した。2.  2014 年から「常用労働者が 30 人以

上である民営法人」を調査対象とし、更に「複合サービ

ス事業」を含めた。出典：厚生労働省「平成 31

（2019）年就労条件総合調査」（2019.10.） 

 

【【参参考考文文献献】】 

(一社) 日本旅行業協会「数字が語る旅行業 2020」(2020) 69P 

(社) 経済団体連合会 意見書「21 世紀のわが国観光のあり

方に関する提言－新しい国づくりのために－」(2000) 

https://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2000/051/honbun.h

tml (2021.1.閲覧)  

(公社) 日本観光振興協会 事業報告 「平成 25 年度主要事業

の取組について」(2013) https://www.nihon-

kankou.or.jp./home/userfiles/files/autoupload/H25jigyougaiyou.
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観光庁 観光白書「平成 27 年度 観光の状況」(2015) 10-11P 

観光庁 観光白書「令和元年度 観光の状況」(2020) 16-17P 

観光庁 発表資料「旅行・観光消費動向調査 2019 年年間値（確

報）」(2020.4.) 1-3P 
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* 帝京大学経済学部 ** 杏林大学外国語学部 

新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症のの流流行行下下ににおおけけるるママレレーーシシアアのの日日本本人人ロロンンググスステテ

イイヤヤーーのの生生活活にに関関すするる研研究究 
Study on the Life of Japanese Long-stayers in Malaysia under the Epidemic of COVID-19 

 
花井友美＊、野口洋平＊＊、金振晩＊ 

HANAI, Tomomi, NOGUCHI, Yohei, KIM, Jinman 

 
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的大流行が発生し、海外ロングステイヤーの取り巻く環境も大

きく変化している。そこで、日本における海外ロングステイ先の第１位であるマレーシアを取り上げ、COVID-
19 の流行下におけるマレーシア政府の方針およびロングステイヤーの再入国・出国手続きの概要を整理した。

それを踏まえ、マレーシア滞在中のロングステイヤーへのヒアリングを通じ、COVID-19 の流行が、海外ロング

ステイヤーの生活にどのような影響を及ぼしているか実態を把握した。その結果、食事や買い物などの日常生活

レベルにおいては、住民の間から自然発生的・自発的に協力体制が形成され、混乱なく生活が行われたようであ

る。一方で、出入国については曖昧な情報が錯綜するなど混乱が見られた。 
 

キーワード：マレーシア、ロングステイ、新型コロナウイルス感染症 

 
１１．． 目目的的

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界規模

の流行下のもと、海外ロングステイヤーを取り巻く環

境も目まぐるしく変化している。第一に、ロングステ

イ先と日本とのあいだの往復が禁止・制限されている。

第二に、ロングステイ先の国・地域の法令や条例に従

い、新たな生活様式で過ごすことが余儀なくされてい

る。 
2020 年度の分科会では、日本からのロングステイヤ

ーが多いマレーシアを対象とし、COVID-19 の流行下

におけるMM2H（マレーシア・マイ・セカンドホーム）

ビザに関するマレーシア政府の方針およびロングステ

イヤーの再入国・出国手続きの概要を整理した。また、

現地サプライヤーへのヒアリングから、COVID-19 の

流行が、海外ロングステイヤーの生活にどのような影

響を及ぼし、海外ロングステイヤーがどのような不安

や懸念を感じているのか整理し、COVID-19 のような

危機的な状況下で求められるロングステイ先の基盤や

仕組みについて考察した。 
本分科会は、2020 年度の研究成果を踏まえ、 

①引き続きCOVID-19の流行下におけるマレーシア政

府の方針およびロングステイヤーの再入国・出国手続

きの概要を整理する 
②マレーシアに滞在するロングステイヤーの生活状況

及びレジャー活動への興味・関心についての実態調査

（ヒアリング）を実施する 
ことを目的とする。 
 
２２．． ママレレーーシシアア政政府府のの へへのの対対策策

図 1 は、マレーシア国内の COVID-19 新規感染症例

数の推移を示したものである。 
2020 年 3 月 16 日、マレーシアのムヒディン首相は

ロックダウンを発表した。同月 18 日には「活動制限令

（Movement Control Order，MCO）」が発令され、罰則

を伴う厳しい外出規制がされ、軍隊も出動した。その

結果、COVID-19 の抑え込みに成功した。5 月には、政

府の定める規制内容（SOP）のもと、各州で「条件付

き活動制限令（Conditional Movement Control Order; 
CMCO）」が施行され、多くの経済活動・社会活動が許

可されるようになった。6 月になると、CMCO は「回

復のための活動制限令（Recovery movement control 
order ; RMCO）」に置き換わり、SOP に従うことを条件

に、ほぼすべての社会・経済活動が許可されるように

なった。 
しかし、9 月末にサバ州で選挙が行われ、それに伴

う外出・移動により感染者数急増した。10 月 7 日には

サバ州の 3 地区（コタキナバル、プナンパン、プタタ

ン）を対象に再度 CMCO が施行され、同月 10 日から 
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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的大流行が発生し、海外ロングステイヤーの取り巻く環境も大

きく変化している。そこで、日本における海外ロングステイ先の第１位であるマレーシアを取り上げ、COVID-
19 の流行下におけるマレーシア政府の方針およびロングステイヤーの再入国・出国手続きの概要を整理した。

それを踏まえ、マレーシア滞在中のロングステイヤーへのヒアリングを通じ、COVID-19 の流行が、海外ロング

ステイヤーの生活にどのような影響を及ぼしているか実態を把握した。その結果、食事や買い物などの日常生活

レベルにおいては、住民の間から自然発生的・自発的に協力体制が形成され、混乱なく生活が行われたようであ

る。一方で、出入国については曖昧な情報が錯綜するなど混乱が見られた。 
 

キーワード：マレーシア、ロングステイ、新型コロナウイルス感染症 

 
１１．． 目目的的
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２２．． ママレレーーシシアア政政府府のの へへのの対対策策
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復のための活動制限令（Recovery movement control 
order ; RMCO）」に置き換わり、SOP に従うことを条件

に、ほぼすべての社会・経済活動が許可されるように

なった。 
しかし、9 月末にサバ州で選挙が行われ、それに伴

う外出・移動により感染者数急増した。10 月 7 日には

サバ州の 3 地区（コタキナバル、プナンパン、プタタ

ン）を対象に再度 CMCO が施行され、同月 10 日から 

 
はサバ州サンダカン、パパル、トゥアラン及びスラン

ゴール州クランでも CMCO が施行された。感染者数

の急増は半島にも飛び火し、COVID-19 の新規感染症

例数が再び急増した。2021 年 1 月 12 日、ムヒディン

首相は特別声明で、憲法第 150 条第 1 項に基づく全国

を対象とする非常事態宣言の発出提案に関し、国王が

合意したことを発表した。また、同月 13 日には首都圏

を中心に MCO が再度発令された。本 MCO は 3 月 4
日まで続いた。これらの MCO を経て、新規感染症例

数は 3 月下旬には一時的に減少した。その後、CMCO、
RMCO の実施に基づき、条件付きながらも経済活動が

再開された。 
しかし、2021 年 4 月後半になると、再度新規感染者

症例数が増加し、4 月 27 日にクランタン州でMCO が

再度発令されたことを契機に、ペナン州、ペラ州、パ

ハン州でもMCO が発令され、5 月 12 日にはマレーシ

ア全域で、緊急、健康、就労、商業活動、ワクチン接

種の予約といった目的、さらには遠距離となる夫婦を

除く地区及び州を越える移動の禁止、並びにレストラ

ンや飲食店での飲食の禁止などを含む MCO が発令さ

れた（6 月 7 日まで）。さらに同月 28 日には、マレー

シア首相官邸は、一日の新規感染者症例数が 8,000 人

を越え、かつ、治療（療養）中の未回復である現感染

者数も70,000人以上という国内の感染拡大状況を踏ま

え、マレーシア全土において、マレーシア国家安全保

障会議が定める必要な経済及びサービス分野を除く、 

 
全ての社会・経済活動を停止するトータルロックダウ

ンのフェーズ１を 6 月 1 日から実施することを発表し

た。同月 27 日、トータルロックダウンフェーズ１の継

続を含む国家回復計画（National Recovery Plan, NRP）
の段階ごとの規制の一部が発表された。NRP では、3
つの主要な指標（新規感染症例数、ICU 病床使用率、

ワクチン投与率）に基づき、段階的に規制が緩和され

ていく（表 1）。 
表 1 NRP の各段階の指標 

段階 指標 
フェーズ１

→フェーズ

２ 

・成人のワクチン投与（2 回）人口率

10% 
・新規感染症例 4,000 例未満 
・ICU 病床使用率 50～70%  

フェーズ２

→フェーズ

３ 

・成人のワクチン投与（2 回）人口率

40% 
・新規感染症例 2,000 例未満 
・ICU 病床使用率 50%未満  

フェーズ３

→フェーズ

４ 

・成人のワクチン投与（2 回）人口率

60% 
・新規感染症例 500 例未満 
・ICU 病床使用率 50%未満  

 
３３．．ママレレーーシシアアににおおけけるるワワククチチンンのの接接種種状状況況

表 2 はマレーシアにおけるワクチンの接種状況を月
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出典：マレーシア保険省の公表データを基に作成（2022/2時点）

図1 マレーシア国内のCOVID-19新規感染症例数の推移
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別に集計したものである。2022 年 2 月 15 日時点では

2 回の接種を完了した者が 25,735,982 名（78.8%）、3 回

目の接種完了者が 13,486,823（41.3%）である。マレー

シアでは、マレーシア政府開発アプリ MySejahtera 経

由でワクチン接種の予約が可能である。また、

MySejahtera は、訪れた場所をチェックインすることで、

アプリ保有者の感染リスク管理や感染発覚前の行動追

跡を行い、周りに感染者が出たかを確認できる他、毎

日の感染者数の確認も可能である。 
表 2 マレーシアにおけるワクチン接種者の推移 

 2 回目の接種 3 回目の接種 

 
接種回数 

接種回数

累計 
接種回数 

接種回数

累計 

2021 年 

2 月 
19 19 0 0 

3 月 218956 218975 0 0 

4 月 342090 561065 0 0 

5 月 533350 1094415 0 0 

6 月 1247889 2342304 0 0 

7 月 4566562 6908866 0 0 

8 月 8417554 15326420 0 0 

9 月 5565348 20891768 252 252 

10 月 3912141 24803909 319303 319555 

11 月 669609 25473518 2161692 2481247 

12 月 162179 25635697 3844984 6326231 

2022 年 

1 月 
78575 25714272 5686732 12012963 

※1 2021 年 2 月は 2 月 24 日～28 日の集計 
出典：マレーシア政府の発表をもとに作成 

 
４４．．ママレレーーシシアアににおおけけるる人人々々のの生生活活状状況況（（規規制制））

2022 年 2 月 15 日時点ではクランタン州とサワラク

州以外の州はフェーズ４に緩和されている。 
フェーズ４では、原則フェーズ４の州への移動のみ

可能であるが、2 回のワクチン接種が完了している場

合は、県と州をまたがった移動が可能であり、マレー

シアに居住し、海外から到着した市民および他国から

訪れた人は、自宅での強制検疫を受けることができる。

外食については、ソーシャルディスタンスを守ること

を条件として、認められている。食料品店などは SOP
に従い開いており、車の乗客定員を守った上で買い物

が可能である。スポーツについては、ソーシャルディ

スタンスを守ることを条件として認められている。ラ

イブパフォーマンスやイベントの開催は、開催地の人

数上限を収容定員まで、かつソーシャルディスタンス

を守ることを条件として認められている。 
各地域がどの段階にあり、どのような活動が許可さ

れているかは NRP のウェブページ（マレー語・英語）

から確認することができる（図 2）。各段階おいて許可

される活動について整理した表を付録 1 に記載する。

個別の詳細説明についてはマレーシア国家安全保障会

議（NSC）のウェブサイト(1)で発表されているが、マレ

ー語のみである。その他にも、マレーシア保健省の公

式 Facebook や twitter アカウント(2)、マレーシア保健省

保険局ノル・ヒシャム・アブドゥラ氏の公式 twitter ア
カウント(3)でも情報が発信されている（マレー語）。 

  
図 2 セランゴール州の段階情報の例 

 
５５．．日日本本人人ロロンンググスステテイイヤヤーーののヒヒアアリリンンググ

概概要要

新型コロナウイルス感染症の流行が、海外ロングス

テイヤーの生活にどのような影響を及ぼし、どのよう

な不安や懸念を海外ロングステイヤーが感じているの

かを明らかにする。 
方方法法

実施日：2022 年 2 月 9 日 
ヒアリング対象者：マレーシア滞在歴 8 年の日本人ロ

ングステイヤー（女性、セランゴール州滞在） 
結結果果

 ヒアリングの結果について表 3 に要約する。 
表 3 ヒアリングの結果概要 

[現在の食事や買い物、レジャー活動] 
・現在（2022 年 2 月）はフェーズ４の段階であり、

ワクチン接種者（2 回以上）はほぼ制限なく活動で

きている。ただ、ワクチン未接種の場合は、スーパ

出典：NRP （https://pelanpemulihannegara.gov.my/index-en.html） 
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保険局ノル・ヒシャム・アブドゥラ氏の公式 twitter ア
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図 2 セランゴール州の段階情報の例 
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新型コロナウイルス感染症の流行が、海外ロングス

テイヤーの生活にどのような影響を及ぼし、どのよう

な不安や懸念を海外ロングステイヤーが感じているの

かを明らかにする。 
方方法法

実施日：2022 年 2 月 9 日 
ヒアリング対象者：マレーシア滞在歴 8 年の日本人ロ

ングステイヤー（女性、セランゴール州滞在） 
結結果果

 ヒアリングの結果について表 3 に要約する。 
表 3 ヒアリングの結果概要 

[現在の食事や買い物、レジャー活動] 
・現在（2022 年 2 月）はフェーズ４の段階であり、

ワクチン接種者（2 回以上）はほぼ制限なく活動で

きている。ただ、ワクチン未接種の場合は、スーパ

出典：NRP （https://pelanpemulihannegara.gov.my/index-en.html） 

ーやレストランに行くことはできず、家に閉じこも

っている人もいる。 
・レジャー活動においても、ゴルフなどの屋外活動

は許可されている。日本人会や趣味のサークル活動

も再開されている。しかし、これまで約 2 年の間活

動がされていなかったので、その間に母国に帰国し

た人も多かった。 
・総じてみて、最も影響が大きかったのは、趣味に

関わるレジャー活動や友人との対面でのコミュニ

ケーションが制限されたことである。 
[1 回目の MCO 発令後の食事や買い物] 
・3 ヵ月程度はロックダウンに近い状況であった。

飲食店での食事提供業務は停止されていたが、デリ

バリーサービスは許可されていたので、すぐに食事

や食品のデリバリーサービスが始まった。 
・スーパーへの外出も人数制限や時間制限、移動距

離の制限があったため、食事以外のデリバリーサー

ビスも次第に増加していった。 
・個人でデリバリーを頼むと配達コストがかかるた

め、コンドミニアムの住民たちでデリバリーグルー

プを作り、コンドミニアム単位でデリバリーの注文

をする仕組みができる等、コンドミニアムにデリバ

リールームが開設された。 
[SOP] 
・マレーシアでは罰則規定が厳しいこともあり、政

府や州から発せられた SOP は厳格に遵守されてい

るようである。店舗の場合、違反した場合は、店舗

だけでなく、その従業員及び顧客も罰則対象とな

る。 
・NRP のフェーズに加え州ごとのCMCO や RMCO
があり、また許可されている活動内容も政府の発表

で急に変更になる。そのため、今どの活動がどこま

で許可されているのかを把握することは難しい。最

新の情報はマレーシア保健省や政府高官が

Facebook などで発信するが、マレー語のみのため、

それらの情報を見た第三者によって英語に翻訳・投

稿されたニュースを見て、情報を知ることが多かっ

た。また、住民間で WhatsApp のグループチャット

でそれらの情報を共有し合っている。 
[日本への一時帰国] 
・2021 年 10 月から 2022 年 1 月にかけて日本に一

時帰国をした。出入国の手続きや条件はビザの種類

ごとに異なり、出国時にかなり準備が必要だった。 

・出国後もマレーシアに再度入国することができる

か心配であった。 
・配偶者（フランス人）の日本入国にあたりビザ申

請が必要となり、手続きに 2 週間程度要した。 
・マレーシア入国後の隔離期間は 1 週間で自宅隔離

をした。自宅隔離中はリストバンドの装着が義務づ

けられ、外出はコンドミニアム内の散歩も禁止であ

った。自宅隔離の期間が解ける前に PCR 検査を受

け、陰性だった場合最寄りの保健局でリストバンド

を外してもらった。 
2020 年度の分科会で実施したサプライヤー調査（花

井・野口・金, 2021）では、マレーシア滞在中のロング

ステイヤーは比較的安定した生活を過ごしているよう

であった。今回のヒアリングにおいても、食事や買い

物などの日常生活において大きな影響は見られないよ

うであった。COVID-19 流行直後は厳しい行動規制が

あり、食事や買い物などにも制限が課せられていたが、

コンドミニアムの住民たちが協力し合い、コドミニア

ム単位でデリバリーの注文をする仕組みができるなど、

住民側から自発的・自然発生的に協力体制が形成され

てきたようである。 
このような自発的・自然発生的な協力体制は、情報

連携の面でも見られる。生活における活動制限の詳細

は複雑かつ早い速度で変わっていっている。リアルタ

イムの最新の情報は逐次マレーシア政府や関係省庁か

らウェブページや SNS などを通じ発表されるが、それ

らは多くの場合マレー語で書かれており、日本人をは

じめた海外からのロングステイヤーにとってはアクセ

スしづらい。しかしながら、ここでも善意の第三者に

よりマレー語で発表された内容が英語に翻訳され、比

較的早いタイミングで公開され、またそれらの情報を

知った人々が周囲の人々に SNS などを通じ拡散され

ていったようである。まさにアメリカの社会学者マー

ク・グラノヴェッターの提唱した「弱い紐帯の強み」

と言えよう。 
一方で、ヒアリング対象者は、2021 年 10 月から 2022

年 1 月にかけて日本に一時帰国したが、その際に必要

な手続きや条件の情報は曖昧で、人によって内容が異

なり、準備が困難であったようである。日々の生活に

関する情報はほぼ全ての住民にとって必要不可欠な情

報であるため、タイムリーに多くの情報が流れ、その

中で正確な情報が取捨選択されていくという過程が期

待される。一方で、一時帰国に関する情報は特定の人々
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にとってのみ重要な情報であり、さらに時間経過とと

もに実態（必要な手続きや条件）が変わっていくため、

十分な情報の精査がなされず、結果的に情報が錯綜す

る事態となっていたようである。 

６６．． ビビザザにに関関連連すするる施施策策

最後に MM2H ビザの運用の現状について述べる。

MM2H ビザは、これまでマレーシア観光・芸術・文化

省（MOTAC）のMM2H センターが管轄であったもの

の、2020 年 6 月 30 日に MM2H センターが閉鎖され、

新たに 7 月 6 日より MM2H ユニットとして入国管理

局に機能が移転された。本移転に伴い、MM2H ビザの

申請が停止するという事態になった。マレーシア政府

の見解としては、MM2H プログラムの有用性を認識し

ており、新しい条件で MM2H プログラムを再開する

方針である、ということのみが表明されていた。 
また、2021 年 8 月 11 日、MM2H の新条件がマレー

シア内務省から発表された。MM2H 申請の新条件は以

下のように、これまでの条件より著しく厳しいもので

あった。 
＜MM2H 新申請条件＞ 
1) 資産証明金額：RM150 万（約 4,050 万円）の資産を

保有していること（以前は RM35～50 万） 
2) 収入条件：RM4 万/月以上のマレーシア外安定収入

が有ること（以前は RM1 万/月） 
3) 定期預金額：RM100 万（約 2,700 万円）（以前は 50
歳以上RM15 万、50 歳未満RM30 万） 
4) 滞在義務：年間で累積 90 日間以上（以前は滞在義

務なし） 
5) 申請年齢条件：35 歳以上（以前は 20 歳以上） 
6) ビザ有効期間：5 年（延長可能）（以前は 10 年） 
7) ビザ代金と移民局プロセス費：MM2H ビザ代金

RM500/年（以前は RM90/年）、移民局プロセス費用

RM5,000＋家族一人内かにつき RM2,500（新条件） 
7) 既存MM2H ビザ保有者について：10 年の満期を迎

え更新を望む際は新条件を満たす事が必要。但し新条

件を満たすまで 1 年間の猶予期間が与えられる 
この条件厳格化の背景には、長期滞在ビザを取得し

たもののマレーシアに居住しておらず、マレーシア経

済に貢献していない人々が 7 千人に上っていることが

あると指摘されている。しかし、条件を満たせなくな

ればビザ更新が出来なくなることから、既存の MM2H
ビザ保有者からの強い反発があり、またビザ代行業界

や不動産業界からの反対の意見もあり、9 月 1 日に条

件の見直しが発表された。新条件の運用はスタートさ

れていない。 
 
７７．． 結結論論とと今今後後のの展展開開

2020 年度の分科会で実施したサプライヤー調査か

ら、マレーシア滞在中のロングステイヤーは比較的安

定した生活を過ごしているようであった。マレーシア

では、強い政府主導のもと、2020 年 3 月にロックダウ

ン宣言および MCO が発令された。マレーシアの MCO
は、罰則を伴う厳しい外出規制であり、その結果、早

期の抑え込みに成功した。5 月になると、SOP に従う

ことを条件に、多くの経済活動・社会活動が許可され

るようになった。さらに、マレーシアでは、日本人ロ

ングステイヤー間のネットワークが充実しており、生

活に必要なさまざまな情報が日本人会や大使館、商工

会議所から伝わり、ロングステイヤーの安心感につな

がっている様子が見受けられた。 
本年度の研究では、実施にマレーシアに滞在してい

る日本人ロングステイヤーを対象にヒアリングを実施

した。その結果、今回のヒアリングにおいても、食事

や買い物などの日常生活において大きな影響は見られ

ないようであった。その背景には、住民の間から自然

発生的に自発的に形成された協力体制がある。コンド

ミニアム単位でデリバリーサービスを利用する仕組み

が形成されたり、マレー語で発せられた情報を英語に

翻訳し、共有し合うネットワークが生まれたりした。

日常生活レベルにおいては、このような「弱い紐帯」

が効果的に働いたと言える。COVID-19 のような危機

的状況下において住民自らの協力体制がどのように形

成されていったのか、またどのような情報の流れが生

まれたのかをより詳細に分析していくことが望まれる。 
一方で、出入国に関わる情報については、曖昧な情

報が錯綜していたようである。特定の人々にとっての

み重要な情報については、住民レベルでの自然発生的

な情報連携では正確な情報をキャッチアップすること

が難しく、組織立った情報提供の仕組みづくりが必要

とされるのではないかと思われる。 
 
【【補補注注】】 
(1) https://www.mkn.gov.my/web/ms 

(2) https://www.facebook.com/kementeriankesihatanmalaysia 

https://twitter.com/KKMPutrajaya 
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る事態となっていたようである。 

６６．． ビビザザにに関関連連すするる施施策策

最後に MM2H ビザの運用の現状について述べる。

MM2H ビザは、これまでマレーシア観光・芸術・文化

省（MOTAC）のMM2H センターが管轄であったもの
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新たに 7 月 6 日より MM2H ユニットとして入国管理

局に機能が移転された。本移転に伴い、MM2H ビザの

申請が停止するという事態になった。マレーシア政府

の見解としては、MM2H プログラムの有用性を認識し

ており、新しい条件で MM2H プログラムを再開する

方針である、ということのみが表明されていた。 
また、2021 年 8 月 11 日、MM2H の新条件がマレー

シア内務省から発表された。MM2H 申請の新条件は以

下のように、これまでの条件より著しく厳しいもので
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1) 資産証明金額：RM150 万（約 4,050 万円）の資産を

保有していること（以前は RM35～50 万） 
2) 収入条件：RM4 万/月以上のマレーシア外安定収入

が有ること（以前は RM1 万/月） 
3) 定期預金額：RM100 万（約 2,700 万円）（以前は 50
歳以上RM15 万、50 歳未満RM30 万） 
4) 滞在義務：年間で累積 90 日間以上（以前は滞在義

務なし） 
5) 申請年齢条件：35 歳以上（以前は 20 歳以上） 
6) ビザ有効期間：5 年（延長可能）（以前は 10 年） 
7) ビザ代金と移民局プロセス費：MM2H ビザ代金

RM500/年（以前は RM90/年）、移民局プロセス費用

RM5,000＋家族一人内かにつき RM2,500（新条件） 
7) 既存MM2H ビザ保有者について：10 年の満期を迎

え更新を望む際は新条件を満たす事が必要。但し新条

件を満たすまで 1 年間の猶予期間が与えられる 
この条件厳格化の背景には、長期滞在ビザを取得し

たもののマレーシアに居住しておらず、マレーシア経

済に貢献していない人々が 7 千人に上っていることが

あると指摘されている。しかし、条件を満たせなくな

ればビザ更新が出来なくなることから、既存の MM2H
ビザ保有者からの強い反発があり、またビザ代行業界

や不動産業界からの反対の意見もあり、9 月 1 日に条

件の見直しが発表された。新条件の運用はスタートさ

れていない。 
 
７７．． 結結論論とと今今後後のの展展開開

2020 年度の分科会で実施したサプライヤー調査か

ら、マレーシア滞在中のロングステイヤーは比較的安

定した生活を過ごしているようであった。マレーシア

では、強い政府主導のもと、2020 年 3 月にロックダウ

ン宣言および MCO が発令された。マレーシアの MCO
は、罰則を伴う厳しい外出規制であり、その結果、早

期の抑え込みに成功した。5 月になると、SOP に従う

ことを条件に、多くの経済活動・社会活動が許可され

るようになった。さらに、マレーシアでは、日本人ロ

ングステイヤー間のネットワークが充実しており、生

活に必要なさまざまな情報が日本人会や大使館、商工

会議所から伝わり、ロングステイヤーの安心感につな

がっている様子が見受けられた。 
本年度の研究では、実施にマレーシアに滞在してい

る日本人ロングステイヤーを対象にヒアリングを実施

した。その結果、今回のヒアリングにおいても、食事

や買い物などの日常生活において大きな影響は見られ

ないようであった。その背景には、住民の間から自然

発生的に自発的に形成された協力体制がある。コンド

ミニアム単位でデリバリーサービスを利用する仕組み

が形成されたり、マレー語で発せられた情報を英語に

翻訳し、共有し合うネットワークが生まれたりした。

日常生活レベルにおいては、このような「弱い紐帯」

が効果的に働いたと言える。COVID-19 のような危機

的状況下において住民自らの協力体制がどのように形

成されていったのか、またどのような情報の流れが生

まれたのかをより詳細に分析していくことが望まれる。 
一方で、出入国に関わる情報については、曖昧な情

報が錯綜していたようである。特定の人々にとっての

み重要な情報については、住民レベルでの自然発生的

な情報連携では正確な情報をキャッチアップすること

が難しく、組織立った情報提供の仕組みづくりが必要

とされるのではないかと思われる。 
 
【【補補注注】】 
(1) https://www.mkn.gov.my/web/ms 

(2) https://www.facebook.com/kementeriankesihatanmalaysia 

https://twitter.com/KKMPutrajaya 

(3) https://twitter.com/DGHisham 
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付録 1 NRP の各フェーズでの活動指針 
 フェーズ１ フェーズ２ フェーズ３ フェーズ４ 
旅行 ・地区／州／国間の移動

不可 
 
2 回以上のワクチン接種

者： 
・州・地域・国・トラベル

バブル地域への移動可能 
・車両はフル稼働で乗客

を運搬可能 
・マレーシアに居住し、

海外から到着した市民お

よび非市民は、自宅での

強制検疫を受けることが

可能 

・地区／州／国間の移動

不可 
 
2 回以上のワクチン接種

者： 
・州・地域・国・トラベル

バブル地域への移動可能 
・車両はフル稼働で乗客

を運搬可能 
・マレーシアに居住し、

海外から到着した市民お

よび非市民は、自宅での

強制検疫を受けることが

可能 

・同一州内の地区間の移

動が可能 
 
2 回以上のワクチン接種

者： 
・州・地域・国・トラベル

バブル地域への移動可能 
・車両はフル稼働で乗客

を運搬可能 
・マレーシアに居住し、

海外から到着した市民お

よび非市民は、自宅での

強制検疫を受けることが

可能 

・フェーズ４の州間移動

が可能 
 
2 回以上のワクチン接種

者： 
・州・地域・国・トラベル

バブル地域への移動可能 
・車両はフル稼働で乗客

を運搬可能 
・マレーシアに居住し、

海外から到着した市民お

よび非市民は、自宅での

強制検疫を受けることが

可能 
外食 ・持ち帰りと配達のみ可

能 
 
2 回以上のワクチン接種

者： 
ワクチン接種済みの方 
・物理的な距離を置き、

SOP を遵守した上で、テ

ーブル定 50％のレスト

ランでの飲食が可能 

・持ち帰りと配達のみ可

能 
 
2 回以上のワクチン接種

者： 
ワクチン接種済みの方 
・物理的な距離を置き、

SOP を遵守した上で、テ

ーブル定 50％のレスト

ランでの飲食が可能 

・1m 以上離れての飲食

可能 
・物理的な距離を置くこ

とを条件に店内飲食可能 

市場 ・常設市場、管理された

生鮮市場、卸売市場は営

業。朝市、夜市、週次の市

場は、ワクチン接種が完

了した客を対象に営業す

る場合あり 

・臨時ファーマーズマー

ケット、朝市の営業 
・SOP のもと全ての市場

が営業 
・SOP のもと全ての市場

が営業 

買 い

物 
・生活必需品の購入のた

めに車 1 台につき家族 2
名まで可能 
 
2 回以上のワクチン接種

者： 
・車の定員により乗車人

数が決まる 

・生活必需品の購入のた

めに車 1 台につき家族 2
名まで可能 
 
・2 回以上のワクチン接

種者： 
車の定員により乗車人数

が決まる 

・生活必需品の購入のた

めに車 1 台につき家族 3
名まで可能 
 
・2 回以上のワクチン接

種者： 
車の定員により乗車人数

が決まる 

・車の定員により乗車人

数が決まる 

ス ポ

ーツ 
・ジョギング、サイクリ

ング、個人での運動は、物

理的な距離を置くことで

・ノンコンタクトスポー

ツは、物理的な距離を置

いたオープンエリアで実

・ノンコンタクトスポー

ツは、物理的な距離を置

いたオープンエリアで実

・すべてのスポーツは、

物理的な距離を置くこと

で可能 
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・フェーズ４の州間移動

が可能 
 
2 回以上のワクチン接種

者： 
・州・地域・国・トラベル

バブル地域への移動可能 
・車両はフル稼働で乗客

を運搬可能 
・マレーシアに居住し、

海外から到着した市民お

よび非市民は、自宅での

強制検疫を受けることが

可能 
外食 ・持ち帰りと配達のみ可

能 
 
2 回以上のワクチン接種

者： 
ワクチン接種済みの方 
・物理的な距離を置き、

SOP を遵守した上で、テ

ーブル定 50％のレスト

ランでの飲食が可能 

・持ち帰りと配達のみ可

能 
 
2 回以上のワクチン接種

者： 
ワクチン接種済みの方 
・物理的な距離を置き、

SOP を遵守した上で、テ

ーブル定 50％のレスト

ランでの飲食が可能 

・1m 以上離れての飲食

可能 
・物理的な距離を置くこ

とを条件に店内飲食可能 

市場 ・常設市場、管理された

生鮮市場、卸売市場は営

業。朝市、夜市、週次の市

場は、ワクチン接種が完

了した客を対象に営業す

る場合あり 

・臨時ファーマーズマー

ケット、朝市の営業 
・SOP のもと全ての市場

が営業 
・SOP のもと全ての市場

が営業 

買 い

物 
・生活必需品の購入のた

めに車 1 台につき家族 2
名まで可能 
 
2 回以上のワクチン接種

者： 
・車の定員により乗車人

数が決まる 

・生活必需品の購入のた

めに車 1 台につき家族 2
名まで可能 
 
・2 回以上のワクチン接

種者： 
車の定員により乗車人数

が決まる 

・生活必需品の購入のた

めに車 1 台につき家族 3
名まで可能 
 
・2 回以上のワクチン接

種者： 
車の定員により乗車人数

が決まる 

・車の定員により乗車人

数が決まる 

ス ポ

ーツ 
・ジョギング、サイクリ

ング、個人での運動は、物

理的な距離を置くことで

・ノンコンタクトスポー

ツは、物理的な距離を置

いたオープンエリアで実

・ノンコンタクトスポー

ツは、物理的な距離を置

いたオープンエリアで実

・すべてのスポーツは、

物理的な距離を置くこと

で可能 

可能 
 
2 回以上のワクチン接種

者： 
・体育館を除くオープン

／クローズドエリアでの

身体的距離を保ちながら

のコンタクト／ノンコン

タクトスポーツの実施が

可能（6 時～20 時） 

施可能 
 
2 回以上のワクチン接種

者： 
・オープン／クローズド

エリアでの身体的距離を

保ちながらのコンタクト

／ノンコンタクトスポー

ツの実施が可能（6 時～

22 時）。 

施可能 
 
2 回以上のワクチン接種

者： 
・オープン／クローズド

エリアでの身体的距離を

保ちながらのコンタクト

／ノンコンタクトスポー

ツの実施が可能（6 時～

24 時）。 
エ ン

タ ー

テ イ

メ ン

ト 

・ライブパフォーマン

ス、イベントは不可 
・録画配信、ライブ配信

のみ可能 
 
2 回以上のワクチン接種

者： 
・ライブパフォーマン

ス、イベント、映画館、美

術展、美術館、屋内バスキ

ング、ホテルのラウンジ

への入場が可能 

・ライブパフォーマン

ス、イベントは不可 
・録画配信、ライブ配信

のみ可能 
 
2 回以上のワクチン接種

者： 
・ライブパフォーマン

ス、イベント、映画館、美

術展、美術館、屋内バスキ

ング、ホテルのラウンジ

への入場が可能 

・ライブパフォーマン

ス、イベントは不可 
・録画配信、ライブ配信

のみ可能 
 
2 回以上のワクチン接種

者： 
・ライブパフォーマン

ス、イベント、映画館、美

術展、美術館、屋内バスキ

ング、ホテルのラウンジ

への入場が可能 

・ライブパフォーマンス

やイベントは、スペース

のキャパシティと物理的

な距離に応じて許可され

る 
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東東アアジジアアににおおけけるる「「ボボーーダダーーレレスス観観光光」」のの展展望望 
―欧州「シェンゲンエリア」をめぐる調査結果より― 

Prospects for "Borderless Tourism" in East Asia 
 

野口洋平＊、花井友美＊＊、具敏靖＊＊ 
NOGUCHI, Yohei, HANAI, Tomomi, KU, Minjung 

 
日本と台湾、韓国における「ボーダーレス観光」の実現に向けて、ドイツとイタリアの行政官へ行ったヒアリン

グ調査を通じて、欧州「シェンゲンエリア」をめぐる現状と展望の確認を試みた。その結果、欧州「シェンゲン

エリア」を支える制度が当該地域の観光に与える影響について、担当者の見解や課題を確認することができた。

調査結果を踏まえ、東アジアにおける「ボーダーレス観光」の展望として、東アジアでシェンゲン協定のような

仕組みが成立した場合、むしろエリア内からの集客を重視するべきであること、「計画」や「戦略」が必要であ

ること、国内観光の振興が重要であること、観光政策の担当省庁と出入国管理の担当省庁のあいだでの調整が必

要なこと、パンデミック時などでエリア内の政策や対応の違いをめぐる調整が必要なことを指摘した。 
 

キーワード：ボーダーレス観光、東アジア、ヨーロッパ（欧州）、シェンゲン協定 

 
１１．．  ボボーーダダーーレレスス観観光光  

 国際観光のよりいっそうの進展には、海外旅行を促

進する個人的な条件と各種制度の整備が必要である。

そのうち、個人的な条件は、所得の状況、休暇制度の

問題、そして旅行に対する意識などがあり、各種制度

の整備では、国・地方における制度、空港および空港

へのアクセス、民間での仕組み・慣習などがある。 
 こうした制度等がスムーズな観光客の往来に一定の

制限や制約を与えている可能性があり、こうしたもの

を削減・廃止することで実現される、簡略化された手

続きで海外に渡航できるストレスのない海外旅行につ

いて，国境等の境界線を意識する必要のないという意

味で「ボーダーレス観光」と呼ぶこととする。 
２２．．  研研究究のの目目的的とと方方法法 
 移動の距離・時間の点から，もっともその実現が

期待される日本と東アジア（韓国、台湾）との観光

往来を対象として、3 カ国間の手間やリスクが少な

く気軽に参加できる海外旅行である「ボーダーレス

観光」について、他地域における状況を参考に展望

することを本研究の目的とする。 
 EU およびその諸制度、シェンゲン協定とヨーロ

ッパ域内における移動の自由との関係、ヨーロッパ

域外からの来訪者に対する出入国審査の制度をふ

まえ、観光政策をめぐるEU と各国の共通点、相違

点について、ヨーロッパを代表する観光大国である

ドイツ、イタリア両国の政府を代表する担当事務官

にヒアリング調査を行った。その中で、EU および

その諸制度、シェンゲン協定の現在までの経緯、課

題、展望についても認識を確認した。 
 また、自国の観光政策にとってのメリット・デメ

リットについても確認した。その上で本研究が検討

している東アジアにおけるボーダーレス観光の実

現について、経験を踏まえた意見を聞いた。 
３３．．  シシェェンンゲゲンン協協定定 
 現在、欧州の多くの国では、外国人の短期滞在に

関する共通政策がとられており、いわゆるシェンゲ

ン領域の 26 カ国（2021 年 12 月時点）では、シェン

ゲン国境規則が適用され、EU・EEA 市民および居

住者ならびに適法に入域した短期滞在者が、国境で

の出入国管理なく加盟国間を移動できる仕組みで

ある(1)。 
 日本人の渡航においても、シェンゲン領域では、

シェンゲン国境規則が適用され、入国審査は最初に

入域する国で行われ、その後の国境を越えた移動に

おいては、入国審査は原則として行われていない(2)。 
 

＊杏林大学 ＊＊帝京大学 
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４４．．  ヒヒアアリリンンググ調調査査 
 ヒアリング調査では、シェンゲン協定と観光の関

係に加えて、イタリアおよびドイツの観光政策の現

状と課題、展望についても質疑が行われた。ここで

は、本研究に関連の深い内容を中心に整理する。 
((11))  イイタタリリアア  

11))  実実施施概概要要  

 2019 年 9 月 2 日、イタリア・ローマにて、農業食

料森林政策観光省(3)の国際関係・儀典長(3)・A氏を対

象にヒアリング調査を実施した。 
22))  調調査査結結果果 
 ボーダーレス観光という考え方については、必ず

しも賛成できない。なぜなら、イタリアを事例にす

ると、シェンゲン協定エリア外の特定の国・地域か

らの旅行者が急増した場合、オーバーツーリズムの

状況になる可能性があるからである。 
 イタリアについては、中国人観光客が急増してい

る状況にあり、政策的にも産業的にももっとも重要

なターゲットになっている。しかし、受け入れ側が

中国語対応をしなければならないという言語の問

題で限界もある。そのため、フランスやドイツなど、

ヨーロッパ内からの旅行者を歓迎したい。 
 シェンゲン協定による移動の自由は非常に便利

である。そして、その観光面での活用については、

プロモーションにおいてターゲットとなる国・地域

ごとの戦略、税制面などでの関連産業の支援など、

政策的な計画と対応が必要である。 
((22))  ドドイイツツ  

11))  実実施施概概要要  

 2019 年 9 月 3 日、ドイツ・ベルリンにて、連邦経

済エネルギー省の第 7 総局 A4 観光政策担当(3)・B
氏を対象にヒアリング調査を実施した。 
22))  調調査査結結果果 
 ボーダーレス観光という考え方については、シェ

ンゲン協定エリア外の国・地域からの旅行者増より

も、エリア内の国・地域からの集客を期待している。 
 シェンゲン協定エリア外の国・地域からの旅行者

増加は無視できない影響があるものの、不法移民や

旅行保険無加入によるトラブルなども含めて必ず

しも歓迎できないのに加えて、そうした状況が一過

性である可能性もあるため、積極的な対応はしてい

ない。むしろ、観光産業の発展のため、政策的には

国内観光を重視していて、例えば森や海などの自然

よりも都市に人気が集中している状況の改善など、

ドイツ人のニーズに対応しようとしている。 
 シェンゲン協定による移動の自由は、観光政策と

異なる省庁が担当しているため直接関わることは

できない。担当省庁では、シェンゲン協定エリアへ

の入国審査を厳格化する必要性が指摘されている。 
 
５５．．  ままととめめ 
 イタリヤおよびドイツでのヒアリング調査の結

果を踏まえ、東アジアにおける「ボーダーレス観光」

について、次のようにその展望を考察する。 
 東アジアでシェンゲン協定のような仕組みが成

立した場合、そのエリア外からの旅行者の増加を期

待するのではなく、むしろエリア内からの集客を重

視するべきである。また、その仕組みによって生じ

る正のインパクトを最大化し、負のインパクトを最

小化するために、関連する制度などを含めて「計画」

が必要であり、ターゲットとなる国・地域ごとの戦

略も必要である。インバウンドの動向は一過性にな

る可能性があるため、国内観光の振興が重要である。 
 また、入国審査等は法務省、観光政策は国土交通

省・観光庁が担当する中で、シェンゲン協定のよう

な仕組みの管理や運用について、意見や立場が異な

る可能性があり、その調整の仕組みも必要である。

さらに、感染症のパンデミックが発生した場合に、

エリア内の国・地域で姿勢や対応が異なる可能性が

あり、その調整の仕組みも必要である(1)。 
 
謝謝辞辞：：本研究はJSPS科研費18K11847の助成を受けたもので

ある。 
 
【【補補注注】】 
(1) 独立行政法人日本貿易振興機構「ビジネス短信 欧州

委、シェンゲン協定圏内外の国境管理ルール見直しを提

案」

https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/12/546233e82d8d46c0.h

tml（2022 年2 月10 日閲覧） 

(2) 外務省・海外安全ホームページ「シェンゲン領域諸国へ

の渡航」

https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_schengen.html

（2022 年2 月10 日閲覧） 

(3) 部署や肩書の名称等は筆者が翻訳した。また、名称等は

調査当時のもので、その後変更されている場合がある。 
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｢｢休休暇暇改改革革おおよよびび長長期期休休暇暇取取得得促促進進事事業業｣｣のの経経緯緯とと旅旅行行者者のの意意識識ににつついいてて 

― 実務者の視点からⅡ ― 

The Past Case of “Vacation Reform and Accession of Long-Term Vacation Promotion Project” 
and Attitude of Japanese Tourists. 

 
松山 豊浩＊ 

MATSUYAMA, Toyohiro 

 
日本の「観光(ツーリズム)」は Covid-19(新型コロナウィルス)感染症の影響を受け、2020 年度第 4 四半期以降

現在の第 6 波の感染拡大に至るまで、過去経験したことのないマーケットの縮小という危機的な状況が続いて

いる。特に水際対策として空港での防疫対策が厳格化されたことにより、日本人の海外旅行(アウトバウンド)
および外国人の訪日旅行(インバウンド)ともに大きな制約を受け続けており、実質的にその動きは停止状態と

なっている。日本の「観光(ツーリズム)」の復興の道筋は未だ明確に示されていないが、直近の専門機関の予

測では世界の航空旅客の 2019 年レベルへの回復は 2023 年後半とされており、日本を含むアジア太平洋地域で

はワクチン接種率の遅れや厳格な水際対策の継続等により欧米等の他地域に比べて遅れが見られ 2024 年にず

れ込むとのコメントも出されている。そのような状況下、世界各地域との観光交流が本格的に再開されアウト

バウンド/インバウンドの実績が一定水準に戻るまでの間、観光の早期復活は「日本人の国内宿泊旅行」の活性

化がカギとなり、新しい働き方のスタイルである｢ワーケーション｣や「二地点居住」のほか、特に消費額増に

効果的に貢献する「長期滞在型旅行」とその前提となる「長期休暇の取得促進」があらためて注目されている。 
日本では 2010 年前後に観光(ツーリズム)業界団体を中心に我が国唯一の｢休暇改革推進事業｣および「長期休暇

取得促進事業｣が実践され、業界団体に出向した筆者は 2010～13 年にかけて当該事業の実務推進者を務めた。

筆者の原籍企業への復帰後、2016 年度をもって当該事業の推進が中止されたことにより、現在実質的に日本に

おける「休暇改革」の旗は降ろされてしまっているが、2021 年 3 月発表の拙稿「『長期滞在型国内旅行』推進

事業の経緯と今後への意義 －実務者の視点から －」に続き、当該事業の経緯･実績が ”with Corona” ”after 
Corona”の時代における新しい「新しい観光立国」への国内観光の再興とより豊かな国民生活を実現する｢新し

い観光行動｣の構築に向けた意義を有するものと考え、当該事業の一環として実施された一般旅行者を対象とす

るアンケート意識調査主要項目に関する一部の結果を含め、事例を振り返る。 
 

キーワード：観光、ツーリズム、休暇改革、有給休暇取得率、長期休暇取得促進、バカンス文化、 
1 ウィークバカンス、日本人国内宿泊旅行、長期滞在型国内旅行、ロングステイ、ワーケーション 

 

１１．．「「休休暇暇改改革革事事業業」」推推進進のの背背景景とと経経緯緯  

現在、我が国の「休暇改革」にかかわる政策目標は、

「明日の日本を支える観光ビジョン」における「3 つ

の視点と 10 の改革」の視点 3「すべての旅行者がスト

レスなく快適に観光を満喫できる環境に」の改革ポイ

ント「『働きかた』と『休みかた』を改革し、躍動感あ

ふれる社会を実現」に ・2020 年までに、年次有給休

暇取得率 70%へ向上 ・家族が休暇を取りやすい制度

の導入、休暇取得の分散化による観光需要の平準化 の
2 項目が示されているが、第 1 項目の 2020 年の実績は

過去最高と発表されているものの 56.6%に止まり目標

の 70.0%には大きく及ばず、また、一人当たりの取得

日数は 10.1 日となっている。 
この取得率増は本来の平時を前提とした観光・労働

政策や企業・経済団体・労働団体等による休暇取得促

進策の円滑な推進によるものではなく、Covid-19（以

下、新型コロナと称す。）感染拡大による接触機会減に

向けた緊急避難的な出社抑制策の働きかけ、また一部

業種における大幅な業務減に伴う措置等が少なからず

影響しているものと推測される。また、産業別では「宿

泊業、飲食サービス業」が 45.0%と最も低くなってお

り、従来から指摘されている観光業界の足元の休暇取
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｢｢休休暇暇改改革革おおよよびび長長期期休休暇暇取取得得促促進進事事業業｣｣のの経経緯緯とと旅旅行行者者のの意意識識ににつついいてて 

― 実務者の視点からⅡ ― 

The Past Case of “Vacation Reform and Accession of Long-Term Vacation Promotion Project” 
and Attitude of Japanese Tourists. 

 
松山 豊浩＊ 

MATSUYAMA, Toyohiro 

 
日本の「観光(ツーリズム)」は Covid-19(新型コロナウィルス)感染症の影響を受け、2020 年度第 4 四半期以降

現在の第 6 波の感染拡大に至るまで、過去経験したことのないマーケットの縮小という危機的な状況が続いて

いる。特に水際対策として空港での防疫対策が厳格化されたことにより、日本人の海外旅行(アウトバウンド)
および外国人の訪日旅行(インバウンド)ともに大きな制約を受け続けており、実質的にその動きは停止状態と

なっている。日本の「観光(ツーリズム)」の復興の道筋は未だ明確に示されていないが、直近の専門機関の予

測では世界の航空旅客の 2019 年レベルへの回復は 2023 年後半とされており、日本を含むアジア太平洋地域で

はワクチン接種率の遅れや厳格な水際対策の継続等により欧米等の他地域に比べて遅れが見られ 2024 年にず

れ込むとのコメントも出されている。そのような状況下、世界各地域との観光交流が本格的に再開されアウト

バウンド/インバウンドの実績が一定水準に戻るまでの間、観光の早期復活は「日本人の国内宿泊旅行」の活性

化がカギとなり、新しい働き方のスタイルである｢ワーケーション｣や「二地点居住」のほか、特に消費額増に

効果的に貢献する「長期滞在型旅行」とその前提となる「長期休暇の取得促進」があらためて注目されている。 
日本では 2010 年前後に観光(ツーリズム)業界団体を中心に我が国唯一の｢休暇改革推進事業｣および「長期休暇

取得促進事業｣が実践され、業界団体に出向した筆者は 2010～13 年にかけて当該事業の実務推進者を務めた。

筆者の原籍企業への復帰後、2016 年度をもって当該事業の推進が中止されたことにより、現在実質的に日本に

おける「休暇改革」の旗は降ろされてしまっているが、2021 年 3 月発表の拙稿「『長期滞在型国内旅行』推進

事業の経緯と今後への意義 －実務者の視点から －」に続き、当該事業の経緯･実績が ”with Corona” ”after 
Corona”の時代における新しい「新しい観光立国」への国内観光の再興とより豊かな国民生活を実現する｢新し

い観光行動｣の構築に向けた意義を有するものと考え、当該事業の一環として実施された一般旅行者を対象とす

るアンケート意識調査主要項目に関する一部の結果を含め、事例を振り返る。 
 

キーワード：観光、ツーリズム、休暇改革、有給休暇取得率、長期休暇取得促進、バカンス文化、 
1 ウィークバカンス、日本人国内宿泊旅行、長期滞在型国内旅行、ロングステイ、ワーケーション 

 

１１．．「「休休暇暇改改革革事事業業」」推推進進のの背背景景とと経経緯緯  

現在、我が国の「休暇改革」にかかわる政策目標は、

「明日の日本を支える観光ビジョン」における「3 つ

の視点と 10 の改革」の視点 3「すべての旅行者がスト

レスなく快適に観光を満喫できる環境に」の改革ポイ

ント「『働きかた』と『休みかた』を改革し、躍動感あ

ふれる社会を実現」に ・2020 年までに、年次有給休

暇取得率 70%へ向上 ・家族が休暇を取りやすい制度

の導入、休暇取得の分散化による観光需要の平準化 の
2 項目が示されているが、第 1 項目の 2020 年の実績は

過去最高と発表されているものの 56.6%に止まり目標

の 70.0%には大きく及ばず、また、一人当たりの取得

日数は 10.1 日となっている。 
この取得率増は本来の平時を前提とした観光・労働

政策や企業・経済団体・労働団体等による休暇取得促

進策の円滑な推進によるものではなく、Covid-19（以

下、新型コロナと称す。）感染拡大による接触機会減に

向けた緊急避難的な出社抑制策の働きかけ、また一部

業種における大幅な業務減に伴う措置等が少なからず

影響しているものと推測される。また、産業別では「宿

泊業、飲食サービス業」が 45.0%と最も低くなってお

り、従来から指摘されている観光業界の足元の休暇取
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得と生産性向上は課題のまま残されている。 
さらに第 2 項目は、Covid-19 感染拡大下では実質的

に政策実施が滞り進展はみられないが、「休暇取得の分

散化による観光需要の平準化」の実現は、コロナ禍の

見舞われた現在においても旅行・観光の  ”New 
Normal” に向けた最も重要な課題の 1 つであろう。 
そもそも我が国の近年の「休暇改革」の推進は、1990

年代入り週休 2 日制が中規模以上の企業や公務員を中

心に広まるなか、月曜日を休日とすることにより土・

日曜日と合わせた 3 連休を創出し、国民がより一層充

実した余暇を過ごすことを可能とするという        

趣旨で、法改正を伴う「ハッピーマンデー制度」が 2000
年に施行されたことが大きなエポックとなっている。 
くしくも同年の 10 月には、経団連の「21 世紀のわ

が国観光のあり方に関する提言」において、観光は「21
世紀の成長産業」として明確に位置付けられ、続いて、

観光関連企業・団体が協力してツーリズム産業の大き

な可能性の実現を目指し、観光産業の横断的課題の取

組を強化するとともに民間の活力を生かした実践的な

活動を行っていくために、2001 年 11 月、㈳日本ツー

リズム産業団体連合会 (略称：TIJ、以下TIJ と称す。) 
が設立された。 
そしてこのTIJ は、1. 国際理解の推進のための訪日

外客数を大幅に増加させること。2. 日本経済を牽引す

るために経済波及効果を測定しツーリズム産業の重要

性をアピールする。3. ゆとりある人生を過ごすために

休暇のとり方を改革し長期休暇を実現させること の
3 本柱の事業目標を中心に 2011 年 3 月末日まで約 10
年精力的に活動した。 
続く 2011 年 4 月、㈳日本観光協会との合体により㈳

日本観光振興協会(略称：JTTA、以下 JTTA と称す。) (現
在の(公社)日本観光振興協会) が発足し、TIJ 事業を継

承する事業推進本部が設置され、前出の TIJ における

3 点目の事業目標達成を目指し、引き続き「休暇改革

事業」および「長期休暇取得促進事業」について、よ

り一層官民をつなぐ政策推進事業として積極的に実施

されることとなった。 
この TIJ から JTTA に至る流れにおいて、両事業は

「国民運動」としての浸透を目指して一般旅行者の啓

蒙活動とアピールを中心とした多様な取組が展開され、

その中でも TIJ および JTTA 会員の賛同企業各社の協

力により毎年実施された「1 ウィークバカンスキャン

ペーン」(当初は「秋休みキャンペーン」)には固定フ

ァンも定着するなど、反響も少なくなかった。また、

同時に実施した一般旅行者を対象とした意識調査の「1
ウィークバカンスアンケ―ト」のは「休暇改革」や「有

給休暇および長期休暇取得促進」への期待感や実現へ

の問題点などが明確に見えるものであった。 
前出の拙稿(2021.3.)でも述べたが、2020 年初から続

き未だ終息の目途が見えない新型コロナの世界的パン

デミックによる観光(ツーリズム)界全体の過去に例の

ない甚大な危機からの早期脱却と今後のV字復興に向

けて、再びインバウンドに大きな期待を寄せて準備を

進めることは極めて重要である。 
しかし筆者は、インバウンドの再開と本格的な復活

までの間、底を打った我が国の観光消費の拡大への転

換とともに宿泊業・旅行業をはじめとする観光(ツーリ

ズム)業界を真っ先に支えて復活に導くのは国内宿泊

旅行であると考えており、「マイクロツーリズム」｢ワ

ーケーション｣といった新たなキーワードが生まれつ

つある中でも、日本社会における「有給休暇取得率の

向上」や「長期休暇の取得促進」といった「休暇改革」

に関わる基本的な取組の再開と着実な推進が、今あら

ためて求められる最重要課題であるとともに、「長期滞

在型国内旅行」の実践につながる主要な前提でもある

ことを再認識し、本事例報告を記述する。 

図 1：｢1 ウィークバカンスキャンペーン｣ポスター

(2013 年度) 
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２２．．「「休休暇暇改改革革おおよよびび長長期期休休暇暇取取得得促促進進事事業業」」のの取取組組

経経緯緯とと事事例例 
筆者は前述の TIJ と㈳日本観光協会の合体期から新

生 JTTAとしての事業継承期にあたる2010～13年度に

かけて、会員であるツーリズム関連企業からの人材出

向により休暇改革事業の責任者として職務を遂行した

が、まず、TIJ における「休暇改革関連事業」の活動

は 2002 年に開始した第 1 回「秋休みキャンペーン」お

よび「旅行者アンケート(意識調査)」 (以降、2007 年

第 6 回まで毎年 9～11 月に展開し、うち第 5・6 回は｢旅

行プランコンテスト｣等のイベントも実施。) に遡る。 
2008 年には観光庁が発足し、「秋の大型連休(シルバ

ーウィーク」構想も浮上したが、その動向と連動して、

TIJ ではそれまでの「秋休みキャンペーン」の取組を

見直し、日本人の社会生活への｢バカンス文化｣の定着

と一人当たり旅行宿泊日数の増加を目標に、「１年に１

度は最低１週間程度の連続休暇を!!」とのスローガン

(キャッチフレーズ)を掲げ、旅行者が長期有給休暇を

積極的に取得して長期の国内旅行に出掛けるための啓

発運動として、観光庁・厚生労働省の後援と旅行業界

団体および観光業界各企業の協賛を得て「1 ウィーク

バカンスキャンペーン」と改称のうえ内容の刷新と充

実を図り、その一環としての「旅行者アンケート(意識

調査)」とともに新たな取組をスタートした。 

図 2：｢１ウィークバカンスキャンペーン｣の基本的な

考え方 (2013 年度) 
その後も、我が国唯一の「休暇改革」実現に向けた

事業であり国民に向けた啓発運動でもある「1 ウィー

クバカンスキャンペーン」は、2011 年度以降、TIJ 継
承事業として JTTA にて継続実施されることとなり、

さらに取組の幅を拡大し、「１年に１度は最低１週間程

度の連続休暇を!!」のキャッチフレーズに呼応する「一

休さん」をモチーフとしたオリジナルマスコットキャ

ラクターの起用、当時最先端の SNS であったフェイス

ブックを活用した愛称公募、「長期休暇取得による長期

の国内旅行」を国民旅行者が身近に感じられる分かり

やすい呼称として新たに「長旅（ながたび）」という造

語を発案するとともに WEB 上に「長旅」ポータルサ

イトを開設し、観光政策との連動 PR 活動をはじめ、

一般旅行者参加の｢長旅川柳コンテスト｣の開催・優秀

作品の選出・発表、地域と会員旅行各社の連携により

新規造成した「長期滞在型旅行商品（ディスカバケー

ション）」の共同 PR 等を実施した。 
特に、当時の川柳ブームの先駆けにもなった「長旅

川柳コンテスト」には 30 社を超える賛同企業から宿泊

優待券や旅行券・航空券・商品券等の豪華協賛賞品が

寄せられ、2012 年度には 11,500 名を超える参加者(応
募者 3,015 名、応募作品 5,209 作品、投票者 8,500 名、

賞品総数 80 点)を集める観光業界団体として日本最大

級のキャンペーンを展開し、知名度も大きく向上した。 
この「1 ウィークバカンスキャンペーン」の取組は

その後も 2016 年度まで継続されたが、観光立国実現に

向けた国の観光政策とアクションプランが、拡大基調

が明確となったインバウンドをさらに重視する内容と

なった時期に主催団体の活動基本方針から外れ、打ち

切りとなった。その後は調査活動の一環として Web 上

での「旅行者アンケート(意識調査)」のみ実施された

が、それも 2019 年度を最後に終了となり、これをもっ

て我が国における「休暇改革事業」「長期休暇取得促進

事業」は停止され、その旗を降ろすことになった。現

在、当該の目的を継承する事業は官民連携組織また観

光関連業界団体ともに一切実施されていない。 
なお、観光庁では 2011 年 7 月より「ポジティブ・オ

フ」運動と称した「個人(労働者)と企業(組織)と社会・

経済が協力し、休暇を取得して外出や旅行などを楽し

むことを積極的に促進し、休暇（オフ）を前向き（ポ

ジティブ）にとらえて楽しむ運動」を開始し、・休暇を

取得しやすい職場環境や雰囲気をととのえていくこと、 
・それをベースとした外出・旅行を通じて経済活性化

に貢献すること、・長期的に｢ワーク・ライフ・バラン 
ス」の実現や休暇を楽しむライフスタイルなどの「ラ 
イフスタイル・イノベーション」につなげていくこと、

という極めて抽象的な目的の休暇啓発運動を実施して

いるが、2019 年以降は専用ポータルサイトへの新規情

報掲載の履歴が見られないことから、当該運動は実質

的に停止しているものと思料される。 
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切りとなった。その後は調査活動の一環として Web 上

での「旅行者アンケート(意識調査)」のみ実施された
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て我が国における「休暇改革事業」「長期休暇取得促進
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なお、既に散逸しつつある各年の調査結果について

集約を試みたものの、コロナ禍の影響により当初の予

定から遅れが生じたため本発表内容に含める時間的猶

予が無く、残念ではあるが、15 年以上にわたる調査結

果に示される各調査年の旅行者意識の特徴をはじめ、

各質問項目への回答に関する分析、経年比較による意

識や行動変化の状況等については、もし今後別に発表

もしくは執筆のチャンスが与えられることがあれば、

そこであらためて論じることといたしたい。 
2019 年に実施された JTTA での「休暇改革事業」最

後の「旅行者アンケート(意識調査)」では、概略とし

て以下の結果が示されている。（実施時期：2019 年 11
月、調査方法：インターネット調査、対象者：全国の

18 歳以上男女個人有職者(パートタイムを含む)、有効

回答者数：5,730名、主な属性：男性56.2%･女性43.8%、

40 代 26.5%・50 代 23.0%、質問項目数：35 問） 
主要な質問項目への回答状況：・平均有給休暇取得

日数 9.0 日、10 日以上 44.9%、0 日 7.7%であり、この

程度の実績数値でも平均有給休暇取得日数は増加基調

にあり、取得者と非取得者の二極化も続いている。・直

近 1 年の連休取得回数 3 連休 平均 5.3 回、4 連休 平
均 2.2 回。5 連休以上 平均 1.5~1.6 回であり、3 連休の

7 回以上取得者は 29.3%と増加傾向にある。・連休を取

れた理由 全ての取得連休に共通する理由は「祝日が連

休にするのに良いタイミング」が最も多く、「5 連休以

上」の長期休暇取得では「勤め先あるいは所属部署が

休暇」が 2～3 割を占めており、これは自発的な理由で

はなく会社の一斉休暇による理由が主体である。・望ま

しい連休の取り方・理由 最も望ましい連休の取り方は、

「3~5 日程度の休みを 2~3 回取る」（49.3％）、「1~2 日

程度の短い休みを多く取る」（33.6％）、「6 日以上の長

めの休みを 1 回取る」（17.2％）。・連休日数別旅行の日

数の平均宿泊数 3連休:1.3泊、4連休:1.6泊、5-6連休:2.2
泊、7-9 連休:2.9 泊、10 連休以上:4.2 泊であり、連休が

長いほど平均宿泊数も長くなっているが、連休の長さ

と旅行の日数がほぼ同じ人は連休の日数を問わずいず

れも 1 割～2 割程度であり、大半が「2 泊以下」であ

る。 ・直近 1 年の旅行回数 直近 1 年間の旅行回数は

1～3 回が 7 割弱、1～5 回が 8 割以上を占め、平均 3.4
回で調査前年度の 3.1 回から微増している。・日数別旅

行意向 「2 泊以下」（68.0％）、「3 泊」（55.1％）、「4~5
泊」（38.9％）となり、調査前年度と同じく宿泊数が短

いほど旅行意向が高い。・日数別旅行別旅行に行きたく

ない/行けない理由 全ての連休に共通する理由は、「金

銭的に余裕がない」「宿泊費用が高い」との回答であり、

「金銭的に余裕がない」「旅行に行くだけの休みを取る

ことができない」は、旅行期間が長くなるほど多い。

一方で、「旅行が好きではない、魅力を感じない」「国

内・海外旅行で行きたいところがない」など旅行に対

して消極的な理由は旅行期間に関係なく少ない。・観光

を盛り上げるために必要な事 「会社の旅行休暇の充

実」（28.3％）が最も高く、次いで「連休を今より増や

すこと」（20.6％）が挙げられており、会社の旅行のた

めの休暇制度充実や法制化による連休増への期待感が

表れている。・子供の休みについて 子供と旅行に行き

やすくなるための学校に求める制度は、「1 年に数日間、

好きな時に休める制度」（41.3％）が最も高く、次いで

「家族旅行を出席日数に換算できる制度」（26.5％）、

「家族旅行を単位に移行できる制度」（14.5％）が続い

ている。・今年度有給休暇取得数 今年度の有休取得数

は、「5～6 日」が 2 割強、「1～2 日」「3～4 日」「9 日以

上」はいずれも 1 割半程度で分散傾向にあり、「有休は

取得していない」が 26.0％を占めている。前年との増

減は、「変化なし」が 6 割、「増えた」は 2 割半、「減っ

た」は 1 割強である。・有給休暇の取り方 「1 日ずつ、

ばらばらに取得」が 77.1％、「複数の有休休暇をまとめ

て取得」が 28.8％を占めている。・有給時の過ごし方 

「自宅で休養・のんびり過ごした」（47.6％）が突出し

て高く、次いで「自宅で趣味に勤しんだ」「普段手がつ

かなかった家事や家の事を済ませた」が 2 割台で、自

宅休養や家事等が優先であり旅行に出てリフレッシュ

する余裕が無い生活状況が窺える。・有給取得しやすさ

の変化 「そう思う」+「ややそう思う」のポジティブ

回答が 44.1％の一方で、「どちらともいえない」が

34.6％、また「あまりそう思わない」+「そう思わない」

のネガティブ回答も 21.3％を占めており、意識調査全

体をとおして、一般旅行者レベルでは「休暇改革」が

まだまだ進んでおらず、なかなか実感もできない実態

であることが示されていると言えよう。 
 前述のように残念ながら今回は経年比較や分析を基

にした発表の猶予が無いため、単年度の調査結果の主

要項目から特徴的な一部内容について事例報告として

触れることに止めるが、この「秋休みキャンペーン」、

「1 ウィークバカンスキャンペーン」を契機に 15 年以

上にわたり継続実施された「休暇改革」、「有給休暇取

得促進」、「長期滞在型旅行促進」各事業の推進と連携
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このうち、宿泊旅行消費額は 6 兆 9,148 億円(2019 年比

59.7%減･2020 年比 11.0％減）、日帰り旅行消費額も 2
兆 2,067 億円（2019 年比 53.8%減･前年比 0.2％増）に
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（2019年比54.4%減･2020年比5.3％減）で最少である。 
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図 5：日本人国内旅行消費額の推移 (2011～2021 年) 
この現実を真摯に受け止めるとともに、コロナ後も

しくはコロナ共存時代の新しい旅行スタイルとして有

識者や観光業界経営者から様々な形で提案・期待され

ている「マイクロツーリズム」、「ワーケーション」、「二

地点居住」、「国内ロングステイ」等についても産官学

の垣根を超えた積極的な推進による国内宿泊旅行の活

性化が求められ、またそれらの新たな取組によるイン

バウンドの本格的受入再開に先行した国内観光消費の

拡大基調への転換とその方向性の定着がより一層重要

になっているものと思料する。 
さらに、「休暇改革」および「有給休暇取得率向上」

の推進活動は、前出の新たな旅行スタイルのいずれに

おいても成功と定着に導くトリガー(前提)となる極め

て基本的かつ重要な取組であり、「長期休暇取得促進」

と「長期滞在型旅行促進」とも併せて、あらためて本

格的に展開すべき課題であると言える。 
新型コロナによる未曽有の苦境からの観光の復活、

新しい｢観光立国の実現｣を目指す今だからこそ、国と

観光業界団体、そして多数の賛同企業が共通の目的を

持ち、あらためて「休暇改革」の旗を揚げ、日本社会

と日本人の生活への｢バカンス文化」の定着を目指す国

民的なムーヴメントを創出し、精力的な運動を展開す

ることにより、全国民がより自由に、より頻繁に、よ

り長期に、国内宿泊旅行を楽しめる環境を整備すると

ともに、｢旅行をとおしてより豊かな生活を実感できる

社会｣の実現が社会全体にとって極めて重要と考える。 
 
 
謝謝辞辞：：本稿内容は前回の第5回年次大会(2021年3月)に続き、  
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ロロンンググスステテイイ観観光光学学会会 会会則則 
 

 
第 1 章 総則 
（名称） 

本会は、ロングステイ観光学会と称する。 
 
（事務所） 

第 1 条 本会の事務所は、理事会が指定した場所に置く。 
第 2 条 本会は、理事会の議決を経て支部を置くことができる。 

2 支部の設置について必要な事項は、別に定める。 
 
第 2 章 目的および事業 
（目的） 
第 3 条 本会は、国内及び国外におけるロングステイ観光の普及促進をはかるため、学術

研究並びに普及に必要な諸条件の整備に産官学で取り組み、ロングステイ観光

の進展と産業育成を目的とする。 
※ 諸条件とは、医療・介護・教育・安全・滞在施設・保険・資金・語学・地域

コミュニティとの共生・雇用機会・休暇制度・各種アクティビティ等 
 

第 4 条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 
① 機関紙、学術論文集その他刊行物の発行 
② 研究発表会、学術講演会、講演会等の開催 
③ 調査および研究 
④ ロングステイ観光に関連する諸団体との交流 
⑤ 研究の奨励と研究業績の表彰 
⑥ その他本会の目的を達成するために必要な事業 

 
第 3 章 会員 
（会員の種別と資格） 
第 5 条 本会の会員は、次のとおりとする。 
① 正会員 ロングステイ観光に関する学問分野について学識経験を有する者、または

関連分野で実務に従事するもので関心の高い者 
② 賛助会員 本会の目的・事業に賛同する法人または、行政機関、公共団体、特定

非営利法人並びに各種団体 
③ 名誉会員 本会に対して特に功労のあった者またはロングステイ観光に関連する

事業において功績が特に顕著な者で、総会の決議をもって推薦された者 
 
（会費） 
第 6 条 次の各号に掲げる会員は、それぞれ年会費として当該各号に掲げる額を、毎会計

年度に納入しなければならない。 
① 正会員 5,000 円 
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ロロンンググスステテイイ観観光光学学会会 会会則則 
 

 
第 1 章 総則 
（名称） 
本会は、ロングステイ観光学会と称する。 

 
（事務所） 
第 1 条 本会の事務所は、理事会が指定した場所に置く。 
第 2 条 本会は、理事会の議決を経て支部を置くことができる。 

2 支部の設置について必要な事項は、別に定める。 
 
第 2 章 目的および事業 
（目的） 
第 3 条 本会は、国内及び国外におけるロングステイ観光の普及促進をはかるため、学術

研究並びに普及に必要な諸条件の整備に産官学で取り組み、ロングステイ観光

の進展と産業育成を目的とする。 
※ 諸条件とは、医療・介護・教育・安全・滞在施設・保険・資金・語学・地域

コミュニティとの共生・雇用機会・休暇制度・各種アクティビティ等 
 

第 4 条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 
① 機関紙、学術論文集その他刊行物の発行 
② 研究発表会、学術講演会、講演会等の開催 
③ 調査および研究 
④ ロングステイ観光に関連する諸団体との交流 
⑤ 研究の奨励と研究業績の表彰 
⑥ その他本会の目的を達成するために必要な事業 

 
第 3 章 会員 
（会員の種別と資格） 
第 5 条 本会の会員は、次のとおりとする。 
① 正会員 ロングステイ観光に関する学問分野について学識経験を有する者、または

関連分野で実務に従事するもので関心の高い者 
② 賛助会員 本会の目的・事業に賛同する法人または、行政機関、公共団体、特定

非営利法人並びに各種団体 
③ 名誉会員 本会に対して特に功労のあった者またはロングステイ観光に関連する

事業において功績が特に顕著な者で、総会の決議をもって推薦された者 
 
（会費） 
第 6 条 次の各号に掲げる会員は、それぞれ年会費として当該各号に掲げる額を、毎会計

年度に納入しなければならない。 
① 正会員 5,000 円 

② 賛助会員 一口 50,000 円以上（複数口可） 
③ 名誉会員  0 円 
2 納入された会費は、返還しない。 

 
（入会手続き） 

第 7 条 正会員、賛助会員になろうとする者は、入会申込書を提出し、理事会の承認を得

なければならない。 
2 名誉会員として推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会

員となり、かつ、会費の納入を要しない。 
3 会員の資格審査に関する必要な事項は、別に定める。 

 
（会員の権利） 

第 8 条 会員は、本会が発行する機関誌その他の刊行物の優先配付を受けるほか、本会が

主催する事業に参加することができる。 
 
（権利の停止） 

第 9 条 会長は、会員が会費を 1 年以上滞納したときは、理事会の議決を経て前条に定

める会員の権利を停止することができる。 
 
（会員の資格の喪失） 

第 10 条 会員は、次の各号に該当するとき、その資格を失う。 
① 退会 
② 禁治産または準禁治産の宣告 
③ 死亡、失踪宣告または団体である会員の解散もしくは消滅 
④ 除名 

 
（退会） 
第 11 条 会員で退会しようとする者は、退会届を提出しなければならない。 

 
（除名） 
第 12 条 会長は、会員が次の各号に該当するときは、理事会の議決を経てこれを除名す

ることができる。 
① 会費を 2 年以上滞納したとき 
② 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為があったとき 

 
第 4 章 役員 

第 13 条 本会に、次の役員を置く。 
① 会長 1 名 
② 副会長 2 名以上 5 名以内 
③ 理事 10 名以上 15 名以内（会長、副会長を含む） 
④ 監事  2 名 
⑤ 顧問団 理事会が必要と認めた場合、顧問団を設置する 
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（役員の選任） 
第 14条 理事および監事は、総会で正会員の中から選任する。 

2 会長および副会長は、理事会が理事の中から選出し、総会の承認を経るものとす

る。 
3 理事および監事は、相互に兼ねることができない。 

 
（役員の職務） 

第 15条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。 
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または欠けたとき、会長があ

らかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 
3 理事は、理事会を組織し、この会則に定めるところにより会務を執行する。 
4 監事は、会計を監査し、その結果を翌会計年度に属する総会において報告する。 

 
（役員の任期） 

第 16条 会長の任期は 2年とし、再任を妨げない。 
2 理事・監事役員の任期は 2年とし、再任を妨げない。 
3 補欠または補充により選任された役員の任期は、それぞれ前任者の残任期間とす

る。 
4 役員は、任期満了のときにおいても、後任者が就任するまでの間は、その職務を

行わなければならない。 
 
（役員の解任） 

第 17条 役員は、本会の役員としてふさわしくない行為があったとき、または特別の事

情のあるとき、または第 10 条に示す状態になった場合には、その任期中であっ

ても理事会の議決を経て、会長がこれを解任することができる。 
 
（幹事） 
第 18 条 会務の処理について理事を補佐するため正会員の中から理事会が委託し幹事を

置き人数は若干名とする。 
 
（職員） 
第 19条 本会の事務を処理するため、書記等の職員を置くことができる。 

2 職員は理事会が任免する。 
3 職員は有給とする。 

 
第 5 章 会議 
（総会） 

第 20条 本会は、毎年一回総会を開催する。 
2 総会は、正会員、賛助会員をもって構成する。 
3 通常総会は、毎会計年度終了後 2 カ月以内に会長が招集する。 
4 会長は、理事会が必要と認めたとき、または正会員の 10 分の 1 以上からの請求

があったときは、速やかに臨時総会を招集しなければならない。 
5 通常総会・臨時総会は、適切な管理の下で、理事会が決定する電磁的方法により
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（役員の選任） 
第 14条 理事および監事は、総会で正会員の中から選任する。 

2 会長および副会長は、理事会が理事の中から選出し、総会の承認を経るものとす

る。 
3 理事および監事は、相互に兼ねることができない。 

 
（役員の職務） 
第 15条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。 

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または欠けたとき、会長があ

らかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 
3 理事は、理事会を組織し、この会則に定めるところにより会務を執行する。 
4 監事は、会計を監査し、その結果を翌会計年度に属する総会において報告する。 

 
（役員の任期） 
第 16条 会長の任期は 2年とし、再任を妨げない。 

2 理事・監事役員の任期は 2年とし、再任を妨げない。 
3 補欠または補充により選任された役員の任期は、それぞれ前任者の残任期間とす

る。 
4 役員は、任期満了のときにおいても、後任者が就任するまでの間は、その職務を

行わなければならない。 
 
（役員の解任） 
第 17条 役員は、本会の役員としてふさわしくない行為があったとき、または特別の事

情のあるとき、または第 10 条に示す状態になった場合には、その任期中であっ

ても理事会の議決を経て、会長がこれを解任することができる。 
 
（幹事） 
第 18 条 会務の処理について理事を補佐するため正会員の中から理事会が委託し幹事を

置き人数は若干名とする。 
 
（職員） 
第 19条 本会の事務を処理するため、書記等の職員を置くことができる。 

2 職員は理事会が任免する。 
3 職員は有給とする。 

 
第 5 章 会議 
（総会） 
第 20条 本会は、毎年一回総会を開催する。 

2 総会は、正会員、賛助会員をもって構成する。 
3 通常総会は、毎会計年度終了後 2 カ月以内に会長が招集する。 
4 会長は、理事会が必要と認めたとき、または正会員の 10 分の 1 以上からの請求

があったときは、速やかに臨時総会を招集しなければならない。 
5 通常総会・臨時総会は、適切な管理の下で、理事会が決定する電磁的方法により

開催・審議・議決を行うことができる。 
6 次の事項は通常総会に提出して承認を得なければならない。 
① 事業報告および収支決算についての事項 
② 事業計画および収支予算についての事項 
③ 財産目録 
④ その他理事会において必要と認められた事項 

7     総会は、会員の 10 分の 3 以上の出席がなければ、議事を開き、議決することが

できない。ただし、当該議事について書面もしくは電磁的方法によってあらかじ

め意思を表示した者は、出席者とみなす。 
8     通常総会の議長は会長があたり、臨時総会の議長は、会議の都度会員の互選で決

める。 
9     総会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除いて、出席者の過半数を持

って決し、可否同数のときには議長の決するところとする。 
10     総会の議事の要領および議決した事項は、会員に通知しなければならない。 

 
（理事会） 

第 21 条 理事会は、理事をもって構成し、この会則に定めるもののほか、会務の執行に

関する重要な事項について決定する。理事会は、適切な管理の下で、電磁的方

法により開催・審議・議決を行うことができる。 
2      会長は、毎年 2 回以上理事会を招集しなければならない。 
3      会長は、理事現在数の 3 分の 1 以上から、会議の目的たる事項を示して請求の

あった時は、直ちに臨時理事会を招集しなければならない。 
4      理事会の議長は会長とする。 
5      理事会は、理事現在数の 3 分の 2 以上出席しなければ、議事を開き議決するこ

とができない。ただし、当該議事につき書面もしくは電磁的方法によって、あ

らかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。 
6      理事会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除いて、出席者の過半数

をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 
 
第 6 章 
（委員会） 

第 22 条 本会は、会務の運営および第 5 条各号に掲げる事業の遂行のために必要な委員

会を設けることができる。 
2      委員会に関して必要な事項は、別に定める。 

 
第 7 章 
（経費の支弁） 
第 23 条 本会の経費は、会費、寄付金、補助金およびその他の収入をもって支弁する。 

 
（会計年度） 
第 24 条 本会の会計年度は、4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。 
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（予算） 
第 25条 本会の予算は、理事会の議を経て総会において決する。 

 
（決算） 
第 26 条 本会の決算は、翌会計年度に属する総会において承認を得なければならない。 

 
第 8 章 
（会則の変更） 

第 27条 この会則を変更しようとするときは、理事会および総会において、出席者（委

任状出席を含む）の各々4 分の 3 以上の同意を得なければならない。 
 
（解散） 
第 28条 本会を解散しようとするときは、理事会および総会において、出席者（委任状

出席を含む）の 4 分の 3以上の同意を得なければならない。 
 
付則 

1 この会則は、設立総会で可決後、2016 年 3 月 18 日から施行する。 
2 設立発起人および設立総会前に設立準備委員会によって正会員または準会員もしく

は会員として推薦された法人、その他の団体は、第 7 条第 1項の規定に関わらず、本

会の設立と同時に、それぞれ正会員また準会員、もしくは特別会員になるものとする。 
3 本会の設立当初の役員等は、第 15条第 1 項および第 2項ならびに第 17条第 1 項の規

定にかかわらず、別紙のとおりとする。 
4 本会の設立当初の会計年度は、第 24 条の規定にかかわらず、会の設立の日から 2017

年 3月 31日までとする。 
5 本会の設立に要した費用は、本会がこれを負担する。 
6 前項の費用は、本会が 2015 年度予算に組み入れるものとする。 
7 第 20 条、第 21条に定める、総会・理事会の電磁的方法による開催・審議・議決方法

について、2020 年 1 月 1日から遡って適用する。 
 

2015年 9月 5日発起人会議策定 
2016年 3 月 18日施行 

2018年 5月 19 日一部改正 
2022年 1月 8日一部改正 
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（予算） 
第 25条 本会の予算は、理事会の議を経て総会において決する。 

 
（決算） 
第 26 条 本会の決算は、翌会計年度に属する総会において承認を得なければならない。 

 
第 8 章 
（会則の変更） 
第 27条 この会則を変更しようとするときは、理事会および総会において、出席者（委

任状出席を含む）の各々4 分の 3 以上の同意を得なければならない。 
 
（解散） 
第 28条 本会を解散しようとするときは、理事会および総会において、出席者（委任状

出席を含む）の 4 分の 3以上の同意を得なければならない。 
 
付則 

1 この会則は、設立総会で可決後、2016 年 3 月 18 日から施行する。 
2 設立発起人および設立総会前に設立準備委員会によって正会員または準会員もしく

は会員として推薦された法人、その他の団体は、第 7 条第 1項の規定に関わらず、本

会の設立と同時に、それぞれ正会員また準会員、もしくは特別会員になるものとする。 
3 本会の設立当初の役員等は、第 15条第 1 項および第 2項ならびに第 17条第 1 項の規

定にかかわらず、別紙のとおりとする。 
4 本会の設立当初の会計年度は、第 24 条の規定にかかわらず、会の設立の日から 2017

年 3月 31日までとする。 
5 本会の設立に要した費用は、本会がこれを負担する。 
6 前項の費用は、本会が 2015 年度予算に組み入れるものとする。 
7 第 20 条、第 21条に定める、総会・理事会の電磁的方法による開催・審議・議決方法

について、2020 年 1 月 1日から遡って適用する。 
 

2015年 9月 5日発起人会議策定 
2016年 3 月 18日施行 

2018年 5月 19 日一部改正 
2022年 1月 8日一部改正 
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